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平成22年３月９日（火曜日） 

 

○出席議員（16名） 

    議 長  能  村  憲  治 君     ８ 番  北  川     進 君 

    １ 番  生  田  勇  人 君     ９ 番  清  水  文  雄 君 

    ２ 番  南     和  彦 君     10 番  水  口  裕  子 君 

    ３ 番  川  口  正  己 君     11 番  渡  辺     旺 君 

    ４ 番  藤  井  良  信 君     12 番  八  田  外 茂 男 君 

    ５ 番  恩  道  正  博 君     13 番  中  川     達 君 

    ６ 番  北  川  悦  子 君     14 番  南     守  雄 君 

    ７ 番  夷  藤     満 君     15 番  米   田    満 君 

 

○説明のため出席した者

町    長 八 十 出  泰  成 君

副 町 長 蓑     外 史 男 君

教  育  長 西  尾  雄  次 君
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北     雅  夫 君
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企画財政課長 

山  田  吉  弘 君

まちづくり政策部企画財政課政策企画担当課長  
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まちづくり政策部情報政策課長  
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田  中     徹 君
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宮  崎  裕  子 君
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長  田     学 君
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中  西  昭  夫 君

教 育委員会 
学校教育課長 

長  丸  一  平 君

教育委員会生涯学習課長 
兼男女共同参画室長 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事 務局書記 助  田  有  二 君

 

○議事日程（第２号） 

  平成22年３月９日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程（議案第１号から議案第23号まで） 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ２番 南   和 彦 

   ３番 川 口 正 己 

   ９番 清 水 文 雄 

   ４番 藤 井 良 信 

   12番 八 田 外茂男 

   10番 水 口 裕 子 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【能村憲治君】 皆さん、おはようご

ざいます。 

 傍聴の皆様方におかれましては、早朝より、

また足元の悪い中、ようこそ本会議場にお越

しいただきました。大変ご苦労さまでござい

ます。 

 本日は、町政に対する一般質問の日でござ

います。傍聴者の皆様方には、議員が質問し

ている際は私語のほうは慎み、静粛にしてい

ただきたいと。また、むやみに立ち歩いたり

退席しないよう、よろしくお願いをいたしま

す。 

 さらに、入場の際にお願いいたしましたア

ンケート用紙には、できるだけお答えのほう、

よろしくお願いをいたします。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【能村憲治君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、３日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりでございます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【能村憲治君】 日程第１、議案第１

号平成21年度内灘町一般会計補正予算（第７

号）から議案第23号請負契約の変更について

（内灘町総合公園大型遊具整備工事）までの

23議案を一括して議題といたします。 

 各議案に対する提案理由の説明は、既に聴

取してあります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【能村憲治君】 これより提出議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 13番、中川達君。 

○13番【中川達君】 （議席より）議席にて

質疑をさせていただきますので……。 

○議長【能村憲治君】 中川議員、質問席で。 
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○13番【中川達君】 （質問席より）こちら

でよろしいですか。 

○議長【能村憲治君】 よろしくお願いしま

す。 

   〔13番 中川達君 登壇〕 

○13番【中川達君】 それでは、質疑をさせ

ていただきますので、よろしくお願いをいた

します。 

 先般、３月３日において新年度の当初予算

の開会がございまして、町長より提案理由の

説明を受けました。また、私どもの手元に提

案理由の説明書を配付していただきました。

この配付資料の文言について、表現の質疑を

させていただきたい。そしてもう１点は、議

案に対する質疑をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 この文言、表題に出ています文言の中にお

きまして、「戦争によって地球が壊されてい

る」という表現がございますけれども、昨今、

環境破壊による災害、あるいはまた自然災害

による、特に地震による災害が大きく世界各

地で報道されているわけでございますけれど

も、やはりイデオロギー、そして思想の対立、

あるいはまた民族対立、宗教対立によって、

その地域地域によっての紛争は私も十二分に

認識をしているつもりでございますけれど

も、この戦争に対して地球が壊れているとい

う文言になりますと、戦争、国と国とがそれ

ぞれ威信をかけて、軍隊を用い、そして全面

的な争いをするという認識をしている中で、

「戦争によって地球が壊されている」という

文言をどのように理解をするのかお尋ねをし

たいと思いますし、さらに議案第23号請負契

約の追加締結という議案が出ておりますけれ

ども、この文言も見ておりますと「案内看板

など」と記載をされておりますけれども、今

現在、大型遊具が順次工事をしている中、や

はり最も大事なのは、あそこはよく雷が落ち

る場所でございます。そういった中で、雷対

策の追加工事だと私は認識をいたしておりま

す。もちろん案内看板もあろうかと思います

けれども、文言に対してはやはり最も大切な

ことを記載すべきだなと、このように認識を

いたしております。 

 中身につきましては、それぞれの委員会で

議論をされると思いますけれども、その表題、

そして文言についてのご説明をいただきたい

と、このように思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の質疑に

お答えしたいと思います。 

 先般、私が提案理由の中でご説明いたしま

した文言に対する質疑ということでありまし

た。 

 きょうはせっかく傍聴者の皆さんもおいで

ますので、当日、どんな形でその話をしたの

かということを、一こまだけ少し言わせてい

ただきたいと思います。 

 「私たち内灘町民は、先人の労苦により、

豊かな自然に恵まれ、悠久の歴史の中で生か

されてきました。経済が進展し生活が便利に

なりましたが、物の豊かさの陰で世界的な格

差が広がり、温暖化や戦争によって地球が壊

され始めています。また、人口減少時代を迎

え、これまでのような公共サービスを受ける

ことは困難になることが予想されます」と、

こんなふうに提案理由で説明したことであり

ました。 

 そして、その「戦争が地球を壊している」

ということに対する質疑ということでありま

して、答えさせていただきたいと思います。 

 現在、残念ですが、世界各地で多数の戦争

なり地域紛争が起きているわけでございま

す。 

核兵器でなくても、化学兵器などの生態系へ

の影響は甚大だと思っているわけでありま

す。それゆえに、戦争は最大の環境破壊と、

こんなふうに言われるゆえんだと思っている
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わけでございます。 

 そんな意味で、私はその思いから「戦争が

地球を壊している」というふうに申したので

ございますので、ぜひご理解いただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 中川議員の大

型遊具の変更契約についての表記の仕方につ

いてお答えいたします。 

 今回の変更の中には、案内看板のほかに避

雷針と防災備蓄庫の防水工事がございます。

それぞれ案内看板で426万3,000円、避雷針で

88万2,000円、防災備蓄庫で73万5,000円で、

変更契約588万円の大部分を占める案内看板

を一番表題として挙げさせていただきまし

て、「ほか」という表示をさせていただきま

した。案内看板を挙げたのは金額がその変更

の中で大部分を占めるということで挙げさせ

ていただきました。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員、よろし

いですか。 

   〔13番 中川達君 登壇〕 

○13番【中川達君】 今ほど町長のほうから、

そういった思いでということで理解をさせて

いただきました。 

 文言は、「地域で地球が壊され始めている」

ということでございましたので、どの地域が

どの戦争によって壊されているのか確認をし

たいと思って質疑をしたわけでございますの

で、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

 なおかつ、そのお金が大きなものだから先

に出すというよりも、やはり地域のそういう

子供たちが遊ぶ場において、やはり落雷とい

う最も危険性のあるものを主眼に置いた、そ

ういった表記をするべきでなかったかなと、

このように思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長【能村憲治君】 ほかに質疑ございま

せんか。質疑ございませんか。──質疑なし

と認めます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【能村憲治君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第１号平

成21年度内灘町一般会計補正予算（第７号）

から議案第23号請負契約の締結について（内

灘町総合公園大型遊具整備工事）までの議案

については、お手元に配付いたしてあります

議案付託表のとおり所管の各常任委員会に付

託いたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

 なお、継続審査となっております請願第28

号、請願第29号及び請願第30号については、

付託委員会のほうで審査をお願いをいたしま

す。 

 次に、今期定例会までに受理いたしました

請願第31号「介護保険制度の抜本的な基盤整

備を求める意見書」の提出を求める請願につ

いては、お手元に配付の請願・陳情文書表の

とおり所管の常任委員会に付託いたしますの

で、ご審査のほうよろしく願いいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【能村憲治君】 日程第２、これより

町政に対する一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は、議会改革の一環と

して、よりわかりやすい質問方法ということ

で一問一答による質問形式を取り入れること

となりました。 

 なお、これまでどおり全問一括での質問方

式でもよいこととしてありますので、質問に

入る前に、どちらの質問方法で行うか表明し

て質問をしていただきたい、かように思いま
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す。 

 質問は中央に用意いたしました質問席で行

い、質問時間は再質問を含め１人40分以内と

いたします。５分前に呼び鈴で合図をいたし

ますので、ご容赦願います。 

 また、自席に戻ってからの質問はできませ

んので、ご了解願います。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問がすべて終わってから、明日行います

ので、よろしくお願いいたします。 

 また、発言は挙手をし、議長の許可を得て

から行ってください。 

 それでは、通告順に従って発言を許します。 

 ２番、南和彦議員。 

   〔２番 南和彦君 登壇〕 

○２番【南和彦君】 議長。今回、私からは

一問一答方式により、通告に従い質問をしま

すので、発言の許可を願います。 

○議長【能村憲治君】 はい。 

○２番【南和彦君】 では、早速始めます。 

 まずもって、傍聴者の皆様方におかれまし

ては、早朝より何かとご多用の中とは存じま

すが、今定例会に、本会議にお越しいただき、

ありがとうございます。 

 まずもって、八十出町長初め執行部の方々

におかれましては、今回も明確な回答をいた

だきますことを期待いたします。 

 今回、私からは、本町の企業誘致の取り組

みに関する現状と今後についてお聞きをいた

します。 

 皆様もご承知のとおり、昨年度はアメリカ

の金融危機に端を発しました100年に一度と

言われる、また戦後最大とも言われた未曾有

の世界同時不況という経済危機に陥った年で

ありました。その影響は、我が国の景気、経

済にも大きな影を落とし、そしていまだ極め

て厳しい社会情勢が国内においても続いてお

ります。 

 しかしながら、大局がこのように厳しい社

会情勢にもかかわらず、八十出町長初め執行

部の方々におかれましては、さらなる町勢発

展のために、また財政難を克服するべく新た

な歳入をもたらすために、現在、幾つかの企

業誘致案件の課題に対して積極的かつ能動的

に取り組んでいることとお見受けし、また敬

意を表しているところでもあります。 

 それは、平成26年度に開業予定となってい

る北陸新幹線の金沢開業、これに対して、そ

の時期を本町の新たな活力創出の契機とし

て、決して逸することなく、本町にとって特

に確実なものにしていかなければいけないと

いう強固な思いのあらわれから来る言動では

なかろうかなと、こんなふうに察しておる次

第であります。 

 この北陸新幹線の金沢開業については、ま

ず県にとっては本年度の唯一の新規施策であ

ります。この開業によってもたらす経済効果

を何とか最大限に引き出して、県内全域に波

及させるための包括的戦略を担い、取り組む

ことに県は注力しております。 

 具体的施策として、「ダブルラダー結いの

道」整備構想、こんな施策の推進を説いてお

ります。これは、地域間における相乗効果の

発現や周遊性を生む地域経済活性化策であ

り、広域道路ネットワークを整備し、地域間

交流基盤の連携を強化した長期的な構想であ

ります。 

 また一方で、金沢市は、県都として核にな

るようなにぎわいづくりの創出を進めていく

方針を公言しており、金沢駅のデザイン性と

あわせた利便性の向上、これを中心とした施

策を展開していくと、現在のところ公表して

おります。 

 これらから、県や金沢市は包括的視野でと

らえており、本町を含めた各地域に対しては

地域間において施策のバッティングを避けた

上での地域間競争ではなく、地域間連携とし

て、回遊性を生み、活力創出を求めていると

私自身想定しております。 

 しからば、本町の企業誘致計画は、近隣や
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関係地域、いわゆるお隣のかほく市や津幡町、

あるいは能登と金沢の結線上である本町の地

の利など、これらに精通したものでなくては

いけないと私自身とらえております。 

 これは余談ですが、私が過去所属していま

した社団法人格のまちづくり団体で約８年前

に提言をした複合交流都市構想、今まさにこ

れが直ちに必要不可欠な時代になってきたと

感じているところでもあります。 

 いずれにしても、結論として本町と県の相

互というような画一的な話ではなく、本町の

企業誘致計画は県や県都金沢市はもとより、

本町の近隣自治体との整合性も図れ、連動性

の中で相乗効果が見込まれるものでなければ

いけない。そして、これを網羅してこそ大局

機関、いわゆる県の意図するところの目的と

合致し、それによってあらゆる形の経済支援

や、また理解も高まると考えるものでありま

す。 

 本町にとってはまだまだ情報収集の段階、

まだまだ先方との交渉の初段階で、千思万考

の中とは存じますが、まずは大枠の見解を町

長に伺います。 

○議長【能村憲治君】 町長、八十出泰成君。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 南議員の今ほどの

石川県や金沢市の取り組みに連動した展開が

必要と考えるが、その方向性を問うという質

問にお答えしたいと思っております。 

 北陸新幹線の金沢開業というものは、金沢

都市圏はもちろんでありますが、能登、加賀

においても経済浮上に大きな効果が出るもの

であります。石川県では、金沢開業に向けま

して各種の取り組みを急いでいるところでご

ざいます。 

 石川県ではダブルラダー結いの道、今ほど

議員もおっしゃいましたが、平成８年に策定

いたしましたダブルラダー構想を継承、発展

させてダブルラダー結いの道というふうに設

定したわけでありますが、その整備構想を策

定しながら、三大都市圏との交流拡大、南北

に細長い県土の一体化、さらに観光周遊性の

向上など、２本のラダー状、つまりはしご状

の道路ネットワークを整備すると、こんなふ

うに言っているわけでございます。 

 この２本のラダー構想を最大限に生かすこ

とは、広域道路ネットワークの整備でありそ

れぞれの地域が特色を出すこと、さらに周遊

性を生み相乗効果が発現され、地域経済活性

化につながっていくと、こんなことであると

思っているわけでございます。 

 一方、金沢市におきましても、県都の核と

してのにぎわいづくりの創出や利便性の向上

など、施策の展開を行っているものと思って

いるわけでございます。 

 本町は、石川県のほぼ中央に位置するとい

うことや、金沢から隣接しているという、そ

んな内灘町の強みを最大限に発揮をいたしま

して、既存企業との共存共栄、相乗効果が図

られ、さらに広くは北陸３県内外にも影響を

及ぼす力のある独創的な企業を誘致したい

と、こう考えているわけでございます。 

 県内各市町においても、それぞれの特色を

出しながら、周遊性を生む活力の創出につな

がり、県や金沢市を初め県内自治体の理解、

協力が得られるとともに、県全域の包括的地

域経済活性化に大きく寄与するものと考えて

いるわけでございます。 

 すなわち、これまでの地域間競争から、文

字どおり地域間協力、連携へとシフトしてい

くことが重要になってきているということで

あります。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南議員。 

○２番【南和彦君】 県や市の包括策や近隣

自治体と精通した上で、独創的な本町の企業

誘致に取り組み、理解を得ていくと、このよ

うな答弁でありました。 

 私の質問に対しては、一定の理解をいただ

いたというふうに解釈してよろしいでしょう
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か。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 先ほど、金沢市は県都として核になるよう

なにぎわいづくりの創出を進めていく取り組

み方針を公言していると申し上げました。金

沢市は、これを達成するために、北陸新幹線

開業対策室を設置する方針を示しておりま

す。これは、県はもとより、本町同様、北陸

新幹線の金沢開業、この契機を決して逸して

はならないという切望的な姿勢であるとだれ

もが予測できるはずです。 

 また、先ほどの私の提案の中で、本町の企

業誘致計画は県や県都金沢市はもとより、本

町の近隣自治体との整合性も図れ、連動性の

中で相乗効果が見込まれるものでなければい

けないと申し上げたことに対して、町長は今

ほどの答弁の中で一定の理解を示されたと認

識した上で、しからば、対外地域にも向けた

連動的政策を展開していくに当たり、まず組

織編成や仕組みづくりが私は必要であるとい

うふうに考えます。 

 したがって、本町において金沢市の今後設

置する新幹線開業対策室と同等の本質的意味

合いを有した組織を編成するべきであると考

え、それにつきましての見解を伺います。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 南議員の金沢市の

北陸新幹線開業対策室と同等の組織をという

ことの提言があったわけでございます。 

 金沢市では、北陸新幹線の開業に向けまし

て北陸新幹線開業対策室を設置する方針だと

伺っているわけでございます。 

 内灘町で同等の組織の編成をということで

ありますが、金沢市と比較しまして行政規模

も大きく違っておりまして、単独での組織設

置といいますか、大変難しいというふうに思

っています。そんな意味で、平成20年に金沢

市、白山市、かほく市、野々市町、津幡町、

そして内灘町の３市３町で新幹線金沢駅周辺

地域連絡会を設置しておるわけでございま

す。そこで、官民一体となりました広域的な

取り組みを展開しているわけでございます。 

 よろしくご理解をいただきたいと思いま

す。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 今ほどの答弁につきま

して、再質問させていただきたいと思います。 

 新幹線金沢駅周辺地域連絡会、この中で展

開していくというふうに町長は答弁されまし

た。この新幹線金沢駅周辺地域連絡会は、あ

くまでも本町の見地からするところの対外協

議機関であります。これは自治体相互の連携

においては当然必要な位置づけですが、まず

何より考えなくてはいけないのは、対外での

協議は対内、つまり本町内で得るコンセンサ

スのもとに成り立つものであります。 

 私がこの質問でお聞きしたのは、町長が先

ほど答弁されました同等の組織ではなく、同

等の本質的意味合いを有した組織を組成する

べきではないかというふうに申し上げまし

た。 

 これはどういうことかといいますと、本町

の企業誘致は過去からの懸案課題でありま

す。したがって、北陸新幹線金沢開業に特化

した意味合いではなくて、本町の企業誘致の

過疎化の契機として、またチャンスとして、

追い風になるものとして、対内、つまり本町

内で企業誘致に特化した専門部署を設置する

必要があるのではないかと、このような質問

としてとらえていただきたいなというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 南議員からただい

まの質問は、北陸新幹線開業対策室をどんな

ふうにして考えるかということでの質問では

ないというお話でありました。要するに、企
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業誘致に関して町としてどんな組織を考えて

いくかという、そんなお話だったというふう

に思っています。 

 町といたしましては、企業誘致に関しまし

て最優先課題としているわけでございまし

て、企業立地推進室及び企業誘致及び定住促

進等の推進委員会におきまして、情報の収集、

企業誘致活動に取り組んでいるところでござ

います。 

 しかしながら、これからも予想されるボリ

ュームの大きさから考えて、これだけでは非

常に不十分と、こんなふうに思っているわけ

でございまして、平成22年度からは企業立地

の推進をさらに強化をするために、専任の責

任者を据えて部課を横断したチーム編成を行

いたいと、こう考えているところでございま

す。そして、町組織全体で敏速に行動できる

体制をとってまいりたいと考えているわけで

ございます。 

 ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 今ほどの町長の答弁で

ございますが、企業誘致に関しましては本町

の最優先課題と位置づけるということで、ま

た企業立地推進室を強化すると。その上で、

専任責任者を配置し、敏速に行動できる体制

をとるというふうな答弁でありました。 

 敏速な対応という答弁は、非常にアバウト

な答弁につき、あえてこれについて部署に与

える作業ボリュームをかんがみた場合、方向

性としてどのような業務展開を考えておられ

るか、その辺のところにつきましての見解を

伺います。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問にお

答えしたいと思います。 

 町といたしましては、町活性化、にぎわい

の創出や財政基盤の安定には、企業との協働、

企業誘致が不可欠であると考えていることは

言うまでもございませんが、この企業誘致に

おきまして、先ほど述べましたように、専任

の責任者のもとに、北部開発における都市計

画マスタープランの俎上に上がる種々の事業

展開を考えているわけでございます。具体的

には、課題になっております福祉センターの

宿泊施設ほのぼの湯の機能保持、白帆台商業

地の企業誘致及び周辺の土地利用等、各部署

にまたがる事務の調整機能の強化を図りたい

と思っているわけでございます。 

 このようにボリューム的にはかなりの大き

な状況だと思っているわけでございます。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 答弁いただきました。 

 これにつきましては、私の今回の最後の質

問にもリンクしてくる内容でありますので、

一たん賜った上で次の質問に移っていきたい

と思います。 

 先ほどの答弁もすべて踏まえさせていただ

きまして、あえてここでお聞きしたいと思い

ます。 

 先般の新聞記事にもありましたとおり、八

十出町長初め執行部の方々におかれまして

は、現在、白帆台の北部地区において、その

誘致に向けて積極的に取り組んでいること。

また、その誘致案件として集積型の専門学校

とアウトレットモール、これらの具体的案件

にまで言及し、新聞で公表しております。 

 これにつきましては、私も議員を志した時

期から今日に至るまでも、公約として企業誘

致を掲げさせていただきました。そして、議

員就任以後は、本町の厳しい財政状況に対し

て、新規歳入効果を生むために企業誘致を本

町の緊急的な最重点施策と位置づけて取り組

むこと。あわせてそれを具現化していくため

の特別組織を編成することを何度となく提案

してきた経緯もあります。これは、志を同じ

くする者同士、心から昨今の動きにつきまし
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ては同調するところであります。 

 そこで、現在接触のある企業、つまり先ほ

ども申し上げました集積型専門学校並びにア

ウトレットモール、この両件について新聞記

事が先行しております。まだ議会においては

具体的に示されていません。ここであえて、

現在にまで至った経緯と、並びに現在の状況

を町長に伺います。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 南議員の接触ある

企業とのどの程度交渉が進んでいるかという

お話でございます。 

 企業誘致については、進出企業に関する情

報収集が大きなかぎを持つものでありまし

て､あらゆるつてをたどりながら企業情報の

収集を行っているところであります。その中

で、いち早く北陸地方への進出を検討してい

るアウトレットモールがあるとの情報を得ま

したことから、私は敏速にその働きかけをし

てきたところであります。誘致場所について

も大規模な敷地が必要なことから白帆台北部

地区を想定をし、誘致への働きかけを行って

いるところであります。 

 しかしながら、このアウトレットモールの

出店につきましては、複数の候補地が挙げら

れておりまして、その一つとして私どもが手

を挙げている状況であります。 

 接触状況ということでありますが、企業情

報もありますので、具体的なことは申し上げ

にくいものでございます。 

 また、同じくして専修学校を集積しました

一団の専修学校学園都市構想の情報も得まし

たことから、これにつきましても前向きにお

話を伺っているところであります。 

 いずれにしましても、企業及び事業者とも

まだ具体的な計画について詰めていない段階

でもありますが、これからも積極的な対応を

していく考えであります。 

 以上でございます。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 あらゆるつてをたどり、

情報収集したと。敏速にアプローチをしたの

が経緯であるということでございます。 

 また、現状としては、まだまだ具体化計画

も示されていないと。しかしながら、白帆台

北部地区を想定した上で、積極性を持った対

応をしていきたいとのことですが、ここで、

またさらにお聞きをさせていただきます。 

 それぞれの案件につきまして、企業を獲得

できた場合、本町にもたらす財政効果などな

ど、どのようなメリットをもたらすと予測し

ているのか、それぞれの企業案件についてお

伺いいたします。 

○議長【能村憲治君】 高木和彦まちづくり

政策部長。 

 〔まちづくり政策部長 高木和彦君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【高木和彦君】 企業

誘致の場合の財政効果ということでありまし

たので、財政担当の私のほうからお答えをい

たします。 

 まず、２点ございました。アウトレットモ

ールにつきましては、町直接の財政効果とし

ては、固定資産税、それから法人町民税など

の税収があります。 

 どういった規模になるかということによっ

て変わりますが、他市の施設の例から類推し

ますと、固定資産税、法人町民税合わせて年

間約１億円以上の税収が見込まれるものと考

えます。また、町にとって間接的な効果とな

りますが、企業誘致の用地買収や建物施設の

投資、そういった経済効果があります。 

 このほか、定量的な数値としてお示しでき

ませんが、モールが出店すれば当然、それに

かかわる人口の増加あるいは大規模な雇用の

場が創出されます。また、モール内での消費、

それに関連して町内の各種店舗での消費の増

加も見込まれてくるのではないかと思いま

す。 
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 他の先進地等では、何よりもその町の町名

がメディアなどを通して全国発信されること

により、町の名前がブランド化されると、そ

ういうイメージアップが大きいということで

ございました。 

 一方、そういった開発行為を受け入れるた

めに、町といたしましては周辺インフラ整備

が必要になってまいります。一般的に、道路、

それから上下水道の整備、それから雨水の処

理、そういった費用が必要になります。また、

交通渋滞を避けるために能登有料道路白帆台

インターチェンジのフルインター化といった

そういった検討も必要になってくると思いま

す。 

 もう一つの集積型専修学校についてであり

ますが、専修学校が学校法人ということであ

れば、学校法人の教育の用に供する施設、経

営につきましては、先ほどのアウトレットの

場合と違いまして固定資産税や法人町民税は

非課税となりますので税収は見込めません。

ただ、アウトレットモール同様、その建設の

ための用地買収や施設の投資的な間接的な効

果はございます。 

 また、これも仮定の話になりますが、学生

や教職員が、その何割かが定住するというこ

とであれば、人口増加や町内での生活のため

の消費の増加といったものが見込まれます。 

 内灘町は、これまで大学の町としての学園

都市のイメージがありますが、さらにそのイ

メージをアップするという政策的な意味とし

ては効果があるというふうに思います。 

 以上です。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 今ほどの答弁をお聞き

する分につきまして、恐らくこれだけの大き

な案件、またつい最近の新聞記事の内容もか

んがみた場合、交渉並びに具現化に向けた取

り組みにつきましては、当然のことながら本

町単体では進めていけないと思いますし、こ

れは県からのさまざまな形での経済的支援が

前提となってくることではないかなというふ

うにも考えます。 

 その上で、集積型専門学校の誘致について

お聞きをします。 

 県知事は、年頭で、厳しい経済情勢の中で

はあるが、経済、資金、雇用、この３つの安

心の確保に向けて総力を挙げて取り組む、こ

んな積極的かつ前向きな姿勢を示したような

年頭のあいさつでありました。 

 しかし、それがその後、新年度当初予算案

の発表の談では、景気低迷による税収の大幅

減をコメントし、あわせてことし後半から景

気が回復基調になるのではという経済界の声

どおりになってほしい、こんな切実なる声を

漏らしております。 

 大局である国におきましても、基礎的財政

収支も最悪と言われており、県予算も投資的

経費を大幅に削減していることを背景に、税

収が見込めない学校法人の集積型専門学校の

誘致案件につきましては、客観的数値根拠が

示されず、非定量的効果の根拠をもって、ど

のように県に理解を求めていくのか、その見

解を伺います。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの南議員

の税収が見込めない誘致案件について、どん

なふうにして理解を得るための行動をするの

かというお話でありました。 

 確かに専修学校につきましては、今ほども

申しましたように、町、県においても非課税

であります。町直接の財政効果は見込まれず、

客観的な数値効果を明示することができませ

ん。しかしながら、財政効果だけで企業誘致

の優劣を決めるものではないと私は思ってい

るわけでございます。 

 現在、作業中の都市計画マスタープランや

農業振興地域整備計画の見直しの中で、両計

画の位置づけや方向性が見出せるものと思っ
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ているわけでございます。 

 また、いずれの案件についても具体的な内

容も定まっていない段階でありまして、現在

のスタンスとしまして二者択一の判断の時期

ではないと、こんなふうに思っているわけで

ございます。 

 したがって、県にも具体的な戦略等を詰め

ていない状況であります。両計画のさまざま

な事業フレーム、シミュレーションの検討、

町財政計画を勘案しながら、県との協議を進

めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 今ほどの答弁いただき

ました。 

 もう一つ踏み込んで発言させていただきま

すと、ちなみに私の私見としましては、集積

型専門学校の誘致につきましては二者択一の

段階ではないというふうに申し上げました

が、税収が見込めないこと、生徒が本町に住

まれたとしても本来の本町が目指すところの

定住促進化ではなく維持促進化であること。

また、専門学校は企業の業況や社会のニーズ

とも大きくリンクするために不安定感がある

こと。そして、アウトレットモールとの両に

らみだったとしても、並列的な条件要素を満

たしてないこと。学園都市という現段階での

イメージ戦略の要素が強く、根拠の裏づけに

欠けることなどなど、その妥当性には極めて

欠けているものと考え、あわせて今回は多く

の論拠を語りませんけれども、結論と申し上

げて、財政難の一つの要因として、簿価割れ

資産を多く抱えている県の状況や施策などを

かんがみて、集積型専門学校の誘致案を再利

用という意味で、現在、箱物だけが残ってい

る旧河北台商業高等学校跡地にと、まずは企

業側に理解を求めていただいた上で、関係機

関に交渉していただくことの提案をさせてい

ただきながら、次に進んでいきたいと思いま

す。 

 これまでのことから、八十出町長におかれ

ましては、今定例会の上程案説明の中で活力

創出のために企業誘致や観光資源開発、交通

アクセスの改善を進めていくということを提

案していることからも、私が申し述べてきま

した企業誘致の早期具現化、この重要性につ

きましては詳細的なものはさておき、ある程

度一定の理解を示していただいたなというふ

うに解釈しておるところであります。 

 そこで、冒頭でも申し上げたとおり、未曾

有の経済危機に陥っている我が国において、

企業はそれぞれに、またさまざまに多くの問

題を現在抱えております。これを踏まえて、

本町と企業間において安定景気時では誘致に

係る交渉から決定段階までのプロセスや、ま

たガバナンスなどについては短絡的と申し上

げましょうか、比較的シンプルに事が進んで

いく傾向もこれまで多々見受けられていまし

たが、昨今の景況下では、企業の業況や業態、

またあり方などもさまざまに大きく変化して

おります。 

 例えば、企業間によるＭ＆Ａや、またベン

チャー方式などなどの要因も含み、非常に企

業側の事情が複雑化していることも、またそ

れに伴って本町のように誘致しようとする側

も非常に高度な専門的知識や調整能力、交渉

能力、人脈などによる情報収集力、交際力な

どなどを有していないと誘致が成立しないと

いうことも懸念します。 

 あわせて、私も傍らでの民間経済活動にお

いてはひしと体感しているところでもありま

す。 

 また、殊、具体的な手法論になってくる段

に従っては、幾通りもの案が出てくるため絞

り込みの段階ではさまざまな視点、角度から、

いかに本町のプランが妥当性を有したものと

して本町内でジャッジしていくかが非常に重

要になってきます。 

 あわせて、役場職員は基礎的職務でありま
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す日常の行政サービスを担っております。そ

こに難題である専門的業務が加わることによ

り、オーバーワークになってしまう可能性も

あります。そして、本来の行政の裁量を十分

に発揮できなくなるということも懸念してお

ります。 

 行政には行政のもちやがあります。議会と

いいましょうか、議員にもまたそれぞれに背

景にもちやがあります。これも決して行政に

はないと申し上げているわけではありません

けれども、民間の代表者である議員は、民間

社会の日常という現場を多々こなしておりま

す。そして、その上で市場感覚にも敏感であ

ると考えます。また、先ほど不況下では情報

は要因などがより複雑化していることを申し

上げました。そこをクリアしていくためには、

今こそ議員の持つ強い政治力が必要とされて

いることも、私自身確信しているところでも

あります。 

 これらを踏まえて、また八十出町長の上程

案説明にもあられました町民と議会、行政が

協働し知恵を出し合う、こんな呼びかけ的な

思いも酌んだ上で、私が改めて提案するに、

今こそこれまで以上に議会との連携をさらに

強化することが重要であると考えます。その

上で、行政と議会、または議員がそれぞれの

得意分野を融合させて、何とか企業誘致を成

功させるというベクトルで、一蓮托生の実動

部隊となる組織を編成することをここで提案

をします。 

 企業誘致は大変な労力がかかります。どの

地域にも負けないという強い信念、そして知

恵あるいは専門知識から来る柔軟な考え方な

どなどがないと成功をなし遂げることはでき

ない。お互いに我が町を誇りに思う自信を何

とか確信に変えていく同志であるということ

を踏まえた上で、町長の答弁を伺いたいと思

います。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 南議員から、議会

との連携強化ということでご提案がございま

した。 

 おっしゃるとおた企業誘致にかかわる現状

につきましては、厳しい経済環境のもとにあ

り、思うような成果が出ていない状況であり

ます。企業においても生き残りをかけた厳し

い競争の中で、企業戦略や投資効果等、複合

的な要因が絡み、簡単なわけでなく、さまざ

まな誘致施策に加え、強い政治力や仲介人の

果たす役割も大きいものがあるわけでござい

ます。行政の真正面からの交渉の一面性だけ

では非常に難しい面があると感じているとこ

ろでございます。 

 南議員からもそういったところに議会と連

携を図り、議員提案の組織があると大変心強

いものであり、感謝を申し上げる次第でござ

います。 

 議会においても、町を挙げて厳しい企業誘

致の競争をかち取るための連携強化、さらに

参画にご理解とご協力をお願いして、私の答

弁にしたいと思います。 

○２番【南和彦君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 南和彦議員。 

○２番【南和彦君】 八十出町長の今ほどの

答弁から、私の発言に対して理解をいただい

かたなというふうに思っているところであり

ます。 

 私のこの発言はさまざまな角度、視点から

誤解が生じる可能性もあるかもわかりません

けれども、これは現実的な話でありますので、

ぜひともに取り組んでいきたいと思います

し、あわせて今ほどの答弁の中で議会内での

協議が必要ではないかなというふうにも認識

いたしました。また、これにつきましても私

自身、汗をかいていきたいなというふうに思

います。 

 以上が今回の私の質問の全部であります。 

 本町の企業誘致は、昨今の社会情勢の根っ

この話でございます。本町の将来を左右する
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極めて重要な課題であります。私自身も有言

即実行のスタンスで、全身全霊をもって、よ

りよい方向に導けるために今後も取り組み、

また問うていく覚悟であります。町長とは思

いは一つということで、どうぞご理解いただ

きたいというふうに思います。 

 今回は、これにて私の一問一答方式による

一般質問を終了します。 

 傍聴の皆様方におかれましては、ご清聴に

感謝します。あわせて、背中を向けての発言、

大変ご無礼いたしました。 

 ありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 ３番、川口正己議員。 

   〔３番 川口正己君 登壇〕 

○３番【川口正己君】 議席番号３番、川口

正己でございます。 

 傍聴人の皆様、傍聴まことにありがとうご

ざいます。 

 質問に先立ちまして、鳩山連立政権が誕生

し、はや半年が過ぎ、国会では経済対策の補

正予算が成立し、また22年度予算案が衆議院

を通過しましたが、民主党上層部による悪質

な政治と金にまつわる問題や、支持労組によ

る丸抱え体質が露呈、場当たり的な対応で迷

走する普天間飛行場の移設問題、財務大臣に

よる異例のデフレ宣言をしたにもかかわら

ず、有効な経済対策を打ち出せないなど多く

の諸問題で迷走し、内閣支持率も現在、共同

通信社の世論調査によると約36％と大きく下

がってきております。 

 また、日本の製造業の象徴とも言えるトヨ

タ自動車が新型プリウスなどのブレーキ問題

等でアメリカ議会から追及を受けております

が、この政権は静観するだけで一向に動こう

ともしておりません。 

 一民間企業の問題だと言ってしまえばそれ

までですが、トヨタは一昨年のリーマンショ

ック以前まではグループ全体で法人税を年間

約１兆円納めていた企業です。これは日本の

法人税収の１割となる金額でしたが、リーマ

ンショック以降、赤字に転落してからは、日

本全体の法人税収も約５兆円と半減してしま

いました。 

 私は、すそ野の下請企業が非常に多い自動

車産業の立て直しが日本経済の立て直しに直

結すると考えております。以前の自民党政権

ならば、アメリカ議会でこれほど大騒ぎにな

る以前に、官民挙げて何らかの手だてをとっ

ていたのではないかと思っております。 

 また、これは今に始まったことではありま

せんが、多くの国民がこの日本が何かおかし

くなってきている、小さくなり始めたという

漠然とした不安感を感じ始めているのではな

いかと思っております。 

 中国、韓国などアジア諸国の台頭、それに

伴う世界で影の薄くなりつつある日本、少

子・高齢化に対してもこれといった手法を打

ち出せない政治、製造拠点を海外に移転する

企業、どんどん減り始めた収入、一向に下げ

どまらない土地価格など、多くの国民がこの

ままではだめだと感じ、民主党に期待し、昨

年の政権交代に至ったと思っております。 

 しかしながら、この鳩山政権のていたらく

ぶりを見れば、これ以上この民主党政権に日

本を任せることができないのは火を見るより

も明らかなことです。できるだけ早く強烈な

カリスマ性を持った人物が、自民、民主等の

若手を巻き込み、既存政党ではない新党を立

ち上げ、衆議院解散に持ち込み、再び政権交

代を願っているのは、私だけではないと思い

ます。 

 前文が長くなりましたが、早速、通常の一

括質問により質問に入らさせていただきま

す。 

 町長並びに執行部におかれましては前向き

な答弁をお願いいたします。 

 先般、私が所属している会派波と風の会と、

先輩議員たちの内灘会との合同で、北海道江

別市と財政破綻した夕張市において、それぞ

れ産学官の共同研究、予防医療について視察、
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研究をしてまいりました。どちらの視察も大

変に参考になりましたが、どこに行っても、

昨年９月に個人観光ビザが解禁された中国人

富裕層と見られる観光客であふれており、大

変驚きました。特に大和総研の調べによると、

日本円にして年収１億円以上の中国系富裕層

は数千万人いると予測されております。 

 また、金沢市でも兼六園が星の数による格

付で有名なミシュランの日本版観光ガイド

で、最高ランクの三つ星に格付されたことに

より、フランスなどからのヨーロッパ富裕層

の観光客が４割ふえたと報道されておりま

す。しかしながら、我が町にはこのような海

外富裕層を引きつけ、呼び込むような、これ

といった観光資源がないのが現状でございま

す。 

 そこで、現在、経済産業省が推し進めてい

る国際メディカルツーリズム調査事業に、金

沢医科大学と提携し参画してみてはいかがで

しょうか。 

 この国際メディカルツーリズム調査事業と

は、各地方自治体や総合病院などが人間ドッ

クやがんなどの高度治療などと近隣の観光を

結びつけ、国内大手旅行会社や海外航空会社

とタイアップし海外富裕層を呼び込む事業

で、ことし１月に始動し、既に静岡、山梨、

岡山県など11の自治体や病院で行われている

とのことであります。 

 また、県内でも七尾の恵寿総合病院でも上

海から中国人富裕層の受診者を受け入れたと

報道されております。 

 我が町は、幸いなことに中国の呉江市や大

連市の旅順口区と友好協定を結んでおり、こ

のような友好都市にもこの事業による人間ド

ックなどを働きかけてみてはいかがでしょう

か。 

 もし、この事業が金沢医科大学で成功した

ならば、企業交流や受診者が家族で来日すれ

ば、道の駅サンセットパークの活性化や福祉

センター本館の民間ホテル誘致にも弾みがつ

くのではと考えておりますが、いかがでしょ

うか。 

 また、現時点での福祉センター本館の民間

ホテル誘致の進捗状況はどれぐらい進んでい

るのでしょうか。その状況をお聞かせくださ

い。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 石川県は、現在、18歳以下の子供が３人以

上いる世帯に対してプレミアム・パスポート

を発行し、さまざまな企業や店舗と提携し、

子育て支援を行っております。私の家でも子

供たちが小さかったころ、ファミレスや近所

のストアなどで利用し、大変重宝いたしまし

た。 

 県は、その子育て支援第２弾として、子育

て応援エンゼルネット事業を昨年４月より、

金沢、七尾、白山市の３カ所をモデル地区と

して行っております。 

 この子育て応援エンゼルネット事業とは、

ボランティア団体が読み聞かせなどさまざま

な子育て支援を行った場合に、その対価とし

て疑似通貨のエンゼル券を受け取り、その券

は協賛店で使える仕組みとなっているとのこ

とです。報道によりますと、利用者からも大

変好評を得ているとのことですが、町でもこ

の事業に早急に参加できないものでしょう

か。そうすれば、町内で活躍しているボラン

ティア団体の方々にも喜ばれると思います

が、いかがでしょうか。 

 それでは、最後の質問に入ります。 

 昨年の７月に、日本初のビーチベースボー

ル大会が内灘海岸で開催され、全国から総勢

81チームが集まり、天候にも恵まれ盛大に行

われました。その閉会式での日本ビーチベー

スボール連盟の会長あいさつでは、来年はも

っと参加チームをふやし、この内灘海岸をビ

ーチベースボールの聖地にしたいと意気込み

を語っておりました。 

 私も同級生たちとチームをつくり参加しま

したが、残念ながら惜しくも３戦全敗の予選
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敗退の結果となりましたが、大変おもしろく、

大笑いしながら同級生たちとゲームを楽し

み、終わった後も反省会と称して一層の親睦

を深めました。 

 私たちも昨年以上に盛大に開催してほしい

と願っておりますが、ことしの開催予定や規

模はどうなっているのでしょうか。 

 また、昨年の大会では平均年齢が40歳以上

のチームは私たちのチームだけだったと思っ

ております。お互いに日ごろの運動不足がた

たり、初めの二、三回まではいい勝負をする

のですが、後半でエースが打ち込まれ、打線

も沈黙し、敗退の結果でした。もしことしも

開催するならば、ぜひともレギュラーリーグ

とシニアリーグに分けて予選、本選を行い、

それぞれのチャンピオンチーム同士で決勝戦

を行ってほしいと願っておりますが、いかが

でしょうか。 

 また、近隣のかほく市や金沢市などでは、

毎年学童野球の子供たちを対象に、元プロ野

球選手を呼び、野球教室や講演会などを開催

しておりますが、我が町でも毎年開催できな

いものでしょうか。 

 私たちの会派、波と風の会でも２年半前に

元巨人軍の水野投手を呼び開催いたしました

が、会派だけではなかなか毎年開催しように

もできません。ぜひとも将来のメジャーリー

ガーを内灘から誕生させるためにお願いいた

します。 

 以上で私からの質問を終わります。 

 大変ありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 川口議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 

 私からは、海外の富裕層金沢医科大学と提

携をして、町の観光、企業交流などにつなげ

てはどうかという質問にお答えしたいと思い

ます。 

 議員ご指摘のとおり、最近、医療のグロー

バル化が進みまして、患者が海外に渡航して

滞在先の医療機関で治療などの医療を受ける

というメディカルツーリズムの市場規模が増

大してきておるわけでございます。 

 こうした動きは、医療内容、医療設備機器

の充実を初め、特別室での宿泊など質の高い

サービスに加えまして、医療や検査の待機時

間が短く、アクセスのよい地域が求められて

いるというようでございます。そして、こう

した医療ツアーに、その周辺地域の観光もセ

ットとなったメディカルツアーとして富裕層

の方々に注目が高まってきているようでござ

います。 

 こうした中、本町におきましては高水準の

医療技術とサービスの提供、さらにがん検診

に有効なＰＥＴ－ＣＴなどを初め、最新の診

断医療機器を備えた金沢医科大学病院がござ

います。また、本町は雄大な内灘砂丘を有す

る風光明媚な土地柄でもあるとともに、歴史

文化の薫り高い古都金沢に隣接をし、小松空

港や富山空港へのアクセスもよく、海外から

のお客様には大きな魅力があるものと思って

いるわけでございます。 

 昨年12月には、中国大連大学代表団の皆様

が金沢医科大学との連携を深める交流が実施

をされ、その際に同病院で人間ドックを受け

られたとお聞きしているわけでございます。

また、そのときには大変好評だったというこ

とでありました。 

 そして、本町へも表敬訪問いただきまして、

代表団の皆様とさまざまな情報交換をするこ

とができましたし、本町の福祉医療、文化学

園都市、国際交流など、大いに町の魅力をお

伝えさせていただいたわけでございます。 

 本町といたしましては、金沢医科大学病院

や関係機関と協議の上、メディカルツアーの

候補地として、中国大連市旅順口区並びに友

好交流のある中国呉江市を初め、石川県と友

好交流のある江蘇省や、金沢市と友好交流の

ある蘇州市などへも情報発信できないかどう
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か調整に努めてまいりたいと考えておるわけ

でございます。 

 なお、道の駅サンセットパークや福祉セン

ター周辺の活性化につなげられないかという

点につきましても、こうした動きとあわせて

検討してまいりたいと、こう思っております。 

 なおまた、福祉センター本館の民間ホテル

誘致の進捗の状況はどうかというお尋ねでご

ざいますが、現在のところ、関心をお持ちの

企業もありますが、さきに議会にお示しした

ほかに具体的な計画の提示には至っているわ

けではございません。 

 今後は、ほのぼの湯と町福祉センターのあ

り方や、総合公園周辺の全体整備とあわせ検

討が必要であると考えておりますので、都市

計画マスタープラン等を踏まえ、議会の皆様

とご相談させていただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 川口議員のビーチ

ベースボール大会についてのご質問にお答え

をいたします。 

 昨年、内灘海岸で初めて実施されましたビ

ーチベースボール大会は、議員がおっしゃい

ますように内灘砂丘という本町の持つ地の利

を生かした大会であったと思っております。 

 町では、昨年度と同様に開催する方向で関

係企業と協議を行っているところでございま

すが、その事業内容につきましては昨年の第

１回大会を踏まえた協議を重ねているところ

でございます。大会詳細が決まり次第、その

内容をお知らせさせていただきたいと思って

おります。 

 なお、大会の運営方法において、年齢区分

等を加味してはどうかという川口議員からの

ご提案につきましては、そのようなご意見が

あったことを町として申し出したいと考えて

おります。 

 また、少年野球教室の実施ということにつ

きましては、かほく市等での開催状況を調査

いたしましたところ、開催につきましては行

政主体ではなく、少年野球チームによるもの

でございました。 

 なお、こうしたスポーツ教室を行政の立場

で実施いたします際には、特定のスポーツ種

目の競技力の向上等といったそういったこと

を目的とするものではなく、少年スポーツ全

般に通ずるようなスポーツマンマインドの育

成であるとか、あるいは基礎的な体力づくり

など、そういったものに主眼を置いたものに

しなければならないと考えております。 

 したがいまして、今後は文部科学省が実施

をいたしておりますトップアスリート派遣指

導事業というものがございますけれども、こ

ういったものの利用を検討してまいりたい

と、かように考えております。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 川口克則町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 私からは、

川口議員ご質問の県の子育て応援エンゼルネ

ット事業に参加できないかについてお答えい

たします。 

 この事業につきましては、地域における子

育て応援のネットワークを構築し、地域社会

全体で子育てを応援するという目的で、平成

21年９月から県が子育て支援財団に委託し、

既に白山市、金沢市、七尾市の３市の一部地

区でモデル事業として実施しております。 

 地域の保育所や学童保育クラブ、ボランテ

ィアなどで組織し、互いに応援し合い、応援

したときにそのお礼として疑似通貨「エンゼ

ル券」を受け渡しをするものでございます。 

 県では、引き続き平成22年度も同じ地区で

モデル事業を継続する予定で、この検証結果

を踏まえ、県内全体に広げる方針でございま

す。 

 町といたしましては、県が県内全体で実施
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する段階で、町内商店の支援や利便性から、

エンゼル券だけでなくサンセットカードも生

かせないかも含め検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 ３番、川口正己議員、

再質問ございませんか。 

○３番【川口正己君】 ありません。 

○議長【能村憲治君】 ご苦労さまでした。 

○３番【川口正己君】 ありがとうございま

した。 

○議長【能村憲治君】 ９番、清水文雄議員。 

   〔９番 清水文雄君 登壇〕 

○９番【清水文雄君】 会派、社民クラブの

清水でございます。 

 内灘町の１年間の予算を決める重要な議会

でございます。予算についてと子育て支援、

そして恋人の聖地という３点について質問を

させていただきたいというふうに思います。 

 まずは、2010年度の予算案についてでござ

います。 

 政権が交代をいたしまして、地方主権とい

うのが叫ばれております。地方財政全般のあ

り方にかかわる制度改革が、その地方主権の

あり方とともに進められようとしているのが

現在の状況でございまして、さまざまなシス

テムが今行政の中でも変えられようとしてい

るわけでございます。 

 その中で注目すべきは一括交付金と言われ

るものでございまして、地方へこれまでいろ

いろな条件をつけておろしていた交付金、補

助金を地方の判断で使えるようにする、そん

なものが現在、新政権によって考えられてお

ります。まだまだ不透明でございますけれど

も、そういう意味では、この一括交付金が実

施をされますと、地方がすべての国民が保障

されるべき最低限の行政サービスの水準、つ

まりナショナルミニマムといいますけれど

も、それを設定をしていく責任を持つことに

なっていくと、そういうふうにも言われてい

るわけでございまして、したがって、これか

らの時代は本当の意味で町のあり方が問わ

れ、住民自治によって必要な行政サービスの

範囲あるいは水準をみずからがつくっていか

なければならない時代に突入をしたわけでご

ざいます。 

 町の2010年度予算について、そうした時代

に臨み対応していくためにも、重要な自治体

としての自己決定、自己責任を果たすという

町、町長の決意について、何点かに絞って具

体的にお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

 まず、町の雇用対策についてでございます。 

 内灘町は、ご存じのとおり金沢市のベッド

タウンでございまして、全体の全就労者の約

80％が勤労者であるというふうに言われてお

りまして、大変勤労者の多い町でございます。

こうしたことから、国や県もそうであります

けれども、今、緊急的な課題というのは景気

と雇用、特にこの内灘町としての重要課題は

雇用を、そして景気をどうしていくのかと。

それを取り組んで優先をして、町民生活の再

建を図って町民の安全・安心をつくっていく、

そのことが一番重要な政策課題ではないかな

というふうに思うわけでございます。 

 そのことがなぜ大事かといいますと、この

2010年の予算を見ても、町税収入が個人税で

前年から１億1,617万1,000円減収となるとい

うことから見ても、そのことが明らかなので

はないかなというふうに思うわけでございま

す。つまり、町として雇用対策、失業対策、

それを行って、町民の安全・安心、本当の意

味での町民生活の元気、町の活力、そのこと

が景気の回復につながっていくというふうに

思うわけでございます。 

 言葉じりをとらえるわけではありません

が、そうした面では町長が掲げるまちづくり

の基本テーマとして、新年度に向けて健康・

教育・環境・子育て支援・活力ということで

「五つのＫ」というのが挙げられました。本
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当に大変残念でならないんでありますけれど

も、今町民にとって最も重要な、私は「雇用」

が抜けているんではないかなというふうに感

じるわけでございます。 

 同時に、先ほども中川議員のほうから所信

表明についてありました。私は、この場で感

じたことを申し上げたいと思いますけれど

も、その所信表明、提案理由の説明でも、「雇

用」という文字が一言も出てこない。また、

町長の言葉で語られていない。今、勤労者の

町としての最優先課題ともいうべき「雇用」

のＫ、それをぜひともそこへ加えていただき

たい、そんな思いを持って質問をいたします。 

 町長、ぜひとも雇用に対する町長の認識、

考え方をお聞かせいただきたいのと、現在の

そういう町にたくさんの離職者、失業者の方

たちがいらっしゃいます。それに対する町と

しての具体的な対策、考え方をまずはお聞き

をいたしたいというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの清水議

員のまずは雇用に関する質問にお答えいたし

ます。 

 おっしゃいますとおり、５Ｋの中には「雇

用」ということがありません。５Ｋの中で言

いますと、「雇用」というのは最後の「活力」

の中の一環だというふうに認識しておりま

す。 

 今、町の社会保険から国民健康保険への移

行、逆に国民健康保険から社会保険への移行、

あるいは税滞納者の滞納理由、さらには町の

嘱託への応募状況などから、町民の就業状況

はここへ来て急激に悪化しているものと認識

いたしております。 

 また、ハローワーク津幡でも有効求人倍率

が一向に改善せず、新しい職業を目指すため

の職業訓練を受けるという人もかなり増加し

ているということのようです。 

 町としましては、雇用対策、失業対策とし

ては、現在、平成21年度から23年度までの県

の基金を有効に活用し緊急雇用対策を実施し

おりますが、このような雇用・失業状況を見

ますと、雇用機会を創出するというふうにし

ていかなければ町、町民とも元気を失うこと

になり、今、町として真剣に雇用対策に取り

組んでいかなければならないと考えておりま

す。 

 具体的には、直接雇用のための事業創出、

失業者への相談体制の強化、雇用創出が期待

される企業誘致やＮＰＯ設立支援などを考え

ていきたいと、こんなふうに思っているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○９番【清水文雄君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 副町長から答弁がご

ざいましたけれども、ぜひとも町長の言葉で

町長の考えをお聞きしたかったわけでござい

ます。 

 ２つ目の質問に移らさせていただきます。 

 今ほど蓑副町長のほうから、活力が雇用に

つながるという答弁ございました。そういう

意味では、町としてもそういう認識を持って

いらっしゃるということでございますけれど

も、町のそういう町長の所信表明等の中でも

触れられなかった雇用というものに対する認

識のあり方について、なぜそうなのか、働く

人たちへの政策が不十分になっているのか、

私なりに考えさせていただきました。 

 その原因は、町の雇用状況を職安とか、あ

るいは県の労働局などにその情報を頼ってい

る、そのことがその原因の一つにあるのでは

ないかなというふうに思うわけでございま

す。町として町内の働く人たちの状況がつか

めていない、失業者の実態や具体的数値など

がきちっとつかめていないから、そんなふう

な町施策の中に重要な取り組み、基本の中に

なかなか入っていかないのではないかな。こ
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れは町としての、ほかの町でもそうだという

ふうに思うんですけれども、そういうことが

原因の一つにあるんではないかな。 

 現在、都市整備部産業振興課で、その部署

で働く人たちの施策というのが行われている

わけでございますけれども、実際に雇用問題

を解決する手段として地域に密着した、内灘

町は勤労者の町でございますからそういう特

性を生かした取り組みを進めていくために

も、労働担当窓口というのをきちっとやっぱ

り私は設けるべきではないかなと。 

 町の庁内の電話一覧ございますね。どこど

こに担当がだれだれだというふうに書いてあ

る一覧あるわけでございますけれども、そこ

に労働とか働く人たちとか、そんな部署がな

いんですね。そういう意味ではやっぱりきち

っと労働なら労働担当窓口というものを設け

るべきではないかなというふうに思います。 

 そして、そこで地域の人々の本当の願いを

吸い上げて、それを実現するために、文字ど

おり分権時代にふさわしい内灘町の特性を生

かした町にふさわしい町となるためにも、雇

用、労働行政の充実を図って、その中で事業

所の調査、町内のあるいは失業者、あるいは

失業者意識、フリーターの意識とか高齢者の

働くことの意識とか、働く女性の意識とか、

そういうものをつかんで町の政策に反映して

いくべきではないかなというふうに思います

けれども、町としていかがお考えなのか、お

尋ねをいたします。 

○議長【能村憲治君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの清水議

員のご指摘のとおり、町としましては本当の

意味で労働行政ということでの取り組みはお

くれていることは事実です。これは内灘町に

限らず、一般的な自治体、地方自治体には同

じような傾向があると思います。 

 今おっしゃいましたように、内灘町はサラ

リーマンが多い町でもありますので、これに

つきましては今後真剣に考えていかなければ

いけないというふうに思っています。 

 特に、内灘町は団塊の世代の人口が非常に

多いというそういうような町でありますの

で、他の町に比べて違った意味での独自の施

策が求められているというふうに思います。 

 まずは実態調査というのが重要ではないか

というふうなご指摘でございますので、具体

的にどこまでのものが調査で浮き彫りにでき

るかというのはわかりませんが、調査方法を

検討いたしまして、その結果に基づいて今後

の雇用・失業者対策を組み立てていきたいと

いうふうに考えます。 

 以上です。 

○９番【清水文雄君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 もう１点、雇用関係

についてお伺いいたします。 

 これは予算との関係もあるんですけれど

も、もちろん新年度予算で雇用対策事業が幾

つか充てられています。私が予算書から抜き

出して計算いたしましたけれども、緊急雇用

創出事業あるいはふるさと雇用再生の補助金

で10事業、町として26人を半年から１年雇用

していくことになっています。 

 しかし、これは国や県、とりわけ県は雇用

対策が県政の緊急課題ということで、谷本知

事のもとに09年度からのすべての事業を継続

をして、額的にも10年度はプラスになってい

るわけでございます。したがって、これらの

町事業の財源はすべてが県、国からの補助金、

交付金となっているわけでございまして、つ

まり町として新しい独自の雇用対策、失業対

策の事業がないのであります。 

 私はここが問題なのではないかなと。財政

的には厳しいということでございますけれど

も、それはわかるんですけれども、見逃せな

いのが、逆に町独自のこれまでやっていた事

業として、町が中高年齢者職業訓練奨励交付

金、離職された人が職業訓練のために行かれ
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るということで、これは町単独でそれに対す

る補助金を出しているわけでございますけれ

ども、それが前年150万円だったのが130万円

になっておりまして、20万円減額されており

ます。なぜこの時代に減額しなければならな

いんでしょうか。 

 今、失業されている方は、失業保険やつな

ぎの就業ということで何とか生計を今は立て

ているけれども、いつになったら安定した仕

事につけるのかということで、そんな不安を

抱いている方がたくさんいらっしゃるわけで

ございます。そんな不安を身近な行政が町と

してしっかりと受けとめて、対策を講じてい

くことが大事なんではないかなというふうに

思うわけでございます。 

 中高年齢者職業訓練奨励金、聞くところに

よりますと、これは対象年齢が45歳以上だっ

たものを、昨年、21年度に年齢を引き下げて

30歳にしたら申請の件数も11件から29件にふ

えたということでございます。新たな雇用分

野も福祉関係、とりわけ介護関係とかそうい

うところで新たなものが出てきているわけで

ございまして、若い人たちもそうした分野へ

の就業の希望というのが聞かれるわけでござ

います。 

 こうしたことからも、町がやっている唯一

といいますか、町が単独でやっているわけで

ございますから、やっている事業のこの奨励

金を、上の中高年齢者というものをとって年

齢制限を外して、本当に困っている人たちに

利用してもらえるような内容の充実を図るべ

きではないかなというふうに思うわけでござ

います。 

 エコエネルギーシステム設置補助金、あち

こちというわけでございませんけれども、前

年140万円から429万円の増額の569万円、これ

もいいですけれども、今の景気状況の中でこ

うした設備を設置したくてもできない、それ

よりもほかにお金を回さなければならないと

いう人たちも、町民、住民がたくさん多くい

らっしゃることも忘れてはならないというふ

うに思います。 

 そういう観点に立って、奨励金の取り扱い、

あるいは今後国からのそういう補助金や交付

金がおりてくるから町で雇用やそういうもの

を割り当ててつくるというものではなくて、

知恵を出して町として独自の雇用機会の、働

く人たちの不安を取り除く、そういう政策を

ぜひともお願いをしたいというふうに考える

わけですが、町としての姿勢といいますか考

えをお聞かせをいただきたいというふうに思

います。 

○議長【能村憲治君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの質問に

お答えをいたします。 

 確かに今までは国や県の雇用対策の基金等

を活用した雇用に努めてまいりました。これ

も新たな雇用であることには間違いがないと

思います。そういう基金がありますので、で

きるだけ基金を多く活用しようというふうな

ことで一生懸命私たちの仕事の中で雇用を生

むものを探して出したのが、先ほど議員のお

っしゃいましたような件数と人数というふう

になっております。 

 今後は、町独自で雇用というふうなことで

新たな事業を起こすという考え方はありませ

んでした。事業があって、そこに人が必要で

あれば雇用を伴う。むしろ事業主体に町は施

策を考えておりました。 

 今のような雇用の厳しい状況の中では、議

員おっしゃるように雇用というものを考えた

事業を考え出すという、創出するという、そ

ういう方も必要ではないかというふうな思い

をいたしておるところであります。 

 町といたしましても、少しでも雇用者を多

くしようということで、嘱託の事務の補助員

とか、あるいは児童厚生員などは町の在住者

に限って募集を行っております。また、教育

委員会とか、あるいは町の公共施設等管理公
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社、社会福祉協議会でも新年度に少しずつの

増員を一応考えております。 

 一方で、今年度のことだけで申しますと、

夕陽ケ丘苑では増床に伴って正規職員が18名

とパート２名を新たに雇用しております。 

 こんなことで町の関係する機関にも呼びか

けて、できるだけ雇用の増加に努めてまいり

たいというふうに考えます。 

 先ほどご指摘の中高年齢者職業訓練奨励金

でありますが、おっしゃったとおり本年度よ

り45歳から30歳に下げましたところ、実際に

は30歳から45歳まで、今日まで申請をされた

方が16名、45歳以上が13名ということですか

ら、年齢を下げた成果はあったと、効果はあ

ったというふうに考えております。 

 さらに、若年のほうでもこれをやったらど

うかというふうなことでございますが、確か

に昨今の町の職員の採用試験であるとか、嘱

託の採用試験の中では、まだ未就業というか、

学校を卒業する予定者の方々がかなり応募を

してこられます。そんなことから、どういう

ような職業訓練がそういう人たちのニーズな

のかということも含めて考えて、実際にそう

いうものが必要であれば、今の奨励金とは別

個の何か奨励するような仕組みを考えること

が必要でないかというふうなことを実際には

感じているところでございます。 

 一応そんなところで、20歳代のそういう職

業訓練の応募者も国のほうの関係していると

ころでは少ないというふうには聞いておりま

すが、一方で町の中の企業の中で、就業しな

がら資格を取るというようなことについての

給料を出すという制度もありますので、そん

なことを含めて町の中の企業に働きかけて、

できるだけ雇用を生むようなことを考えてい

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○９番【清水文雄君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 この項目最後なんで

すけれども、今ほど副町長から答弁ございま

した。ぜひとも雇用対策に力を入れていただ

きたいというふうに思います。 

 予算について最後なんですけれども、庁舎

内改革についてお伺いいたします。 

 集中改革プランが国によって進められてお

りまして、2011年度で終了する。しかし、気

を緩めることなく、永遠の課題である町民の

ための行財政改革を推進しなければならない

というふうに思うわけでございます。このこ

とについては、前議会、昨年の12月議会でも

質問をさせていただきました。 

 したがって、今回は今年度における庁舎の

維持管理経費について、どのように推移して

いるのかをお尋ねをしたいと思います。 

 これについては、私、2007年３月議会でも

質問をさせていただきまして、その当時でこ

の庁舎の維持管理費が、電気料、エレベータ

ーなどの設備管理費で年間約6,000万円が経

常的に必要ということでございました。以降、

委託管理業務の見直し、あるいは勤務時間外

の消灯など、職員の皆さんのさまざまな努力

によって成果は上がっているものと思うわけ

でございます。 

 そんなことから、新年度の、これはエコと

も関係あるんですけれども、削減目標とその

ための施策について町としてどうしていくの

か、お伺いをしたいと思います。 

 同時に、町長が昨年再選に当たって、公約

に掲げておりました業務のスピード、サービ

スの質、職員のモチベーションの３つのアッ

プと業務のコストダウンとした３アップ１ダ

ウンに向けた具体的な施策についてお伺いを

いたします。 

 もう一点、そうした推進に向けて機構や、

町の庁舎内の機構、今部課制とっていますね。

そういう機構あるいは制度の改革についてど

のように考えているのかをお伺いをいたしま

す。 

○議長【能村憲治君】 蓑外史男副町長。 
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   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの庁舎内

改革についてお答えをいたします。 

 現在、庁舎の維持管理費の推移でございま

すが、水道、燃料などの使用量はほぼ横ばい

であります。電気量についてはここ数年減少

傾向にあります。ちょっと数字をお示しでき

ないので申しわけありません。改めて後日ご

提示したいと思います。 

 これは、電気量につきましては、クールビ

ズによる冷房の抑制、空調運転箇所の見直し、

照明の間引き、昼休み時の執務室の消灯、パ

ソコン等電気製品の待機電源管理など、職員

の意識向上に努めた結果であるというふうに

思っております。 

 新年度に向けた削減目標については、具体

的な数値はまだ設定しておりません。これは

あくまでもエコというふうな考え方で、例え

ば、事業者版環境ＩＳＯの中では10年間で二

酸化炭素の排出量を17％削減であるとか、あ

るいは昨年７月に設定しました内灘町地球温

暖化対策実行計画の中では５年間で８％削減

とかいう目標がありますが、22年度に庁舎内

の維持管理費をどれだけ減らすかというふう

なことについての設定はまだしておりませ

ん。 

 次に、町長の２期目のマニフェストの３ア

ップ１ダウンについてですが、正直なところ

１年たちまして、私の口から申し上げますと、

町長の思いどおりに浸透しているとは言えな

い状況であります。しかし、職員も折に触れ

て３アップ１ダウンを意識して職務に臨んで

おり、少しずつですが成果があらわれており

ます。 

 サービスの質という面では、最近、町民の

ほうから窓口対応が非常にいいという、そう

いうお褒めの言葉をいただくことが多くなっ

てきています。また、ライフ・ケア・オンデ

マンド事業などは町民の潜在ニーズを事業化

するもので、評価できるものと思います。 

 スピードという面では、まだ業務の方法が

どこも変わっておりませんので、とりたてて

成果と言えるものはありません。 

 職員のモチベーションという意味では、22

年度から人事評価制度の改定に手をつけてま

いります。 

 コストダウンについては、まずは町が直接

担っている事業のコストに目を向けて、行政

評価の中でしっかりと位置づけ、各事業別に

徹底したコスト管理を努めていきたいという

ふうに思っております。 

 組織改革につきましては、先ほどの南和彦

議員の質問にもお答えいたしましたが、企業

誘致のための組織のあり方というのが一番重

要な課題の一つであろうというふうに思って

います。そのように、各部署間の横断での課

題をどういうふうに取り組むかと。そういう

意味では、これからは課題別のプロジェクト

を編成して、その中心になる人のリーダーの

権限を明確にするということが非常に重要な

ことかなというふうに思っています。場合に

よっては、一時的に目的を明確にした組織を

立ち上げて、課題の達成に向かって友好な組

織体制を目指していくというふうに考えてい

きたいというふうに思います。 

以上です。 

○９番【清水文雄君】 議長。議長、すいま

せん。 

 今回初めての一般質問の形式なので、まだ

時間、持ち時間18分あるので、もしよろしけ

れば、暫時休憩をしていただきたいなと思う

んですけど、いかがでしょうか。 

 ちょっと待ってください。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 今の答弁に対しての

考え方を言わさせていただいて、あと議長判

断にお任せをいたします。 

 いいですか。 

○議長【能村憲治君】 はい。 

○９番【清水文雄君】 庁舎の維持管理費、
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数値がないということでございます。後でも

よろしいですから、町民全体にわかるように

公表していただきたい。その推移について公

表していただきたい。 

 目標設定がされてないということでござい

ますけれども、エコの観点から見ればそうで

ございますが、やっぱりエコと同時に経費の

削減につなげていくのが、私は当たり前なの

ではないかなというふうに思いますので、庁

舎内エコをやるということでございますけれ

ども、それは大賛成でございます。同時に、

金額設定もして、職員の意識、中にいる人た

ちの意識をやっぱりきちっとやっていくのが

モチベーション、さっき３アップ１ダウン、

いろいろ副町長からございましたけれども、

意識改革につながっていくんだろうというふ

うに思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 よろしいですか。答

弁。 

○９番【清水文雄君】 答弁いただきます。 

○議長【能村憲治君】 答弁、蓑外史男副町

長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 承知しました。し

っかりやっていきます。 

 以上です。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【能村憲治君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午前11時54分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【能村憲治君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 清水文雄議員。 

   〔９番 清水文雄君 登壇〕 

○９番【清水文雄君】 午前中で途切れまし

て、予算にかかわる部分について午前中質問

をさせていただいたんですか、一問一答なか

なかなれてないということもありまして、雇

用対策について、ぜひとも一番最初の町長の

思いなり考えを町長の言葉で語っていただき

たいんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの清水議員

のご質問でありますが、今の知事選挙の中で

も多くの候補者が言っているように、景気と

雇用というのは最重点課題ということで取り

上げられているわけでありまして、我々もそ

んな意味では重要だというふうに考えている

わけでありますが、ご指摘のように町として

それだけ重要視してないかのかというふうに

言われると、そんな感がぬぐえないというそ

んな状況について率直におわびを申し上げた

いなと、こんなふうに思っているわけであり

ます。 

 先ほど蓑副町長からもお話ありましたよう

に、今後の雇用対策について、それを含めて

真剣に取り組んでまいりたいなと、こう思っ

ているわけでございます。 

 直接雇用のための事業の創出、さらには失

業者への相談体制の強化、そして雇用創出が

期待できる企業誘致やＮＰＯ設立支援などを

具体的に取り組んでまいりたいなとこう思っ

ていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから、先ほど庁舎の問題で、恒常的維

持管理費用について、副町長のほうから今の

ところデータがないというお話でありました

が、早速調べましてデータが出てまいりまし

て、平成18年度には5,570万円、19年度は5,440

万円、20年につきましては5,020万円と年々減

少しているわけでございまして、今後とも維
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持管理の縮減に向けて一層強固に取り組んで

まいりたいとこういうことでありましたの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○９番【清水文雄君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 ありがとうございま

す。 

 雇用対策については景気と一緒に、景気、

雇用で最重点課題に据えて、町政の運営をお

願いをしたいというふうに思います。 

 管理費、庁舎の管理費についても年々下が

っておるということで、こういうものを明ら

かにしながら、職員の意識改革も含めて、目

標設定も含めてお願いをしたいというふうに

思います。 

 そういうことで、続いて大きな２つ目の質

問に入らせていただきます。子育て支援助成

制度についてでございます。 

 町長、子育て支援ナンバーワンの町を目指

して、子育て支援策としてさまざまな施策が

展開をされています。ファミリーサポートセ

ンター事業は、保育施設の保育開始時前、ま

たは急な残業などによる保育終了後の子供の

預かり、あるいは保育施設までの送迎、放課

後児童クラブ終了後の子供の預かりなどが、

１時間700円、土日祝日、これは平日も含めて

19時から22時までなんですが、これは800円で

すけれども、昨年９月から実施がされており

ます。利用者も今年度現在で81人と増加をし

ているということで、育児の相互援助活動と

して定着をして増加の傾向にあるのではない

かなというふうに思います。 

 加えて、３月１日には、町に県内で最初の

病児保育室「すまいる」が金沢医科大学病院

との連携によってスタートをしました。利用

料は１日2,000円となっております。この「す

まいる」、病児保育の事業は、総運営費が年

間約2,000万円かかるということを聞いてお

りますけれども、医科大学病院の負担、持ち

出しも多く、国、県、町が３分の１ずつ負担

をして金沢医科大学病院へ運営補助費として

年間1,221万円を助成をしていくということ

になっていると伺っております。 

 既に３月２日から利用される方もいらっし

ゃいまして、子育て支援ナンバーワンの町と

して大変充実した施策が展開をされているわ

けでございます。若い人たちが安全・安心し

て子育てができる施設とシステムをつくり、

町外の人が内灘町に住みたくなる、そんなま

ちづくりを進めなければならない、そんなふ

うに考えるわけでございます。 

 こうした立場から、ファミリーサポートセ

ンターや保育所での一時保育、そして今新し

くできました病児保育室「すまいる」など、

子育て支援にかかわるこれらの利用者に対し

て助成する内灘子育てサービス券──これは

仮称なんですけれども──を発行して助成制

度を設立する考えがないのか、お伺いをいた

します。 

 ちなみに、金沢市では２歳児までが利用で

きる制度として子育てサービス券というのが

あります。産後ママヘルパーの派遣、金沢市

ファミリーサポートセンター、あるいは保育

所の一時預かりの利用料をそういうサービス

券を使って助成をしている状況です。申請す

る子供１人当たりに金沢市は何と３万円相当

のサービス券を支給をしているということで

ございます。 

 金額は別にして、利用者への補助制度とい

う意味で重要と考えるわけでございますけれ

ども、町の考えをお伺いをいたします。 

○議長【能村憲治君】 川口克則町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 私から、清

水議員の子育て支援の補助制度についてお答

えいたします。 

 内灘町ファミリーサポートセンターにつき

ましては、平成20年９月に開設以来、現在ま
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でに子育てを支援してほしい依頼会員が91

人、子育てを支援したい提供会員が68人登録

しております。平成21年度の利用件数につき

ましては、先ほど清水議員おっしゃいました

とおり、２月末現在で81件で、利用内容は出

産後の兄弟姉妹の預かりや保護者の外出時の

預かりが多くを占めております。 

 在宅で育児をしている保護者や近くに祖父

母のいない保護者には大変喜ばれているの

で、今後も多くの人に利用していただきたい

と考えております。 

 また、３月１日に金沢医科大学病院でスタ

ートしました病児保育室「すまいる」につき

ましては、３月８日現在で14件のご利用がご

ざいました。お子様が急病などで自宅で看護

をしなければならないが、お仕事を休めない

保護者にとりましては安心できる施設で、子

育て支援施策の最たるものでございます。仕

事と育児を両立させる保護者には、ますます

子育てしやすくなったのではないかと推察し

ておるところでございます。 

 一方国では、平成22年度に子ども手当の創

設を行い、子育て家庭にとっては子供を育て

る上で大きな支えになると思っております。 

 議員ご提案の、金沢市で行っております子

育てサービス券のような仕組みで、ファミリ

ーサポートセンターや病児保育などの利用料

金の助成ができないかについてでございます

が、今後、国の子育て支援施策がどのように

変化していくのか、その方向性を見きわめな

がら、また町の子育て支援施策の見直しも含

め検討してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○９番【清水文雄君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 ９番、清水議員。 

○９番【清水文雄君】 子育て支援について

は、冒頭申しましたように内灘町に住みたく

なる、そんなことも含めて今現在力を入れて

おるところでございますけれども、より一層

さまざまなサービスの提供、制度を導入をし

て、国も子育て支援、力を入れるという現在

の政権でございますので、国をまたずして町

が一歩も二歩も前に出るような、そんなこと

を期待をしていきたいというふうに思いま

す。 

 次の質問ですけれども、恋人の聖地につい

てです。 

 昨年２月25日、内灘町はLOVE&BEACH／サン

セットブリッジ内灘として恋人の聖地に選定

され、４月１日に認証されたわけでございま

す。「大切な人と大切なときを共感する町」

をコンセプトに、内灘町を恋人たちが訪れ、

楽しめる町にするということを目指している

ということでございます。 

 そして、恋人の定義というのを若いカップ

ルだけではなくて、夫婦や親子あるいはペッ

ト、飼い主など広い意味での恋しい人という

考えに基づいて、多くの人たちにとって魅力

ある町になるためのプロモーション活動を行

うということでございます。 

 先ほど町長からもございましたけれども、

北陸新幹線開業が2015年に迫るという中で、

この恋人の聖地を全国に発信をして町の活性

化に向け、町民参加によって恋人の聖地ナン

バーワンを目指して活動を展開するべきだと

いうふうに思います。 

 現在、北陸新幹線開業に向けて各自治体は

特産物あるいは特産品、観光地、名所の整備、

それとその発信をして、各自治体の特色を出

していくということが行われております。そ

ういう意味では、まさに自治体が競争、切磋

琢磨しながらそういう活動を展開していると

ころでございます。 

 当町の恋人の聖地見てみますと、その母体

となるＮＰＯ法人の立ち上げがおくれている

という状況でございます。当初はすぐにも立

ち上げて全国に発信するんだという意気込み

でございましたけれども、なかなかそれが目

に見えない、進んでいないように見えるわけ

でございまして、一体その母体というのがど
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うなっていくのか。そんな中で、今年度の予

算の中で、町が主体になって予算をつけてい

るように見えるわけでございます。連携をし

ていかないとちぐはぐな格好になるのではな

いかと、非常に心配をしています。 

 恋人の聖地事業の現状と今後の展開のあり

方について、町の考えをお伺いをいたします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の恋人の

聖地に対するこれまでの取り組みの経緯や今

後の方針ついて述べさせていただきたいと思

います。 

 今ほど清水議員おっしゃったように、昨年

４月１日に内灘海岸と内灘大橋の一帯が、

LOVE&BEACH／サンセットブリッジ内灘として

恋人の聖地に選定されて以来、テレビや新聞

等で内灘町が紹介される際やイベントを実施

するとき、あるいは恋人の聖地という冠言葉

が多くつくようになっているわけでありまし

て、改めて知名度が高くなったかなと、こん

なふうに思っているわけであります。私自身

も各種集会で紹介されたときに、みずからが

「恋人の聖地の町、内灘町長の八十出です」

というふうにしながら、恋人の聖地を宣伝し

てまいっているところでございます。 

 また、北陸朝日放送企画のふるさとＣＭ大

賞では、恋人の聖地キャンペーンガールが出

演する町制作のコマーシャルが３位となりま

して、年間80本の予定で現在放送されおりま

して、こちらも大きなＰＲになっているわけ

でございます。 

 恋人の聖地の活動につきましては、現在、

協働で誇りのもてるまちづくりの観点から、

商工会、観光協会などの各種団体や町民等で

構成するＮＰＯ団体としての組織づくりが進

められておりまして、この４月を目標にＮＰ

ＯうちなだLOVERSを設立する予定となってい

るわけでございます。設立後は、その中でス

ポットづくり、イベントの企画運営、グッズ

商品の開発、情報発信などの活動を大いに進

めていただくことを期待しているところであ

り、町といたしましてはにぎわいを創出する

モニュメントの設置などＮＰＯ活動を支援し

てまいりたいと、こんなふうに思っているわ

けでございます。 

 また、町におきましては恋人の聖地や町の

魅力をより一層ＰＲするために、昨年、放水

路のり面に生えていましたアカシアなどを伐

採し、すっきりとさせました。本年は、この

のり面に美しい花々を植栽しまして、すてき

な景観をつくり出すということを考えている

わけであります。そのためにどのような花が

適しているのか、こんなことを試験的に植栽

をいたしたいと思っているわけであります。

植栽につきましては、ボランティアの参加を

いただく形で取り組んでまいりたいと思って

おります。 

 また、道の駅に太陽光発電装置などを設置

をしながら、町民を初め観光客に環境の町を

ＰＲするとともに、聖地を訪れた人がひとと

きを語らい合う場として利用できるようにあ

ずまやも設置をいたしたところでございま

す。 

 内灘町といたしましては、今後も「恋人の

聖地」の名に恥じることのないように環境整

備などに努め、魅力あるまちづくりをしてま

いりたい。そしてそのことが、先ほど新幹線

に関する質問もございました。それに似合っ

た魅力あるまちづくりにつながるんだと思っ

ているわけでございます。 

 かつて内灘町に粟崎遊園という北陸の宝塚

という遊園地がございました。多くの若者が

そこに集っていらしてまして、特に当時、若

者たちがモダンなファッションであらわれた

ために、モダンボーイ、モダンガールを称し

てモボ、モガという人たちが町を闊歩
か っ ぽ

したと、

こんなお話も言われているわけでございます

が、金沢で着れないファッションを内灘で着

ていたという、今ではあんまり考えられない
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んですが、そんな状況を今度は内灘でつくろ

うというそんな思いを込めて、あらゆる施策

を訴えながら皆さんに訴えていきたいと。 

 そして、内灘町の魅力をうんと広げていき

たいと、こんな思いでありますので、議員に

おかれましても一層のご支援を賜りますよう

にお願いいたしまして、答弁とさせていただ

きます。 

○９番【清水文雄君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 清水議員。 

○９番【清水文雄君】 ぜひとも４月にＮＰ

Ｏを立ち上げるということでございますの

で、町と連携を、町も実際に税金を使ってそ

こへ投資をするわけでございますから、連携

を深めて全国に「恋人の聖地」発信をして、

ナンバーワンと言われるような活動を期待を

して、私の質問を終えさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 ４番、藤井良信議員。 

   〔４番 藤井良信君 登壇〕 

○４番【藤井良信君】 本日、ご参集の傍聴

の皆様方におかれましては、早朝よりまこと

にありがとうございます。 

 議席４番、公明党、藤井良信。 

 平成22年３月第１回内灘町議会定例会にお

きまして、通告に従い町政一般質問を行いま

す。 

 私からは、一括の質問といたします。 

 初めに、１月のハイチ共和国での大地震で

は、心からお見舞いを申し上げたいと思いま

す。その被災状況からは、これまでに死者は

23万人を超え、被災者は300万人、家を失った

人は100万以上と伝えられております。 

 また、この大災害に国連の要請を受けて、

ＰＫＯ法に基づき、施設部隊として陸上自衛

隊及び国際医療チームなど合わせて約1,000

人が日本から派遣されました。 

 ハイチ復興調査団の報告からは、治安は安

定しているものの、被災者はテント生活を余

儀なくされ、２次災害として、二、三カ月後

にやってくる雨期やハリケーンシーズンでの

対策や、結核の感染拡大を防ぐための対策な

ど、必要とされる支援は数多くあると伝えら

れております。 

 現地入りした潘基文国連事務総長は、世界

全体でこの厳しい状況の共有をと訴えられま

したが、国連を中心とする各国総出の長期的

な人道競争が今求められていると感じられま

す。 

 さて、私の最初の質問は、介護分野におけ

る町の福祉施策の推進からお伺いします。 

 かつて政治の世界で福祉が語られることの

なかった時代、45年前、公明党結党により、

福祉施策が政治の場に持ち込まれました。

人々は驚き、国会の場で福祉が議論されるの

かと。そして今2010年、公明党は山口那津男

新体制のもと、「人道の先進国」としての新

ビジョン「福祉・教育・平和」の３つの旗印

を掲げて、新たに「人道」の理念が持ち込ま

れたところです。福祉では、地域で支える協

働型福祉社会の構築でございます。 

 本年は、介護保険制度のスタートより10年

目を迎える節目となります。昨年11月より、

公明党議員団チーム3000が一丸となって介護

分野における総点検として、現場からの10万

のアンケート調査を行いました。アンケート

の対象といたしましては、要介護認定者介護

家族、介護従事者、介護事業者、街角アンケ

ート、そして自治体からの５つの視点から調

査、分析を行い、このほどそれらの結果が発

表されました。その結果を踏まえて、きょう

は時間の関係もありますので、一部だけ紹介

もあわせて質問をしたいと思います。 

 まず、全国市町村調査要介護認定のあり方

についてからお伺いします。 

 介護施設利用者や事業者から寄せられた意

見で多かったものとして、「認定審査に時間

がかかる」が６割を超えております。そして、

介護保険申請から認定までの時間が長いた

め、早急にサービス利用をしたい方が困って
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いるとの現状があります。 

 ここで、本町では調査認定までにどのくら

いの時間がかかっているのか。また、時間短

縮のためにどのような手当てが講じられてい

るか、この点からは町の現状はどうでしょう

か、お伺いします。 

 また、法の精神からは、申請申し込みの時

点からサービスが受けられることになってい

ますが、町では何日後からサービスを受ける

こととなりますか。現状をお示しください。 

 加えて、ケアマネジャーによる聞き取り調

査での仮認定でのサービスの提供については

どのように行われておりますか、お示しくだ

さい。 

 また、介護保険適用までの事務が煩雑で、

時間がかかり過ぎる現状があります。保険手

続など事務を簡素化してすぐに使える制度に

改善すべきであるが、改善に向けた取り組み

についてはどうでしょうか。町の現状からお

示しください。 

 次に、介護サービスの充実という観点から

お伺いします。 

 充実していきたいサービスとして、小規模

多機能型居宅介護と認知症対応型グループホ

ームが４割を超えております。また、特養老

施設も４割近くと迫っており、今後、短期入

所生活介護、訪問介護に力を入れていきたい

と答えた自治体が多くなってきています。 

 特に、地域密着型サービスを充実させ、365

日24時間の在宅のサービスが求められており

ます。 

 ここで、地域で暮らせる環境を拡大するた

めの支援の強化から、これらの取り組みにつ

いて、町での現状と課題はどうでしょうか。 

 また、アンケートからは高齢者が介護を受

けている場所は、７割強が自宅です。住みな

れた我が家で介護を受けたいと願っている高

齢者が多くいます。 

 そして、「介護難民」という言葉が生まれ

るほど、家族を介護するために離職をせざる

を得なかった家族などがおられます。若者が

父親の介護のために働くに働けない相談が私

のもとへも寄せられたことがございます。そ

うした介護家族へのきめ細かい相談業務の実

施についてはどのような対応が行われており

ますか。 

 また、老老介護や高齢者虐待の深刻さが増

してくることが懸念されます。独居高齢者、

高齢者世帯などの介護弱者に対して相談でき

る体制の実施についてはどうでしょうか。 

 加えて、厚生労働省は、2005年、介護にか

かわる者の資格を介護福祉士に一本化する方

向を打ち出しております。今後、高齢化社会

へ向けての介護従事者の育成について、雇用

対策の上からも大切なことと思いますが、町

での方向性はどのように考えていますか、お

示しください。 

 また、この介護保険制度を持続可能にする

上で大切なことは、役割と責任を明確にする

ことであり、サービスの利用者や被保険者の

立場から見たサービス利用の選択や情報開示

などの重視が改革へつながると言われており

ます。そのためには、運営主体である市町村

の保険者機能の強化が急務であるとの有識者

からの声もございます。 

 近い将来は、医療と介護の統合や、後期高

齢者医療と市町村国保の統合なども考えられ

ます。 

 加えて、認知症を予防し、介護予防で元気

な高齢者をつくるための施策として介護予防

の拡充が図られるべきとのことから、包括支

援センターの充実に期待をしているところで

すが、現在、町で実施している予防策の取り

組みと今後の課題についてはどうでしょう

か、お伺いします。 

 次に、内灘町自転車安全利用条例制定の要

望からお伺いします。 

 去年、おととしと、内灘町を発着点とする

ツール・ド・のと400の開催や毎年行われてい

る内灘サイクルロードレースの定着など、人
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と人との交流で自転車の町への町民の関心も

高まってきております。 

 エコ社会への配慮や健康増進などから自転

車利用の普及拡大については、ここで申し上

げるまでもありませんが、一方、都市圏では

自転車事故が急増してきている実態がありま

す。既に先進地域では自転車安全利用条例が

議会で可決され、好評を得ていることが伝え

られております。 

 ここで、茨城県取手市の取り組みでは、自

転車が関係する事故を未然に防止するために

必要な市や関係団体、また自転車利用者や事

業者の責務などを条例で規定しています。そ

して、この条例で規定されている内容からは、

市と関係団体へは自転車の安全な利用に関す

る意識の啓発を、また利用者には法令の遵守

や点検整備、そして事業者へは自転車の安全

な利用、点検について利用者への適切な助言

を行うよう求めております。このほか、自転

車安全利用委員会の設置や利用者に指導や助

言を行う指導員の顕彰なども盛り込まれてい

ます。 

 また今後、電動アシスト自転車の普及や自

転車レンタル事業への取り組みなども考えら

れますが、石川県一の「自転車のまち内灘」

を自負し、声高く自称するためにも、まずは

内灘町自転車安全利用条例が町で制定されま

すことをここで望むところですが、これらの

取り組みについてはどのように考えますか、

お答えください。 

 次に、通学路、ここのポイントが危ないと

の視点から、内灘高校前、千鳥台第２公園横

交差点に押しボタン式信号機の早期設置をと

の要望からお伺いします。 

 まず、日ごろは安全な通学路と安心のまち

づくりに多大なサポートをいただいておりま

すところの地域スクールサポート推進隊、防

犯パトロールの皆様方に、登下校のボランテ

ィア活動におきましては心よりありがとうご

ざいます。この場をおかりいたしまして御礼

申し上げます。 

 さて、この準幹１号線千鳥台第２公園横の

交差点が極めて危険な箇所であることは、推

進隊の皆さんからかねがねお訴えをいただい

ているところです。 

 また、こうした安全の懸念がされているや

さきのことでしたが、この交差点で私が目の

当たりにした事故は２回ございました。下校

途中の小学生が横断歩道上ではねられ、奇跡

的に大事には至りませんでしたが、私の脳裏

にショックな出来事として残っております。

二度目は、交差点内での追い越しから車同士

の接触、横転事故です。いずれも命には別状

はなかったものの、大事の前の小事とのこと

が心配されます。 

 町会からは既に信号機の設置要望が出され

ており、町からは県公安への申請も既に出さ

れていることとして伺っております。 

 県公安の事情は理解いたしますが、準幹１

号線のこの地点が事故多発危険通学路として

町から緊急措置での信号機設置の要請が強く

申し入れされますことをここで望みますが、

この点についてはいかがでしょうか、お答え

ください。 

 また、埼玉県宮代町では、県内初のセンサ

ーつき交通安全電光標識が設置されておりま

す。この標識は、横断歩道を渡る歩行者や自

転車に反応し、電光掲示板に「歩行者注意」

の文字を点滅させ、また赤色灯を回転させる

ことでドライバーに注意を促すものです。こ

の宮代町でも同様に、通学時間帯における交

通量も多く、さらに大型車も通行する危険性

の高い場所で、過去に生徒と車両との接触事

故も報告されております。また、ここでも信

号機設置の見通しがつかなかったため、交通

安全対策として町で設置されております。 

 今ほどからの準幹１号線千鳥台第２公園横

交差点でも同様に、こういったセンサーつき

交通安全電光標識の設置に大きな期待をする

ところですが、町ではどのように考えますか、
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お答えください。 

 次に、だれもが安心して利用できる道路交

通環境の形成をするため、埼玉県高槻市では、

住民と行政が一体となった取り組みとして毎

年交通安全総点検が行われております。校長

先生初めＰＴＡ、学校関係者、警察、教育委

員会の方々、総勢23名が２班に分かれて、地

域の交通標識や路面表示の更新、カーブミラ

ーの更新、街路灯の設置などについて現場で

チェックし、早急な検討が必要な箇所につい

ては皆さんで検討し、安全で快適な道にしよ

うとの取り組みが行われております。 

 本町でも道路交通環境の形成のため、交通

安全推進隊の方々により地域の安全を守って

いただいておりますが、このような組織編成

をすることでの交通安全総点検の取り組みに

ついてはどのように考えられますか、お伺い

します。 

 また、道路環境の形成から関連いたしまし

て、現在、準幹１号線ハマナス地区の桜並木

沿いに、県の事業として防風林の植林事業が

行われております。この道路沿いでは、安全

運転のためのガードレールまたはガードフェ

ンスの未設置箇所が400メートルか500メート

ルぐらいあるかと思いますが、ここでの設置

予定はいかがでしょうか、お答えください。 

 加えて、毎年春の訪れとともに新しい元気

を感じさせてくれる桜並木の形成は、道路環

境整備の上からも大切なことと思います。こ

のほど、県の取り組みとして準幹１号線と内

灘高校との境界に沿って約200メートルに桜

並木の植樹実施計画が進められております。

地域の方々の要望であり、期待をしていると

ころですが、一方、今あるハマナス地区の桜

並木を千鳥台方面へ向かって延長してほしい

との声も聞かれております。 

 石川広域都市圏マスタープランからの魅力

ある都市空間づくりとの観点から、新しい内

灘の新名所として桜並木形成に向けた計画を

要望したいところですが、県所有の土地でも

あります。これらの点からの取り組みについ

て町ではどのように考えますか、見解をお示

しください。 

 次に、私からは最後の質問となりますが、

中国旅順口区との友好交流から今後の展開に

ついてお伺いします。 

 先月の３日、内灘町と大連旅順口区との間

で友好交流に関する調印が行われました。中

国政府団９名の方々が来庁され、心温まる記

念の日となりました。 

 旅順との地名からは、旅の安全をとの由来

があるとのことです。かつて「人生は旅であ

る」とおっしゃった方がおられましたが、そ

こには庶民の生活の安全を願うという意味が

込められているように感じられます。また、

日露戦争の激戦地で、司馬遼太郎の小説「坂

の上の雲」の舞台の一つになった地でもあり、

かの２０３高地は余りにも有名です。 

 この人口26万人の旅順口区での最近の発展

は目覚ましく、造船と機関車の製造での中国

巨大プロジェクトの２つが集積する予定の地

であると聞いております。 

 今回来庁された人民政府書記の熊博力さん

からは、まず人的交流からきずなを深めたい

とのことでした。 

 町では、この点からはどのような計画をお

考えでしょうか。また、この交流では町での

地域防災や防犯活動、町会、公民館組織など

での自治活動、そして生涯学習などを通した

町の生活環境からの取り組みなど、紹介でき

ることはたくさんあるように思います。 

 遠くは歴史、文化の大恩の国中国、そして

内灘町と旅順口区との友好交流が報恩の歴史

の出発点として強く発信され、長く継続され

ますことを期待いたしますが、持続可能な交

流をとの観点から、今後、この友好交流がど

のように展開されますか、ここでお考えをお

伺いします。 

 また、先日、世界的ジャズトランペット奏

者の大野俊三さんが町庁舎を訪れ、八十出町
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長を表敬されました。 

 大野俊三さんは、1974年、アート・ブレイ

キーの誘いでニューヨークへ渡り、以来36年

世界で活躍をしており、全米での二度のグラ

ミー賞を獲得されています。今回帰省の合間

を縫っての内灘町への訪問でございました

が、町長からは歓迎の意が述べられ、またご

活躍を期待されておれらました。 

 そして、国際世論は核兵器廃絶、平和への

志向が高まってきております。大野俊三さん

の平和への魂の叫びの音色が、内灘から旅順

へ向かって大きく発信されますよう、また町

の芸術、文化活動への理解と推進にさらに力

を入れていただきますよう胸中に願いまし

て、私の一般質問といたします。 

 ご清聴ありがとうございます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 藤井議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 

 私からは、中国旅順口区との友好交流につ

きましてお答えしたいと思います。 

 町では、平成５年に中国呉江市と国際友好

都市の提携をいたしまして、国際交流を深め

てまいったわけでございます。そして、今般

さらなる国際交流として、去る２月３日に、

本町におきまして中国大連市旅順口区と友好

交流関係の協議に関する基本合意書に調印を

させていただいたわけでございます。 

 今回の友好交流に当たりましては、先ほど

議員からもご紹介がありましたとおり、旅順

口区には日露戦争の激戦区でありました２０

３高地がありまして、内灘町はかつて全国基

地闘争の先駆けとなる内灘闘争の舞台である

ことから、ともに世界の平和を願う都市であ

ること。また、大連大学附属病院と金沢医科

大学との交流が既に進められておりまして、

ともに学園都市を目指す都市であること。さ

らに、旅順口区と内灘町がともに水辺空間の

あふれた都市であるという、地理的環境など

数多い共通点が友好交流のきっかけとなった

わけでございます。 

 今後は、今回調印いたしました基本合意書

に基づきまして、相互理解を深めていきます

とともに、人的交流や経済交流などについて

も推進をいたしまして、各種団体や民間組織

などの相互訪問を積極的に支持していきたい

と考えているわけでございます。 

 なお、人的交流の計画につきましては、本

年度（平成22年度）の予算に本町から旅順口

区への代表団派遣に要する経費を計上させて

いただいておりますが、実は先ほど旅順口区

のほうから、５月25日から31日までの間にア

カシア祭りがあるということでありますか

ら、ぜひおいでくださいというそんなホット

なメールが入ったところでありますので、お

知らせをしておきたいと思います。 

 その訪問の際には、より具体的な内容を協

議させていただきまして、検討してまいりた

いと思っているわけでございますので、藤井

議員の一層のご支援もお願いしたいと思いま

す。 

 私からは以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 私から、自転車

安全利用条例導入の要望、そして千鳥台第２

公園交差点の信号機設置の２点についてお答

えさせていただきます。 

 最初に、自転車安全利用条例導入の要望に

ついてお答えいたします。 

 「自転車のまち内灘」を標榜発信する本町

では、町民の皆様により安全・安心な自転車

の利用を促進していくことに努めておりま

す。 

 現在、本町では自転車の安全利用にかかわ

る事業といたしまして、津幡警察署、内灘交

番所、そして内灘町防犯と交通安全推進隊の

皆様による街頭指導を実施をしております。

そして、小学校４年生においては、毎年、自
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転車交通安全教室を実施をしております。内

灘高校の生徒への自転車通学安全指導も実施

をしているところでございます。 

 また、昨年７月からは、児童用自転車ヘル

メットの購入助成事業を実施いたしまして、

安全意識の高揚に努めているところでござい

ます。 

 加えて、本町には内灘町自転車等の駐車対

策及び放置防止に関する条例を制定いたしま

して、自転車利用者の駐車マナーの啓発にも

努めているところでございます。 

 このようなことから、自転車安全利用の条

例導入につきましては自転車の利用者に対す

る安全施策や関係団体の取り組みなど現状と

課題を見きわめ、今後研究をさせていただき

たいと存じます。 

 次に、千鳥台第２公園横交差点の信号機の

設置についてお答えをいたします。 

 最初に、千鳥台地区の防犯自警パトロール

隊を初め町内各地域において児童生徒の安全

見守りボランティア活動に対しまして、この

場をかりまして改めてお礼を申し上げます。 

 ご指摘の箇所につきましては、ご案内のと

おり、千鳥台町会から信号機の設置要望が提

出をされておりまして、町はその必要性を認

め、石川県津幡警察署に信号機の設置を要望

しております。 

 町の信号機設置要望の仕組みについてもご

承知いただいているかと思いますけれども、

町ではこうした信号機設置要望を平成21年度

には17カ所要望いたしております。 

 町が要望書を提出する際に、優先順位をつ

けることは困難であるということをご理解を

いただきたいと思います。他の要望箇所とと

もに、引き続き津幡警察署及び石川県公安委

員会に信号機の設置要望をしていきたいと、

そう思っております。 

 続きまして、信号機にかわる交通安全設備

としてのセンサーつき交通安全電光標識につ

いてですが、警察と協議をし、効果等につい

て研究してまいりたいと存じます。 

 なお、当該交差点の安全確保を推進するた

め、ドライバーと横断歩行者に対する注意喚

起を図る啓発看板、道路標示については早急

に対処していきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 井上慎一都市建設課

長。 

   〔都市建設課長 井上慎一君 登壇〕 

○都市建設課長【井上慎一君】 私からは、

議員の交通安全総点検の取り組みについてと

準幹１号線のガードレール設置及び桜の植栽

についてお答えいたします。 

 議員ご指摘の交通安全総点検は、だれもが

安心して利用できる交通環境を形成するた

め、地域の人々や道路利用者の主体的な参加

のもと、警察、町会、学校等と連携をとり、

道路交通環境の点検を実施し、交通の安全確

保を目指すものであり、点検時に指摘された

箇所については検討を行い、維持、修繕、改

良等を行っていくものであります。 

 点検実施時期につきましては、交通安全運

動期間を中心に点検区域を定め実施されてお

ります。 

 今後、他の自治体の実施例を参考にし、ま

た毎年、町内各学校において春に学校とＰＴ

Ａの方々により通学路の安全確認点検が実施

されておりますので、これらの関係機関と協

議、検討してまいりたいと思います。 

 次に、準幹１号線のガードレール設置につ

きましては、道路の防護柵設置基準では高低

差が４メーターかつのり勾配が１対１となっ

ております。現状では設置しなければならな

い道路状況ではありませんが、類似道路にお

けるガードレールの設置状況を調査し、ガー

ドレールあるいは類似施設等の設置について

検討してまいりたいと思います。 

 また、桜の植栽についてでありますが、道

路環境整備を図る上で、土地所有者でありま

す石川県と協議し、検討していきたいと思っ
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ております。 

 私からは以上です。 

○議長【能村憲治君】 川口克則町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 私からは、

議員ご質問の介護総点検から福祉施策推進に

ついての中から、小規模多機能施設の整備に

ついてと介護従事者の育成について、介護予

防の取り組みと今後についてにお答えいたし

ます。 

 最初に、小規模多機能施設につきましては、

365日24時間体制で在宅介護サービスを行う

施設で、緊急時にも対応可能であることから、

利用者並びに家族などのニーズを十分考慮し

た質の高いサービスであると認識をしており

ます。 

 しかしながら、運営面におきましては、要

介護者の継続的な利用と365日24時間体制を

維持するための介護職員の確保など安定的な

経営を図っていくための課題も多いことか

ら、他のサービス業種と比較した場合、県内

ではデイサービス事業所の268カ所に対し小

規模多機能施設は21カ所と少なく、内灘町に

おいても現在施設はございません。 

 なお、本町におけます具体的な整備計画に

つきましては、平成23年度策定の第５期介護

保険事業計画の中で検討してまいりたいと考

えております。 

 今後、町民の皆様からのご要望等により早

急に整備が必要という状況になりましたら、

石川県及び関係機関並びに議員の皆様と協議

しながら、計画の前倒しということも検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に、介護従事者の育成についてのご質問

にお答えいたします。 

 議員が言われましたとおり、厚生労働省は

平成17年に介護に携わる者の資格を介護福祉

士に一本化する方向を示しております。 

 介護福祉士の資格の取得につきましては、

通常は厚生労働大臣指定の２年から４年制の

養成施設を卒業する方法と、介護職として実

務経験３年を経て介護福祉士国家試験により

資格を取得する方法があり、平成22年１月現

在で石川県では9,172名の方が介護福祉士の

資格を取得されております。 

 また、平成21年４月より介護保険法に基づ

く介護報酬の対象となる訪問介護員につきま

しては、原則ホームヘルパー２級以上の資格

が必要となっております。 

 本町では、新たな介護従事者を育成する観

点から、本年度、国の福祉・介護人材緊急確

保対策事業を活用した介護講習会を専門学校

と共催で開催をしております。 

 現在50名の方が受講されておりますが、町

民の皆様には、講習会において習得した介護

技術を活用され、在宅での家族介護に役立て

ていただくとともに、さらに職業として介護

に関心を持っていただけるよう働きかけてま

いりたいと思っております。 

 次に、介護予防の取り組みと今後の課題に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 現在、本町におけます介護予防事業の取り

組みといたしましては、要介護者にならない

ための健康教室の開催や虚弱な高齢者のため

の筋力アップ教室など、高齢者個々の身体状

況などに合わせた事業を行っております。特

に、本年度は金沢医科大学と連携し、筋力ア

ップと認知症予防に効果的な日舞体操４ Ｎ

ＯＳＳ５ の普及啓発を積極的に推進するな

ど、介護予防事業の充実に努めているところ

でございます。 

 日舞体操「ＮＯＳＳ」の事業につきまして

は、体験教室や普及教室をこれまで54回開催

し、延べ約1,200人の方が受講されております

が、今後とも自主サークルの普及啓発に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 なお、介護予防事業につきましては、個人

差はあるものの、ある程度の期間と継続的な

運動や活動によって身体的な改善などの効果
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があらわれるものであることから、介護予防

事業への理解と各種教室への参加者拡大など

事業に対する普及啓発が今後の課題であると

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 長丸信也介護福祉課

長。 

   〔介護福祉課長 長丸信也君 登壇〕 

○介護福祉課長【長丸信也君】 私のほうか

ら、藤井議員のご質問の中から要介護認定の

現状と事務の簡素化について、また独居高齢

者、高齢者世帯などの介護弱者に対する相談

体制についてお答えいたします。 

 初めに、要介護認定の申請から認定に至る

までの日数につきましては、内灘町と全国平

均との現状について申し上げます。 

 本町においては、申請から認定までに平均

24日間を要しておりますが、全国平均の38日

間よりも14日間短い期間の中で行っておりま

す。 

 これは、迅速な介護サービスを提供するた

めに、初期相談から実際のサービス提供まで

を地域包括支援センターの地区担当保健師が

ワンストップ体制で行い、日数の短縮に努め

ているところでございます。 

 また、認定前に介護サービスの提供を受け

るいわゆる暫定サービスにつきましては、本

年度は６件の利用実績があり、早急にサービ

スが必要な方に対しましては担当の保健師が

迅速かつ適正な対応に努めているところでご

ざいます。 

 なお、事務が煩雑で介護保険適用までに時

間がかかり過ぎるのではないかというご指摘

につきましては、認定調査から主治医の意見

書作成、さらに介護認定審査会での審査判定

など、申請から認定までにはある程度時間を

費やすことにつきましてはご理解をお願いい

たします。 

 次に、独居の高齢者、高齢者世帯など、い

わゆる介護弱者に対する相談体制についての

ご質問にお答えします。 

 要介護者やそのご家族などへの相談体制に

つきましては、ケアプランを作成しておりま

す担当のケアマネジャーが毎月１回以上個別

に訪問し対応しております。また、介護認定

を受けておられない高齢者の皆様からのご相

談につきましては、随時、地域包括支援セン

ターの保健師や主任ケアマネジャーが対応す

るなど、問題解決のためのさまざまな支援を

行っております。 

 次に、高齢者の虐待に関する相談につきま

しては、地域包括支援センターの社会福祉士

が中心となって、高齢者本人またはご家族の

相談のほか、虐待に至らない日ごろの悩み事

につきましても相談を受けております。 

 なお、高齢者に対する虐待防止と虐待を受

けた高齢者の保護につきましては、地域医師

会及び福祉関係団体並びに行政機関など関係

機関とのネットワーク化による早期発見、早

期対応が重要であることから、今後とも地域

包括支援センターを拠点として関係機関との

連携強化に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 先ほどの藤井議員

に対する答弁の中で訂正をお願いしたいと思

いますが、本町から旅順口区への代表団派遣

に関する経費の問題で、「本年度予算に」と

いうふうに述べましたけれども、実は「平成

22年度予算に」ということでありますので、

よろしく訂正のほどお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 藤井良信議員、答弁

が終わりました。再質問ございますか。 

○４番【藤井良信君】 再質問。 

○議長【能村憲治君】 再質問ございますか。 

○４番【藤井良信君】 失礼します。 

○議長【能村憲治君】 藤井良信議員。 

○４番【藤井良信君】 ただいま適切な答弁

をいただきましてありがとうございます。 
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 １点だけ、これどうにもならんと思うんで

すが、信号機設置ということで、今17カ所が

町から設置要望があるということで、甲乙、

優劣つけがたいと。行政の立場から言えば、

平等性ということから言えば、どれが先とい

うことでもないと思うんですが、それは順番、

先からということになるんでしょうけれど

も。 

 ただ、そういうふうな物の考え方というの

は、じゃ、待っているだけですよね、行政と

いたしましては。こういう何か自動的な、あ

とは何も返事待ちよみたいなことで言ってい

ただきますと、こちらはとても寂しい感じが

するんですけれども、ある程度平等性という

ことにこだわるならば、17カ所あれば全部交

通事情が違うわけですよ。どこに危険性があ

るのか。ここはもうちょっとまだいいかなと

か。そういった現状調査というのが、やっぱ

り当然町の交通安全協議会の中で、現場調査

の中でしっかり検討していただいて、やっぱ

り町としても何か手を汚して、信号機、電光

サインでもいいし、町の気持ちをこうやって

表現するということも一つは個性の発揮とい

うことで、町のやる気が見えるかなという気

がするわけなんですけれども、そこまではち

ょっと考えられないのかなと思うんですが、

この辺ちょっと何かご返答を。町長、何かお

願いします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 藤井議員の再質問

ということでありますが、今ほども申されま

した信号の順位の話なんですが、答弁したと

おり、我々は各地区から上げてこられたもの

に対して、Ａ地区はだめで、Ｂ地区が優先よ

ということはなかなか言えないということで

ありますし、総合的に公安当局が判断すると

いうことで思っていますので、ご理解のほど

を。それ以上答えることができないというこ

とにつきましてご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 藤井議員、よろしい

ですか。 

○４番【藤井良信君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 12番、八田外茂男議

員。 

   〔12番 八田外茂男君 登壇〕 

○12番【八田外茂男君】 それでは、12番、

八田外茂男。 

 ただいまから平成22年第１回定例会におき

まして、町政への一般質問をさせていただき

ます。 

 今回の質問は、北部土地区画整理組合の今

後についてという項目についてお聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、今議会から議会改革の一つとして一

問一答方式の一般質問を取り入れましたの

で、私は今回、一問一答方式にて質問をさせ

ていただきますので、何しろ初めての経験、

大変行き違いというか思い違いのところもあ

るかなと思いますので、答弁のほうよろしく

お願いいたします。 

 それでは、早速、本題に入りたいと思いま

す。 

 先日、土曜日だったと思いますけど、テレ

ビを見ていますと白帆台のＰＲ番組が放送さ

れておりました。ここで、ここにおいでます

副町長が一生懸命エコタウンとしてのＰＲに

ついてされておりました。町としても一生懸

命白帆台、定住促進に向けて努力をされてお

る。大変喜ばしいことでもありますし、いろ

んな補助金制度もつくり、一生懸命議会と一

体となって販売促進をしている。大変私たち

も努力してやっておるわけですし、また今議

会におきまして新たな助成制度も提案されて

きておるわけでございます。 

 それで、そういう観点も含めて、北部開発

ということに対して質問させていただくわけ

であります。 
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 この北部開発というものに関しまして、議

会としては大変関心が強い。なぜなら、この

内灘町の放水路架橋ができてから、北部開発

というのは町の念願の事業であったというふ

うに私も思っております。また、20年前には

マリンヒルズ計画なるものが策定されまし

て、そのときは多分、町長自身もこの議会の

議員だったと、ちょうどそのころだと思いま

すけれども、町長自身もその辺ではよくご存

じだと思います。 

 議会と町が一体となって北部開発をどうい

うふうに進めるかということを一生懸命議論

し、そして考え、そして放水路架橋を必要と

いうことで放水路架橋、内灘大橋建設に向け

て努力をし、またそれが建設されたという歴

史で、この北部開発が進んでまいりました。 

 今現在の北部土地区画整理組合も、議会及

び町、また地元の地権者の協議により、この

組合施行でやったほうがいいんじゃないか、

そのほうが北部の住宅造成としてはスムーズ

にいくんではないかということで組合施行が

選ばれました。要は、町、議会、地元が三者

一体で取り組んだ結果、そういうふうな成果

で現在の組合が設立されたというふうに私は

理解しております。 

 しかし、設立されたのは平成８年でありま

すが、それから時代の変化もさまざまに変化

しております。組合の事業もいろいろと変化

をしてまいりました。そういう面で、何度か

の事業延長もあり、昨年の20年度末が最終完

成年度でありましたが、保留地処分の関係で

25筆の保留地が残り、どうにも事業を終了す

ることができないということで、当初、組合

の申し入れで１年の延長というのはあったと

思います。しかし、県とかいろんな関係機関

との協議により３年の延長というふうになっ

たというふうに私は記憶しておるわけであり

ますけれども、現在、組合が当初言っていま

した１年がたとうとしております。 

 しかし、現在今のところ、組合からどうす

るのかというお話も全くないような状況では

ないのかなと。議会に対して、いや、現実は

今こういう状況で保留地が、例えばわかって

いる話ですけれども、どうしても保留地が処

分できない。だから、こういうスケジュール

で組合が今閉鎖をできないというか、事業を

終了することができないという報告が正式に

議会のほうにまだやってきてないのではない

か。これはやっぱり最初１年という努力を目

標として上げている組合として、本当にそれ

でよかったのかなというふうに思うわけであ

ります。 

 また、町としては組合の保留地の２筆、そ

れも商業地、でっかい地面です。２億7,000

万円で購入させていただきました。町として

は組合の事業の推進に関しまして最大の努力

はしてきた。それはよくわかります。でも、

今後本当にこの組合事業をどうして、どうい

うふうに結論づけていくのか、町の方向性が

もう一つ見えないのではないか。 

 この北部開発というのは、やっぱり町、議

会が一体となって進めてきた事業であります

し、現実、議会に対して相談をしながら事業

を進めていくというよく言葉を言われますけ

れども、相談がほとんどないのではないのか

な。こういう状況で本当に進むことがいいの

か、ぜひともどのような考えでおるのか、町

の考え方をお聞きしたいと思いますし、今後、

組合に対してどのような指導をしていくの

か、一度お伺いしたいと思います。 

 答弁をお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 八田議員の内

灘北部土地区画整理組合についての質問につ

いてお答えいたします。 

 内灘北部地区土地区画整理事業は、議員の

おっしゃるとおり、平成８年に設立認可を受

け、組合を事業主体として事業に取り組んで

まいりました。そして、平成21年３月に事業
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施行期間を３カ年延長し平成24年３月31日と

しておりますが、一日でも早い完了を目指し、

今鋭意事業実施中であります。 

 事業施行期間を延長した理由としまして、

事業完了の条件の一つとしてあります組合の

所有する保留地処分があります。当時、組合

は大型商業用地２筆を含む25筆の保留地を所

有し処分を進めておりましたが、昨今の社会

情勢の中、販売状況を勘案し事業期間を３カ

年延長したものであります。 

 そのような中でありますが、組合では目標

として１年後の平成21年度末の完了を目指し

保留地処分に努めてまいりました。現在、組

合一般保留地の販売状況は予約済みを含めて

大型商業用地２筆も含み15筆を販売しており

ます。残り10筆となっております。今も処分

完了に向け販売に努めている状況でございま

す。 

 町といたしましても事業の早期完了を望む

ものであり、これまで延期の原因となってお

ります保留地処分について、白帆台独自の定

住促進策の制定や白帆台の魅力をまとめたチ

ラシを制作し掲示、そして不動産業者への配

布等、組合と一体となり販売促進に努めてま

いりました。 

 また、介護福祉施設の保留地への誘致、紹

介など独自に保留地処分に努めてきたわけで

ございますが、何分厳しい社会情勢の中で思

うように販売が進まず、昨年12月21日に開催

された役員会において組合解散までの工程を

協議し、来年度末、平成23年３月末に解散総

会を開催する予定が協議されました。 

 その後、組合解散推進委員会において、解

散時期の目標や保留地処分方法等の協議が行

われ、今月、３月１日に開催された役員会で

は、一日でも早い解散を目指し、年度末では

なく12月に解散総会を開催する工程が示さ

れ、了承されております。 

 この件につきましては、３月定例会の産業

建設常任委員会において報告する予定をいた

しております。 

 町では、これからも組合の早期解散に向け、

でき得る支援をして保留地の販売促進を行

い、早期の解散を目指していきたいと思って

おります。 

○12番【八田外茂男君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 八田外茂男議員。 

○12番【八田外茂男君】 一日も早く解散を

するために努力をするというのはわかりま

す。 

 ただ、この１年間、そんならどんなことを

やってきたのかなというのが疑問に思うわけ

でありますし、この組合を１年間維持するこ

とに当たりどれだけの経費が現実かかるの

か。それはやっぱり明確にしてもらう必要が

あるかなという思いがありますので、人件費、

会議費、通信費、いろいろＰＲ費等があろう

かと思いますけれども、その辺を明確にちょ

っと答弁をしていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 組合の年間維

持管理費でございますが、平成21年度予算で

は、工事費としての道路維持管理費、工事雑

費で1,000万円、会議費として総会、役員会費

等で350万円、事務所費として役員報酬、人件

費、旅費等で752万3,000円、消耗品、通信運

搬費等の需用費で166万円、借上料として複写

機借り上げで31万5,000円、税、保険料、除草

作業員賃金、交際費等の雑費で666万2,000円、

各種協会等の負担金で35万円、保留地処分に

向けての新聞、テレビ等広告料と住宅展の開

催経費で2,370万円でございます。合計といた

しましては5,371万円となるものでございま

す。 

○12番【八田外茂男君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 八田外茂男議員。 

○12番【八田外茂男君】 今年というか平成

21年度で合計5,371万円余りの組合経費がか



 －49－

かっておる。これを一日でも早く当然努力す

るのは当たり前の話であり、もし組合が解散

していた場合、町がその事業を引きずるとい

ったらおかしいですけれども、白帆台の道路

及び公園緑地の管理を町がした場合、今現在

は組合が当然管理されておると思うんですけ

れども、それを町が管理した場合は幾らほど

の予算がかかるというふうに思うんでしょう

か、ちょっとわかりましたら数字をおっしゃ

ってください。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 白帆台地区の

管理費といたしまして、道路維持で380万円、

公園維持で150万円、除草と電気料等の経費で

ございます。合計約530万円相当を予定いたし

ております。 

○12番【八田外茂男君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 八田外茂男議員。 

○12番【八田外茂男君】 今ほど答弁いただ

きました。約530万円の予算であれば、町は白

帆台の維持管理ができるということでありま

す。 

 今現在、組合が組合として存続するだけで

年間5,371万円。町がもしその施設管理をする

場合530万円。この差は明らかに皆さんもおわ

かりだと思います。金額にすると約5,000万円

弱、4,700万円、800万円、約そのぐらいの金

額になると思います。これだけの金額が１年

間、組合を延ばすことによって必要というか、

消えていくお金でございます。 

 現在、組合の中で予備費という形で幾らか

お金があると思います。現在、その金額がど

んだけあるのか、また保留地処分として残っ

ておる地面が何筆あって、それが大体資産と

して幾らを見込んでおるのか、その辺もわか

りましたらちょっと数字をお聞かせくださ

い。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 平成21年度８

月補正後の金額でございますが、予備費とい

う費目で約７億6,900万円ございます。ただ

し、この中には今後解散に必要な経費も含ま

れております。 

 それと、今現在、先ほど言いましたように

保留地として10筆残っております。これの保

留地処分金として予算計上されているのは約

１億2,000万円でございます。この中には、先

ほど言いました予約済みの分は入っておりま

せん。 

 以上でございます。 

○12番【八田外茂男君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 八田外茂男議員。 

○12番【八田外茂男君】 今、答弁をいただ

きましてありがとうございます。 

 これを見れば明らかに、現在いろんな、ま

だ今後とも使う予定があると思いますけれど

も、予備費として７億6,900万円、プラス10

筆の保留地が売れれば、これプラス１億2,000

万円。少なくとも８億8,900万円になる。全部

が売れれば８億8,900万円になる可能性があ

る。 

 その上において、町としてこれだけの、言

い方は悪いですけど、埋蔵金になるのかなら

ないのか。それは組合がどういうふうにして

配分をするのかわかりませんけれども、一日

も早くやっぱりこういうものは整理して、町

と議会が一致して、やっぱりこういう事業を

清算をして、早く次の段階に行くべきじゃな

いのかな。いたずらに時間をかけることによ

って、年間5,000万円余りの金額が消えていく

わけです。２年間置けば１億円消えてしまう

わけです。今現在は、組合はあと２年間の事

業認可をもらっております。でも、このまま

置いていったら、少なくとも保留地処分の１

億2,000万円が組合の経費として消えてしま

うわけです。 

 これがやっぱり皆さんが行財政改革で一生
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懸命血の見る思いをして改革したものが、現

実的にはどうなのかなと。やっぱり町として

の指導力が本当にどうやったのかなと言わざ

るを得ないような気がします。 

 昨年の９月に町が２億7,000万円の商業地

を買いました。これはひとつ、やっぱり北部

区画整理組合が早期に解散するためにもとい

う思いで買ったはずです。それが現実的に何

らそんなに変わらない。それじゃやっぱりい

かんと思いますので、ぜひとも町として、ま

た町長自身はここの組合の副理事長でござい

ます。そういう観点もありまして、どのよう

に本当に一日も早くどういう決意でやるの

か、町長としての答弁をいただきたいと思い

ます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの八田議員

の質問でありますが、組合に対して一日も早

く解散に向けて努力しようというお話につい

ては役員会でも申しているわけでございます

が、先ほどからお話がありますように、この

組合の主体はまさに地権者でありますので、

その地権者の中で決まった保留地処分につい

て、このことが売れない限り解散できないと

いうことが決められた場合には、我々はその

ことを見ていくしかない、そんなふうに思っ

ているわけでありまして、ましてや先ほどか

らも話が出ていますが、厳しい社会環境の中

で、私は今、八田議員、たまたま、まだこれ

くらいしかというふうに言いますけど、25筆

から10筆にいったということだけでも随分私

は皆さん苦労されておられました。 

 だから、そのことで逆に言えば、よくここ

までやったなというくらいの思いがあるわけ

でありまして、そんな意味ではまだまだ方法

としていろんな方法があるわけでございまし

ょうから、今後ともお互い力を合わせて、一

日も早く解散できるようにやっていかないか

んというふうに思っているわけであります。 

 そんな意味では、皆さんとの思いは一緒で

ありまして、何遍も繰り返しますが、この主

体は組合であるということを我々はきちんと

やっぱり押さえた上で、これからもある意味

では指導といいますか、できる限り住公とも

連携をとりながら頑張っていきたいなとこん

なふうに思っていますので、ぜひ議会にもご

協力のほどお願いしたいと思っています。 

 以上です。 

○12番【八田外茂男君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 八田外茂男議員。 

○12番【八田外茂男君】 確かに主体は組合

であり、当然、地権者が運営するのが組合で

あると思います。 

 議会というか町も一つの地権者であり、当

然組合員の一人であります。ただ、そういう

ことを考えましても、町全体の開発をやっぱ

り一日も早く、先ほど南議員が言いましたよ

うに、北部の商業地を誘致するに当たっても、

やっぱり町としては全体的に開発を進めてい

かなきゃいけない。そのときに、白帆台の地

面も含めて開発というか、発展していくため

にも、一日も早く組合の整理というのは確か

な一歩やと思います。 

 決して組合のやっとることがおかしいとか

そういう意味合いではないんです。けれども、

あと10筆、本当に町が真剣になってやって、

例えば町の土地公が、今土地公あるんけ、ち

ょっと忘れましたけれども、先行取得するな

りして組合を清算させたほうが、最終的には

損益で、もしかしたら地主の負担が少しでも

減るんじゃないのかなと、そういうことも考

えられると思います。 

 だから、そういう意味合いにもおいて、今

後とも一日でも早くやっていただきたいし、

できれば何とか暑い時期にまで組合の清算が

終わるように、ぜひとも頑張っていただきた

いと、そういう思いであります。 

 そういう考えがあるか、もう一度再度答弁

もらってもいいんですけれども、前向きな答
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弁をお願いいたしまして、私の質問を終わり

ます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問でご

ざいますが、なるべく暑い時期にということ

でありますが、先般の、今ほど橋本部長から

も答弁がありましたように、３月１日の役員

会の中では12月解散ということを目指して頑

張ろうよと。そのためには、６月までにこの

案件を解決しなかったら難しいよと。こんな

思いで皆さんいるわけでございますから、全

力をかけて頑張っていきたいと思っています

ので、ぜひ議会のほうもご協力をお願いした

いと思います。 

 以上でございます。 

○12番【八田外茂男君】 ありがとうござい

ました。 

○議長【能村憲治君】 10番、水口裕子議員。 

   〔10番 水口裕子君 登壇〕 

○10番【水口裕子君】 一般質問させていた

だきます。 

 私もふなれではございますけれども、議会

改革で一問一答ということが取り入れられま

したので、一問一答で質問させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 ちょっと最初、通告しましたのと順番が違

うかもしれませんが、済みません、よろしく

お願いします。 

 まず、要望を記録し、求めに応じて公開す

る条例の制定についてお尋ねいたします。 

 昨年６月議会で清水議員が「口ききの記録

と公開制度」として取り上げられ、町長の２

期目のマニフェスト、政策の透明性を確保す

るために、要望事項の記録と公開に取り組み

ますという、そういった町長の２期目のマニ

フェストの早期実施を求められましたが、私

から見て余り前向きというふうには思えませ

んでした。 

 町長談話室においては、既に職員が住民か

らの要望を聞く席に同席をして、住民の要望

を記録しております。それでよろしいかと思

います。求めに応じて公開もしていただける

ものと思っております。 

 しかし、議員が町民からの要望を抱えて職

員に向かい合ったときは状況が違います。「違

法性の判断が非常に難しい事案」ということ

も、町長の昨年６月の答弁ではそういう言葉

もありましたけれども、違法性の判断が非常

に難しい事案はもちろん言うまでもないこと

でございますが、ちょっとした要望であって

も、職員が議員に向かって、「ちょっと待っ

てください。記録しますから」と議員に言え

るでしょうか。それからましてや議員に、「こ

の記録は公開の対象になりますから」という

ふうに言えるでしょうか。ちょっとそれぞれ

の皆さんがそれぞれの立場で考えてみていた

だきたいと思います。 

 なぜ記録するのか、どう記録したのかと議

員に聞かれたら職員の皆さんは困られるので

はないでしょうか。だからこそ、議員に遠慮

せずに記録したり、公開したり、複数の職員

で対応できるようにあらかじめ決めておい

て、条例で職員を守る必要があるのではない

かと思うのです。 

 こういうと、議員、私たちがすごく悪いこ

とをしているようなイメージになるかもしれ

ませんけれども、そうではなくて、住民から

の個人的な要望を取り次ぐことは、議員の仕

事として今まで当たり前のことと私たちもし

てきたところがあります。もちろん一般的に

はそういうふうに当たり前のこととされてき

たと思います。 

 住民は自分の個人的な要望を実現してくれ

る議員をよく働くよい議員と思ってきたし、

私もそう思っていました。でも、先日のまち

づくり町民塾、元我孫子市長の福嶋浩彦さん

のお話でも新しい議員のあり方という形を痛

感させられましたけれども、個人的な要望を

直接町へ取り次いでいくのではなく、それを
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全体の問題として昇華できたときに、一般質

問として公の場で取り上げるのが議員の仕事

ではないのかというふうに私は思い至ったわ

けでございます。 

 要望を記録し、求めに応じて公開する条例、

いわゆるこれは口きき防止条例などとも言わ

れておりますが、これは住民の意識を変えて、

他のだれでもない、私たち議員自身を守るも

のでもあると思っております。特定の人や企

業の利益のためには動けない。無理なお願い

は、こういった条例がありますと断ることが

できるようになるのです。 

 個人で頼んでもだめだったが議員に頼めば

オーケーだった。そういうふうなことが議員

の存在意義だったというようなことは、もう

昔の話にしたい。個別の要望は議員に頼まな

くても、正当な要求であるならば、公平公正

に職員さんの場で受けとめられて処理され

る。無理が通れば道理が引っ込むようなこと

も起こらない。そんな対応ができるためのお

守りとして、要望事項を記録し、公開する条

例を制定すべきだと思いますけれども、いか

がお考えでしょうか。 

 マニフェストとして上げてこられた町長の

お考えをお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口さんの要望記

録請求に応じて公開制度をつくれという質問

にお答えしたいと思います。 

 町民の皆さんからご意見、ご要望をいただ

きまして、それを行政に反映し、安心で住み

よい環境を目指すことは、協働のまちづくり

を進める上で極めて大切なことであります。 

 こうしたことから、私は町長に就任以来、

まちづくり町長談話室あるいはタウンミーテ

ィングなどなどを通して広く町民の皆様とお

話ができる環境づくりに努めてまいったわけ

でございまして、そして、ご意見やご要望を

いただきながら、課題や問題点を整理した上

で行政運営に生かしてまいったわけでありま

す。 

 一方、町の職員におきましても、職務遂行

時に職員の皆様や町民の皆さんからいろんな

ご意見やご要望をいただくことがあります

が、法令等を遵守し、誠実かつ公正公平に職

務に取り組み、町民の信頼を得られるように

努めていると思っているわけでございます。 

 また、職場におきましても、朝礼や部内の

会議、研修会などで常日ごろから意識啓発を

しながら、公務員としての自覚を醸成をし、

公務員倫理に対する意識を職員は常に持ち続

けていると私は思っているわけでございま

す。 

 また、公正な職務の遂行を損なうことにな

るおそれのある行為があった場合は、以前に

も条例として築いてきました内灘町長等及び

職員の倫理条例に基づきまして、報告義務や

必要な措置を適切に対処することとすると、

こんなふうにしてきたわけでございます。 

 このことから、議員が言われております要

望を記録し、請求に応じて公開する制度につ

きましては、今後できる限り要望される方か

ら要望書の提出をお願いしたいと。そのこと

と同時に、文書管理規程にあります電話口頭

記録用紙作成の徹底化を図りたいと、こんな

ふうに思っているわけでございます。ぜひそ

のことでも議会内での議論をお願いしたいな

と、こんなふうに思っています。 

 なお、その記録の公開につきましては、内

灘町情報公開条例に基づきまして行っていき

たいと考えておりますので、ぜひご理解をい

ただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 10番、水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 答弁ありがとうござ

います。 

 ただ１点、清水議員のときにもおっしゃい

ましたけれども、町長等及び職員の倫理条例
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に基づいてというふうなお話でしたけれど

も、その条例にはこういうふうに書いてあり

ます。 

 「町長等及び職員は、違法又は公正な職務

の遂行を損なうこととなる行為を求める要求

があったときは、これを拒否しなければなら

ない。職員は、前項の要求があったときは、

直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者

に報告しなければならない。」というふうに

ありますけれども、やはりこういったもので

はなかなかすぐに、今ほどおっしゃいました

その要望を記録するとか、それから上の方に

報告するとか、そういったことが難しいので

はないかということを先ほども申し上げたと

思うんですけれども、そのためにやはり条例

をきちっとつくっていただきたいというふう

なことを申し上げたのですが、この倫理条例

に従って、今の町長等及び職員の倫理条例に

従って必ずややっていけるという、そういう

ふうにお考えなわけですね。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今の質問にお答え

したいんですが、職員はそんなふうな無理な

要望に対して、自分の思ったことをし得てな

いというおっしゃり方に聞こえるわけであり

ますが、私どもは職員にそんなことが現にあ

ってはいけないし、あるとは現実は思ってな

いということであります。 

 この倫理条例に照らし合わせて厳格に対処

するということをこの機会を通じて、また職

員にしっかりと伝えていきたいと思っていま

す。 

○10番【水口裕子君】 では、今の……。 

○議長【能村憲治君】 発言を許してありま

せん。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 マニフェストに書い

てありますので、できたらきちっと実現して

いく方向でお願いしたいと思っておるのです

けれども、とにかくまずその第一歩として要

望を記録していくという、そして提出してい

くという、そういうことで始めていただきた

いと思います。 

 次に移ります。 

 ２月８日の北國新聞に「内灘町庁舎をエコ

改修」という記事が掲載されておりました。

太陽光発電を新設し、緑のカーテンを拡大す

るなどで環境の町を発信するというもので

す。総事業費2,200万円が今議会の当初予算に

盛り込まれています。 

 持続できる環境のためには大変すばらしい

取り組みであり、もろ手を挙げて賛成してお

りますが、その一角で置き去りにされている

問題に戻らざるを得ません。それは平成19年

９月議会から取り上げてきています飲料水の

自動販売機削減についてです。 

 自動販売機１台に１台ずつ電気メーターが

つきまして電気を無駄遣いしているのがどの

自販機かというのは一目瞭然になりましたけ

れども、設置をしたおまけとしてＡＥＤがつ

いてきたとか、基準の見直しをして大きな財

政効果があったという点が強調されて、台数

の削減には至っておりません。 

 そこでまず、現在町の公共施設にある飲料

水の自販機の台数と、その消費電力の年間の

総量をお聞かせください。その中で役場庁舎

に設置された５台の消費電力はどれだけでし

ょうか。 

 お答えをお願いします。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 町の公共施設の

自動販売機の台数、消費電力の年間合計、役

場庁舎５台の消費電力についてお答えをさせ

ていただきます。 

 現在、町の公共施設には、飲料水の自動販

売機が22台設置されております。そして、そ

のいずれも電気代は使用した電気の量に応じ
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て別途設置業者の負担としております。町が

直接電気料金を徴収しているのは22台のうち

15台であります。 

 その15台の電気使用量の合計は、平成20年

度の年間で２万9,800キロワットアワーでご

ざいます。また、そのうち５台が役場庁舎に

設置されております。その電気使用量の合計

は、平成20年度の年間で約１万500キロワット

アワーとなっております。 

 以上でございます。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 今ほど答弁いただき

ました。 

 15台で答弁いただきましたけれども、私が

さきにちょっと調べたのでは22台ありまし

て、年間で４万5,000キロワットかと思いま

す。15台では２万9,000キロワットとおっしゃ

いましたけれども、22台では４万5,000キロワ

ットでした。そして、そのうち庁舎内の５台

が１万500キロワットということで答弁いた

だきました。 

 ちなみに、標準的な家庭では年間3,500キロ

ワットくらいを消費しているというふうに言

われておりまして、これは役場の休憩所のあ

のあたりに標準家庭が３軒で生活をしている

という、そういう分の消費電力をあそこの庁

舎の中の５台の自販機が使っているというこ

とになります。そして、町全体で22台の自販

機ではおよそ十数軒分の家庭の電気を使って

いるということになります。今までそういう

ふうに家１軒分、１台が１軒分以上使ってい

ますよということを言ってまいりましたけれ

ども、１台ずつ電気メーターをつけていただ

きましたことによって、それが証明されたか

なと思います。自販機により、これだけの電

気が消費されているということでございま

す。 

 そういう中、先ほど庁舎のエコ化の話とか、

それから清水議員の質問にもありましたが、

クールビズ、ウオームビズ、消灯などで町の

電気とかそういったものの削減を図っている

ということでございました。 

 職員さんが一生懸命そういった中で努力を

されている、電力消費を抑える努力をしてい

るけれども、そして庁舎は今回2,200万円も使

ってエコのために改修をされるということな

のに、自販機が相変わらずあそこに鎮座して

いるのは、どうもそういった町の取り組みに

逆行しているのではないかと思うわけです。 

 ソーラーパネルを設置して自然エネルギー

で発電量をふやすのは、決して電気の消費を

ふやすためではない。やっぱり省エネこそが

最大の創工ネ、エネルギーをつくり出すこと

であることを忘れてはいけないと思うので

す。 

 今、庁舎の受付には、ポットに飲み物が準

備されております。コップも初めは使い捨て

のコップでしたけれども、今は再利用できる

ものに変わりました。役場を訪れる方たちに

は、このようなきめ細かなサービスがなされ

ております。自販機は不要だと思います。 

 自販機がなくなれば、職員も含め皆さんマ

イボトルを持つようになっていくのではない

でしょうか。それでこそ、会議におけるペッ

トボトルのお茶接待などもなくなっていくと

思います。自治体からそういう意識を発信し

ていくことが必要ではないかと思います。 

 そこで、自治体からの発信として、奈良県

生駒市の取り組みを山下市長の日記から少し

紹介させていただきます。 

 「生駒市では、温暖化防止のために、また

市民の皆様に利便性一辺倒の消費生活スタイ

ルを見つめ直していただくきっかけとして、

本市が管理する公共施設から順次、飲料など

の自動販売機を撤去致します。私は──私は

というのはこの市長さんですが──休日に外

出する際は、家で沸かしたお茶を空のペット

ボトルに入れて持ち歩いています。最初は、

不便に思っても、すぐに慣れます。どうとい
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うことはありません。水分補給の必要性の高

い体育施設等においては、よりエネルギー消

費量の少ない機器等への変更を視野に、必要

最小限の台数を引き続き設置します。温暖化

防止と現在の生活を見直すための率先行動と

して、さらに「環境NO.１自治体」を目指す本

市の取り組みの一環として、ご理解いただき

ますようお願いいたします。」というもので

す。 

 環境ナンバーワン自治体を目指すというの

は、まるで内灘のことを言っているようだと

思いませんか。 

 この結果、心配していた市民からの不満は

－切なかったということです。皆さんやっぱ

り始めるにはきっかけが必要なのだと思いま

す。 

 昨年、内灘町は庁舎内の全面禁煙を決めま

した。その場の税収などだけを見ていてはで

きないことで、将来を見たすばらしい取り組

みでした。飲み物も同じです。おまけのＡＥ

Ｄや設置料に惑わされていては、庁舎のエコ

化や環境のまちづくり、それは徹底できない

のではないでしょうか。 

 この際、内灘町でも庁舎とともに健康推進

の拠点である保健センターの自販機をすぐ

に、体育館施設以外は順次撤廃していくべき

ではないかと思いますけれども、いかがでし

ょうか、答弁をお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 体育館施設以外

は順次、自動販売機を撤廃すべきと、そのこ

とについてお答えさせていただきます。 

 自動販売機は、平成19年度に設置基準の見

直しを図った上で選定をし、平成20年４月か

ら現在まで継続して設置をしております。 

 選定の際には付加価値があることを基準と

しておりまして、５台のうち４台が災害対応

型で、災害時に無償で飲料水を供給できるも

のとなっております。そのうち１台は、電光

掲示板により災害情報を表示することも可能

な自動販売機であります。平成20年７月には、

その設置業者とメッセージボードの運用及び

災害時における救援物資提供に関する協定を

締結をいたしてもおります。 

 災害対応型以外の残る１台につきまして

は、環境面に配慮しましたデポジット方式の

タイプで、車いすの方でも利用が容易なもの

を採用しております。 

 さらに、設置業者に対し、こうした自動販

売機自体の機能のほか、役場庁舎や保健セン

ター等の公共施設にＡＥＤを設置することも

条件の一つとしており、町民の安全・安心へ

の役割も果たしておると思っております。 

 そして、役場庁舎の自動販売機５台の１カ

月当たりの平均利用者は延べ2,000人という

利用でございます。 

 こうしたことから、自動販売機の設置につ

きましては、利用者への利便性を図ること、

町民の安全・安心の確保の観点から設置をし

ております。ご理解をお願いいたします。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 答弁ありがとうござ

いましたと言えないんですけれども。 

 災害時にどれだけの方々への飲料が確保さ

れているものかとか、そういったこと。 

 それから、利用者への利便というのは先ほ

ども申し上げましたけれども、あるから使う

というそういう状況もありますけれども、と

にかく５台も必要なのかと。５台で先ほども

言いました家３軒分の電力を消費している

と、そういうふうなことでございますが、そ

れをもっと数を減らしていくということはで

きないのか。 

 それから、ＡＥＤはついてきますけれども、

最初ついてきたときに受けた説明では、ＡＥ

Ｄは１台30万円もするものだと。それが何か

10台ほどついたというふうなことで、大変節

約効果があったと聞いたんですけれども、こ
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のＡＥＤというのは１カ月６万円でリースで

きると聞いております。５台あっても五六、

三十万円で年間リースできるものです。そう

いったことに関してはどういうふうにお考え

でしょうか。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 正直、質問がす

べて整理できませんけれども、災害対応時の

ときの量ということになると、そこに自動販

売機に確保されているその本数ということに

なりますし、先ほどメッセージボードの運用

及び災害時における救援物資提供に関する協

定ということで、設置業者との関係に関しま

しては、そういう災害時における救援物資の

提供を確保していくと、そういうことでござ

います。 

 ＡＥＤの対費用については今ほどありまし

たけれども、ＡＥＤについては、現在、この

自動販売機を設置したときにそれぞれの公共

施設で設置をされておりますので、それで町

民の安全・安心が図られていると、そういう

ふうに理解をしております。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 そのＡＥＤに関しま

して、６万円で１台リースできるということ

に関して、やっぱりもう一度きちっと費用対

効果ということも見直していただきたいと思

いますし、実際、そのメッセージボードは見

直されたということですけれども、災害時に

本当にどれだけの数が確保されるのかとか、

そういったこともきっちりと見きわめた上で

設置していただきたい。でないと、ただ災害

時の対応がついてきたとか、そういった何か

おまけが単についてきたからというふうに思

えてしまうんです。 

 だから、やっぱりきちっとこれだけのもの

があるからというふうに言っていただけれ

ば、まだちょっとあれかなと思うんですけれ

ども、せっかくの今の庁舎のエコ化に際しま

して、こちらのほうもエコ化していただきた

いと思ったのですが、本当にちょっと残念な

答弁でございます。 

 減らすということは考えてないんですよ

ね。それに関しては答弁がなかったと思うん

ですけれども、５台を減らしていくというこ

とに関しては答弁がなかったと思うんです。

いかがでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 先ほどのまた繰

り返しになるかとは思いますけれども、災害

時についてはその本数については当然無償で

すべて提供すると。先ほどの救援物資につき

ましては、その供給体制に万全を帰す。その

協定については１年ごとに自動的に更新をさ

れると、そういう協定内容になっております。 

 設置台数については、今の設置の見直しに

ついては、５年後というそういうことになっ

ていますので、今現在については設置基準の

見直しについては考えていません。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 残念です。 

 では次に、同じくエネルギーの問題として、

エコキュートとかエコジョーズとかエコフィ

ールというものの助成というのが今年度予算

に上がっております。来年度ですね。これら

の機器についてお尋ねいたします。 

 これらの機器はどのくらい省エネになり、

どのくらい温暖化ガスの排出防止になるの

か。どのようなデータで助成を決められまし

たか。 

 中でもエコキュートの省エネ効果について

私は疑問を持っています。 

 一般論としてですが、格安の深夜電力など、

特別な料金体系のおかげで世帯全体の電気料

金は安く済む仕組みになっていると聞いてい

ます。原子力発電所はとめられないから、夜

でも電気はつくられてしまう。その余った分



 －57－

を安く使うのだとずっと言われてきました。 

 ところが近年では、使え、使えの大合唱で、

夜間の消費電力量は、その原子力発電所によ

る全発電量を上回ってしまったという報告が

あります。そのため、深夜であっても火力発

電所を稼働して、足りない量を賄うようにな

っております。つまり、深夜電力を使うのは

料金が安いからという以外の理由はなく、消

費電力を押し上げるだけで、エコでも何でも

ないということになってきました。 

 また、この機器の能力は太陽に温められた

外気を利用するものであるため、寒冷地帯で

は効率が悪いというふうに聞いております。 

 環境のまちを目指して補助金制度をつくる

ならば、私、08年の６月議会で、自然エネル

ギー利用のもと、ソーラー温水器というのの

導入を求めましたけれども、こちらの太陽光

温水器の導入を勧めていただきたいと思うの

ですけれども、それに関してはいかがでしょ

うか。世界的には新築住宅への設置を義務づ

けているところもあるくらいです。 

 08年６月の議会では、蓑副町長が研究して

みましょうというふうなお返事をいただきま

したけれども、これに対する助成をしてはど

うかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 それから、ソーラーパネルなどを設置して

も、先ほども申しましたが電気を生み出して

も節電しなければ省エネにならない、創エネ

にならないという観点から、これはもう１年

前の07年の９月議会で、内灘町を節電所にし

ていきましょうと、節電宣言をしてはいかが

ですかということを求めましたけれども、こ

ちらについてこれからも求め続けたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。お願いし

ます。 

○議長【能村憲治君】 北川真由美環境政策

課長。 

   〔環境政策課長 北川真由美君 登壇〕 

○環境政策課長【北川真由美君】 ただいま

のエコキュート、エコジョーズ、エコフィー

ルへの助成についてお答えいたします。 

 内灘町も含めまして、国内全体の温室効果

ガス排出量を見てみますと、産業部門、運輸

部門は企業の努力である程度削減は進んでお

りますが、家庭部門からの排出量はむしろ増

加傾向にあるのが現状です。 

 先月答申を受けました内灘町地域新エネル

ギー・省エネルギービジョンにおきましても、

町全体で積極的な新エネルギー、省エネルギ

ーの導入を進め、温室効果ガス削減に取り組

んでいくことが求められており、家庭部門で

は省エネルギー行動の推進、家電製品の買い

かえ、給湯器の買いかえなどによるエネルギ

ー使用量を削減していくよう求められており

ます。 

 ビジョン策定に当たり実施しました住民ア

ンケートの調査結果では、給湯器の買いかえ

を考えている世帯が６割程度ございまして、

その世帯が高効率給湯器に買いかえることに

よるＣＯ２削減可能量は年間2,769トンと推計

されています。 

 エコキュート、エコジョーズ、エコフィー

ルは、それぞれ電気、ガス、灯油を燃料とし

た高効率給湯器で、二酸化炭素排出量を60％

から13％削減すると言われています。寒冷地

での効果につきましては、従来型の給湯器も

同様であり、際立った効率の低下があるとい

うことは、勉強不足もあるかもしれませんが

今のところ聞いておりません。 

 国を挙げてのさまざまな環境政策の中で、

省エネ意識はかなり浸透してきており、新築

住宅では今、高効率給湯器はほとんど標準装

備となっております。 

 町が来年度導入を考えている補助制度で

は、標準装備となっている新築住宅は対象か

ら除外し、古くなってそろそろ給湯器を買い

かえようかと考えている世帯に、エコに対す

る意識を高めていただくよう補助をするもの

でございます。 

 議員ご提案の太陽熱温水器につきまして
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は、屋根の上に太陽光発電設備と温水器の両

方を設置することが事実上不可能であること

から、今回の補助対象からは見送らせていた

だきました。 

 今後も新エネルギー、省エネルギーの効果

的な導入を推進していくほか、議員がおっし

ゃったような節電意識の浸透も含めまして、

限りある資源を大切に使う省エネ意識の浸透

を図るなど、内灘町全体での地球温暖化対策

を鋭意推進していきたいと考えておりますの

で、議員を初め住民の皆様方のご理解、ご協

力をぜひともお願いしたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 答弁伺いました。 

 古くなった家庭の給湯器に対して買いかえ

に補助をしていくんだということはよくわか

りましたので。 

 ただ、電気を起こすソーラーパネルと、そ

れから今のソーラーの温水器と両方屋根に載

せるのは無理だというふうに今おっしゃいま

して、済みません、それは私もちょっと勉強

不足というか、それが両方だめだということ

を聞いたことなかったのでわからないんです

けれども、全国的にはエコキュート、エコジ

ョーズというのには補助を出さずに、太陽光

温水器と、それから太陽光の発電機、両方、

その２つに補助を出しているという自治体が

結構あります。 

 例えば、東京都は全都ですし、それから群

馬県の蒲郡市でもそういったことだというの

でちょっと電話してお尋ねしてみました。そ

したら、エコキュートなどそういったものは

市が支援しなくても、やはり先ほど言われた

ように標準装備として広がっていっておりま

すと。それで、自然エネルギーの利用を支援

するというそういうふうな観点で太陽光温水

器に補助をして、補助を始めた平成18年には

申請は８基だったが、20年度は28基にふえた

と。そして、ソーラーパネルとソーラーの両

方の温水器に補助しておりますというふうな

お返事が返っておりましたけれども、このこ

とについてはいかがでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 北川真由美環境政策

課長。 

   〔環境政策課長 北川真由美君 登壇〕 

○環境政策課長【北川真由美君】 今ほどの

ご質問ですが、私が調べたところでは、屋根

の荷重の関係で両方を載せることは日本の家

屋では耐震構造等の関係もありましてちょっ

と無理なのではないかという資料を読みまし

た。 

 それで今回は、今町が新エネルギーの導入

ということで太陽光発電の導入を21年度から

積極的に進めておりますので、今回は太陽光

発電を主流にということで太陽熱のほうは外

させていただいたものですが、議員がご提案

ありましたように、さまざまな今省エネ機器

が出ておりますので、総合的に考えてどうい

った効果的な方法があるかということは今後

検討していきたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 また、今後引き続き

検討していただくということで、よろしくお

願いいたします。 

 それから、次に移ります。 

 食育が４番目になっているかと思いますけ

れども、食育についてお伺いいたします。 

 平成20年度は食育に関する取り組みが町で

盛んに行われました。給食の試食会、地元野

菜でつくったジュースの試飲会などが行われ

ました。「食から築く内灘っ子の未来」とい

う、しもおきひろこさんを招いての食育大会

や、保育所での野菜づくりや給食センターで

栄養士さんの実践報告など、内灘町子ども食

育地域ワークショップなどというものもあり

ました。どれも意欲的で、とても評判がよか
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ったのです。 

 これを踏まえて、食育は食物自給率の向上、

安全・安心な食材の確保、自然循環による環

境保全という３つの視点から考えなければな

らないと町長もおっしゃっております。これ

らの結果がどう生かされるのか、今後のこと

を期待して食育推進計画検討委員会のホーム

ページを見ましたが記事は登録されておりま

せんでした。 

 情報の掲載、公開を求めるとともに、食育

推進計画の策定状況と今後の食育はどのよう

な方向で進められるのか、お尋ねしたいと思

います。 

 また、食べ物の安全、地産地消や地球規模

での環境への関心から、生ごみの堆肥化まで、

さまざまな問題意識の高まりを好機として、

食育を町全体へ広げていくために、食育推進

都市宣言をしてはいかがかと思いますが、お

考えをお伺いいたします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口議員の食育に

関する質問にお答えしたいと思います。 

 昨年度から、食育推進計画検討委員会を設

置をいたしまして、食育推進計画の立案に取

り組んでまいりましたが、今般、その計画が

ようやくできてきましたので、この場をおか

りしましてご報告をさせていただきたいと思

います。 

 食育推進は、食を通して人づくり、まちづ

くりを目指すものでありまして、幅広い分野

にわたり、子供から大人まですべての人が関

係してくるわけでございます。 

 このたびの計画では、子供を中心に食育推

進をし、それを通して親、大人の食も考えて

いくこととしております。計画の期間は、平

成26年度までの５年間ということでございま

す。 

 この計画の基本理念を「楽しく食べて元気

なうちなだっ子！」、サブテーマとして「自

らつかむ食の力」を掲げ、妊婦、幼児から中

学生までのそれぞれの年代に応じた目標と役

割や取り組みを示しているわけでございま

す。 

 食育は身近な問題でございます。町民お一

人お一人が食育に取り組み、その活動が町民

運動として推奨していければ、すばらしいま

ちづくりになるのではないかと考えるわけで

ございます。 

 次に、食育推進都市宣言でございますが、

町の総合的な施策の中で判断してまいりたい

と思っているわけでございます。 

 なお、具体的内容につきましては担当部長

から答えさせますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 川口克則町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 水口議員の

ご質問にお答えいたします。 

 食育推進計画検討委員会につきましては、

昨年度から学識経験者や食育ボランティアな

ど14名の委員で構成し、食育の必要性や現在

行っている食育の事業の確認、基本理念の考

え方などについて話し合いを重ね、食育推進

計画の立案にこれまで取り組んでまいりまし

た。また、あわせて庁舎内の食育関係担当課

の課長補佐など12名で食育推進計画策定ワー

キンググループも設置し、関係課での取り組

みについても検討してまいりました。 

 議員のご指摘のとおり、会議録のホームペ

ージでの公開がおくれましたことを、この場

をおかりしましておわび申し上げます。 

 今後の計画の進め方についてでございます

が、家庭や地域の皆様に食の重要性について

理解とご協力をいただけるよう、この計画を

さまざまな機会を利用し啓発、周知していく

とともに、食を通した地域づくりを目指すた

め、食の関係機関相互の情報を連携しながら、
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食育事業の推進を目的に食育推進会議を今後

設置し、食育推進のネットワークづくりを進

めるなど、具体的な活動内容の検討を行って

まいりたいと考えております。 

 なお、ことしの食育大会につきましては、

３月27日土曜日に開催を予定しており、この

たび策定しました内灘町食育推進計画の概要

説明とパネルディスカッションなどを行い、

広く町民の皆様に計画内容を周知していきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 子供たちのためにも

食育の推進をお願いしておきます。 

 では最後に、各種委員会についてお尋ねい

たします。 

 12月議会でも各種委員会について取り上げ

まして、当時、町のホームページに掲載され

ていないものはどうなんですかというふうに

お聞きしました。公開すべき委員会で未公開

のもの、そういうようなものは早急に公開し

てまいりたいというお答えでありました。そ

の後、ホームページに幾つかの委員会が公開

されました。 

 また、名前は出ていても内容が記載されて

いなかったもの、議題だけの羅列にしかすぎ

なかったものについてですが、これも幾つか

はすぐにただされました。それらについては

ありがとうございました。 

 現在、そこで、まだ公開していない委員会

名を挙げてください。 

○議長【能村憲治君】 岩上涼一情報政策課

長。 

   〔情報政策課長 岩上涼一君 登壇〕 

○情報政策課長【岩上涼一君】 ただいまの

ご質問ですが、公開すべき委員会、審議内容

の未公開だったもので、その委員会の名称は、

子ども女性防火委員会、健康煌き熟年大学設

置検討委員会、食育推進計画策定検討委員会、

ライフ・ケア・オン・デマンド推進協議会、

地域包括支援センター運営協議会、国民健康

保険運営協議会等は順次公開を行いました。 

 また、防災会議、豊かな心を育む内灘町民

会議、働く女性の家運営委員会、エコ委員会、

学校給食共同調理場運営委員会については公

開がおくれていますことをおわび申し上げま

す。 

 次に、個人情報や情報公開等の規定によっ

て、これまで公開を行ってこなかった委員会

というのもございます。全部で14件ございま

す。名前を申し上げますと、表彰審査委員会、

名誉町民審議会、公平委員会、固定資産評価

審査委員会、民生委員推薦会、要保護児童対

策地域協議会、人権擁護委員、予防接種健康

被害調査委員会、介護認定審査会、地域密着

型サービス運営委員会、障害者介護認定審査

会、養護老人ホーム等入所判定委員会、砂利

採取審議会、就学指導委員会です。 

 これらの委員会につきましては、審議内容

につきまして個人情報に関するため、公開で

きません。しかし、町に設置されている委員

会、審議会というものがどういうものがある

かということをお知らせするため、その委員

会の目的や開催日時等、個人情報以外の内容

のみ公開していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 公開しない、してい

ない委員会の中の一つの砂利採取審議会につ

いてお尋ねいたします。 

 今回の予算に、小濱神社・着弾地観測所跡

通路整備事業として、内灘闘争のトーチカ跡

に行くところの道路用地を購入するというも

のがあります。 

 私は、一昨年、内田康夫さんが内灘町を舞

台にした小説を準備中ということを聞いて、

もしかしたらテレビ化されるかもしれないと

思い、現地を見に行きました。ダンプが行き
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交い砂を取っていましたので担当課に聞きに

行きましたところ、「町の砂利採取審議会の

審議を経て石川県の許可を得た事業です」と

いうことでした。 

 それで、翌年もまた事業の継続で許可が出

ているということで、その次の年も、去年も

続いていしまた。去年、おととしになります。

もう終わっているかなと思って、この２月初

めにまた見に行ったらまだ継続していて、そ

して３年目になっております。周辺景観は大

きく変わっておりました。 

 砂利採取というのはどこまでが許可される

ものなのでしょう。個人の地面といっても、

景観などの問題はないのでしょうか。そのと

き、その大きな掘られたのを見て、そう思っ

たわけです。 

 で、調べてみましたが、昭和56年に制定さ

れた内灘町砂利採取審議会条例は、その前文

の中で「砂利採取によってみだりに環境破壊

をひき起こすことのないよう町民の英知を集

めて砂丘地保護に努めることを宣言」と高ら

かにうたい、また条例第２条第２項には、「審

議会は、町長から諮問された事項を審議する

際、前文の精神に則って審議しなければなら

ない。」と定めが書かれております。 

 ましてや、今回、砂利取りをしているそこ

の場所は、町の貴重な歴史遺産への入り口な

わけです。私もそこの資産を、歴史遺産を見

に行って、その砂利を取っているということ

を発見したわけですが、その貴重な歴史遺産

への入り口で砂利を取るということについ

て、審議の過程が一切公表されないのは問題

だと思います。 

 内灘町では、八十出町長の情報はすべて公

開しますという公約のもと、委員会の審議内

容公開の是非が議論され、その積極的な公開

姿勢が決定されたはずです。私も高く評価さ

せていただいてきました。 

 砂利採取に関しては、景観も含めた環境破

壊を防ごうとの条例が町民の英知を集めて制

定されていながら、今日に至るまで砂利採取

審議会の内容が公開されてこなかったのはな

ぜなのでしょう。 

 先ほど個人情報とかそういったものの公開

する情報に当たらないと、公開してはいけな

いというふうな答弁だったかと思うのですけ

れども、それはどういった理由によって公開

できないのかということがちょっと理解でき

ません。 

 今回の小濱神社・着弾地観測所跡通路整備

事業という土地購入費の提案も、この砂利採

取と関係するもののように思いますけれど

も、そういうことも含めて審議会の審議内容

が公表されるべきだと思いますが、その公表

を拒むというか、公表を妨げている原因、そ

のもとについて、どういったことがあって公

表しないのか。 

 ただ単に、今ほど公表しないものの名前が

幾つか挙げられました。介護保険で介護を受

ける方を認定される場合、だれが認定される

のかわかってはちょっとやっぱりその方とか

家族の方にまずいとか、障害者の方の支援に

ついてどなたが支援されるようになるのか、

そういうこともわかってはまずいとか、そう

いった個人情報についてのことはわかります

が、今回のこの砂利採取に関しては公の利益、

私たち町民全般のやはり財産とも言うべき内

灘砂丘についてのことでございます。 

 審議会の前文も思い起こしていただいて、

なぜこれがどういうことで公開できないの

か、もう一度答弁をお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 水口議員の砂

利採取審議委員会の審議の経過を公開せよの

質問についてお答えいたします。 

 砂利採取審議会の審議の状況については、

これまでホームページの公開はしておりませ

ん。それにつきましては、砂利採取の認可権

者は石川県であり、また砂利採取認可申請に
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は申請者等の個人情報や企業活動の情報、こ

の場合は個人情報というのは土地、個人の資

産と考えております。それらの状況の情報。

それと、法人の企業活動の情報、これにつき

ましては物品の販売計画、この場合は土砂の

販売計画でございます。それと、その仕入れ

先、入手先といいますか、それらの情報もこ

れらに含まれると考えまして、これまでホー

ムページ上では公開いたしておりません。そ

れが理由でございます。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 法人などの正当な利

益、物品の販売計画や個人資産の状況がわか

ってはいけないと、そういうふうな答弁でご

ざいましたけれども、そういったことを個人

の名前とかそういうようなものは出さなくて

も、きちっとどういうふうな申し出で、どう

いうふうにして審議され、どういうふうにし

てここが認可されたかということは、町の皆

さんが知って当然のことだと思うのです。 

 審議会の前文を、今度は全部読みます。よ

くお聞きください。 

 「わが国屈指の大砂丘である内灘砂丘に住

むわれら内灘町民は、すべての町民が健康で

快適な生活を営むためには、美しい自然環境

と良好な生活環境を保全することが最も重要

であることにかんがみ、われらとわれらの子

孫のために、内灘砂丘の豊かな自然環境がも

たらす恵沢を確保し、不適正な砂利採取によ

ってみだりに環境破壊をひき起こすことのな

いよう町民の英知を集めて砂丘地保護に努め

ることを宣言し、この条例を制定する。」と、

こういうふうになっております。 

 私たちと私たちの子孫のために、内灘砂丘

についてやっぱり考えていくためにこの審議

会はあるわけでして、一企業とか一個人のそ

ういったものにはやはり配慮をしながらでは

ありますけれども、どういった計画で、どう

いうふうにして砂利採取がなされているのか

ということ、その事業内容を私たちが知って

いくということは当然の私たちの知る権利だ

と思うんですけれども、町民の、そのことに

関してはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 水口さんの再

質問にお答えいたします。 

 先ほど個人情報等、企業情報等の関係でこ

れまで公開してこなかったということもあり

ますけれども、先ほど情報政策課長の答弁に

もありましたように、委員会の目的や開催日、

そのほか公開できるもの、公開の方法、公開

の内容、時期等につきまして、石川県や弁護

士と相談いたしまして、情報公開の抵触しな

い範囲で公開をしていきたいと考えておりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 わかりました。 

 じゃ、また公開していただいたそのホーム

ページ、報告を見てみたいと思います。それ

を待っております。 

 最後に、さらにもう一つ、ホームページ上

で公開されていない委員会に行く前に、ごめ

んないさい、もう一つ質問がありました。さ

らに今の、今回のその予算、道路をつくるた

めの土地を取得するというその予算につい

て、さらにもう一つお尋ねします。 

 今回、どんな道をつくるのかわかりません

けれども、なぜ今のままではだめなのでしょ

う。どんな理由から道をつくり直すのでしょ

うか。 

 3,286平米という1,000坪に近い大きな土地

を買うというふうなことに予算化されており

ました。この大きな土地を買ってまで大きな

道路整備をする必要性、全体の事業計画、そ

ういったものが明らかにされていないのに、

土地購入費だけが先に予算化されるのは理解

できません。理解いくように、納得のいく説

明をしていただきたいと思います。 
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○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 小濱神社・着

弾地観測所跡地整備事業についてお答えいた

します。 

 この事業につきましては、先ほど来、水口

議員が言われております、当該史跡は町の有

用な観光資源と言いながら、入り口が整備さ

れていないため、町民の方でも名前は知って

いるが、実際に現地を知っているという方が

非常に少ないという状況でございます。それ

と、当該史跡へ車で訪れても駐車場がなく、

もし行った場合でも路上駐車という形になり

ます。 

 そういう現状でありましたので、町として

はかねがね、これらの史跡に対する進入路等

の整備を考えておりました。でも、それらに

対する財政的、財源確保ができないため着手

できない状況でありました。 

 今回、土地改良が畑地の有効活用を図るた

めに耕地整備を行います。その経過の中で、

ご理解をいただいて土地改良の負担で工事を

行って、町が用地を取得するという形で事業

を進めることになりました。そういう経緯で

ございます。 

 あと、進入路といたしましては、幅４メー

ターぐらい、あと緑地と駐車場10台分ぐらい

を予定して、それで約1,000坪の土地の購入と

なっております。 

 以上が事業の概要と経過でございます。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 今までの町の姿勢で

は、遊休地は売却していくという方向性だっ

たと思うんですけれども、今回はその町の姿

勢に反してどうして土地を取得するのかとい

うことと、それから駐車場整備、もちろんあ

そこの入りやすい、もう少しここがトーチカ

へ行く入り口ですよというふうなことがわか

りやすい表示は必要かと思いますけれども、

そこの駐車場へ行く道がどんな道が似合うの

か、どんな駐車場が必要か。第一どれだけの

利用があるのかとか、そういったことをやは

り議会で今まで、私は産業建設委員会ではあ

りませんけれども、そういったことは議論さ

れたのでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 答弁は。 

 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 今回の事業経

過につきましては、以前、この砂利採取につ

いてのお話は委員会ではしておりますけれど

も、この史跡への入り口の整備については具

体的な話はいたしておりません。今予算でお

話をする予定をいたしておりました。 

○10番【水口裕子君】 はい。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 それはやはり順番が

逆ではないかと思います。その議論をすっ飛

ばして予算が先に出てくるというのはやはり

間違いではないかと思います。議論を始める

ところから、また産業建設委員会でも始めて

いただきたいと申して、次にとにかく移らせ

ていただきます。 

 ホームページによる公開に戻りますが、農

業委員会も議案の羅列だけで審議の内容がわ

かりません。 

 地産地消の時代になり、お米や野菜など食

育にも関連し、町も力を入れている大切な分

野なので、委員会の議案審議の内容をきちっ

と報告していただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 農業委員会の

審議につきましても、先ほど来と同じように

農地の状況、それの転用、処分等の審議でご

ざいますので、個人情報等がたくさんござい

ます。 

 しかし、県の農業委員会と、あと先ほどと

同じように弁護士等と相談いたしまして、で
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きるところは公開していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 水口裕子議員。 

○10番【水口裕子君】 ずっといろんな委員

会の公開を求めてきておりますけれども、先

ほどから申しておりますように、介護の認定

とか、それから障害者の自立支援のための認

定とか、そういったふうなことは、それから

国民健康保険、それから固定資産税、そうい

ったことは公開の対象にならないのは仕方が

ないか、仕方というか当然かなと思いますけ

れども、やはり町の事業に関係するようなこ

とは最低限の出さない部分は極力小さく少な

くして、できるだけたくさんのことはやはり

審議の過程を公開していくということが大切

だということは、やっぱり町長が一番最初か

らおっしゃっていることです。その審議の過

程をきちっと公開していただくように求めた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 答弁は。 

○10番【水口裕子君】 それで、これでこの

答弁を聞いて終わります。 

○議長【能村憲治君】 岩上涼一情報政策課

長。 

   〔情報政策課長 岩上涼一君 登壇〕 

○情報政策課長【岩上涼一君】 先ほどもお

話しいたしましたが、委員会の内容について

は公開していきたいと思っております。 

 ただ、水口議員おっしゃられましたように、

介護とか個人的なそういうものもあります

が、情報公開というか、その情報につきまし

てはいろいろな個人の資産の情報ですとか、

そういうものも多く含まれておりますので、

そういう情報も個人情報として保護されるべ

きものもありますので、その辺について十分

検討して、公開できるものは公開していきた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

○10番【水口裕子君】 ありがとうございま

した。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【能村憲治君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 明日の本会議は午前10時から開き、引き続

き町政に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後４時11分散会 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事 務局書記 助  田  有  二 君

 

○議事日程（第３号） 

  平成22年３月10日  午前10時開議 

 日程第１ 

  町政一般質問 

   １番 生 田 勇 人 

   ５番 恩 道 正 博 

   ６番 北 川 悦 子 

   ７番 夷 藤   満 

   13番 中 川   達 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【能村憲治君】 皆さん、おはようご

ざいます。 

 傍聴の皆様方におかれましては、足元の悪

い中、本会議場にお越しいただき、ありがと

うございます。 

 本日は、町政に対する一般質問２日目でご

ざいます。 

 傍聴者の皆様方には、議員が質問をしてい

る間はできる限りご静粛にお願いをいたしま

す。また、むやみに出入りをしないよう、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 また、入場の際にアンケート用紙を皆様方

にお願いをしてありますので、お帰りにはぜ

ひご協力のほど、よろしくお願いをいたしま

す。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【能村憲治君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、３日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりでございます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【能村憲治君】 日程第１、昨日に引

き続き、町政に対する一般質問を行います。 

 きのうもご説明いたしましたが、いま一度

確認の意味で説明をさせていただきます。 

 今定例会の一般質問は、議会改革の一環と

して、よりわかりやすい質問方法ということ

で、一問一答による質問形式を取り入れるこ

とといたしました。 

 また、これまでどおり全問一括での質問形

式でもよいこととしてあります。質問に入る

前にどちらかの方法で行うかを表明してから

質問をしていただきたい。 

 質問は、中央に用意いたしました質問席で

行い、再質問も含め１人40分以内といたしま

す。５分前に合図をいたしますので、ご容赦

を願います。自席に戻ってからの質問はでき

ませんので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問が終わってから行いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 １番、生田勇人君。 
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   〔１番 生田勇人君 登壇〕 

○１番【生田勇人君】 議席番号１番、生田

勇人です。 

 傍聴の皆様方におかれましては、早朝より

大変ご苦労さまです。 

 平成22年第１回定例会におきまして一般質

問の機会を得ましたので、通告内容に従い、

一問一答方式にて質問をしたいと思います。

町長初め執行部の皆様におかれましては、明

快なる答弁をよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、ことしに入りましてから新聞

等でも発表、また取り上げられております白

帆台地区への専修学校の集積やアウトレット

モールの誘致計画、プロポーザル方式にて商

業用地への業者選定などがありまして、町が

にわかに活気づいてきた感がいたします。 

 そして、今後は福祉センターが建っている

部分を含めた総合公園周辺の整備や宿泊部門

での企業誘致も検討されておりまして、やは

り今後の内灘町の発展は白帆台を中心とした

北部地区の整備発展が不可欠と感じます。町

の活気、そして定住促進のためには、こうい

った企業進出、誘致計画にはどんどん取り組

んでいっていただきたい、そう期待するもの

であります。 

 しかしながら、そういった計画、進出を考

えている企業の立地に関する重要事項が白帆

台周辺の道路交通事情と認識しており、今回

の１問目は白帆台周辺で以前から検討され、

また町の県に対する要望事項でもあります、

そして私も何度かこの一般質問をいたしまし

た道路につきまして改めてお聞きしたいと思

います。 

 まず、白帆台から西荒屋セレモニーステー

ションまでの区間、町道幹８号宮坂西荒屋線

と県道高松内灘線についてであります。 

 町はこれまで、この800メートルの区間の県

道昇格を県に要望してこられたわけでありま

す。それとあわせて、以北の県道高松内灘線

の拡幅整備改良も同じく地域の声と取り上

げ、要望してこられました。 

 しかしながら、それら要望事項に対する県

の回答が示されたわけでありますが、町道幹

８号宮坂西荒屋線の県道昇格については、近

接して３路線が平行しており、県道昇格要望

路線を含め道路網の再編を図る必要もあり、

今後とも県と町で対応方針を検討してまいり

たいという、何とも私にとってはちょっと煮

え切らない回答となっております。 

 ３路線とは、河北潟のほうからいいまして、

県道松任宇ノ気線、そして今質問の中にあり

ます県道高松内灘線、そして能登有料道路、

この３路線を指すものであります。 

 これらはすべて県の施策により位置づけら

れたもので、３路線中の能登有料道路などは、

町が負担を賄っているにもかかわらず満足な

昇降口もないわけで、県道路線ととらえるの

は私はちょっとおかしいなというふうに思い

ます。このまま能登有料が直線化になれば、

本当に内灘町は通過されるだけの町になりか

ねない、そういう危機はもう抱いているわけ

であります。 

 同じく県道高松内灘線の道路改良について

の要望に対する回答は、「当該路線の拡幅整

備計画については、平成18年度ですべての整

備を完了している」との回答でありました。 

 この件に関して以前に一般質問をさせてい

ただいたとき、町の考え方として、この道路

はかほく市を初め能登地区と県都金沢を結ぶ

重要な広域路線の一つとして考え、能登地区

との広域的な交流促進、白帆台の分譲販売促

進、町全体の活性化及び周辺の土地利用にも

関連するといった内容を答弁中にいただきま

した。 

 こういった町の思い、私たち町民の思いは

県側に届いているのか。県側の機械的な回答

を見ても、そういった思いが届いているとは

受け取れません。これまで継続して行ってき

た要望だけに残念でならない思いがいたしま

す。 
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 町は、この県に対する要望の回答結果をど

うとらえ、今後取り組んでいくのか、この点

についてまずお聞かせください。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 生田勇人議員の質

問から、まず最初に町道幹８号宮坂西荒屋線

についてお答えしたいと思います。 

 町道幹８号宮坂西荒屋線におきましては、

白帆台地区より県道高松内灘線に接続すると

いう極めて重要な幹線道路でございまして、

現在、石川県に対しまして県道昇格の要望を

いたしているところでございます。 

 石川県では当該区域の県道につきまして

は、今ほど議員おっしゃいましたように、近

接して能登有料道路、高松内灘線及び松任宇

ノ気線の３路線が並行しており、当該町道の

県道昇格を考える場合、この付近の道路網の

見直しを図る必要があり、そんな意味では時

間を要する状況というふうに現実の問題があ

るわけでございます。 

 しかしながら、今ほども申しましたように、

当該道路はこれからの北部地区の開発、発展、

きのうもプロジェクトについてお話をしまし

たわけでございますが、そのことが実現され

るということになりますとこの付近の道路状

況というのはかなり重要になってくるという

ことでありまして、さらにそんなことを考え

ますと、都市計画マスタープランにも重要な

幹線道路と位置づけを行いまして道路整備を

考えてまいりたいと思っているわけでござい

ます。 

 能登有料道路の位置づけにつきましても、

これも今ご指摘がありました能登有料道路ま

で県道だということでありますが、昇降口が

１カ所しかないという限られたところしかな

いということでありますから、本当の意味で

の県道なのかという意味でいえば３路線重な

っているとはなかなか言いがたいのではない

か。そんな思いもしているものですから、ぜ

ひ今度の道路網の見直しの際には、県に強く

要望してまいりたいと思っているわけでござ

います。 

 また、県道高松内灘線の改良につきまして

お話がありました。 

 おっしゃるとおり、危険な箇所等の部分の

改良をもって平成18年度に終了したとの県の

回答がございました。当時、我々も県議会議

員として、この要望についてかほく市の皆さ

ん、津幡町の皆さんと一緒になって要望して

きたわけであります。 

 とりあえず、県としましては、当面の危険

的な状況をクリアするために部分的な修復と

いいますか、ことをやろうということでやっ

ていただいたということであります。 

 したがって、我々自身としましたら、その

ことをもって終わりということではないと、

こんなふうに思っていますので、今後とも継

続して強く要望してまいりたいと思っている

わけでございます。 

 そういうことであります。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人君。 

○１番【生田勇人君】 強く要望していきた

いという決意、答弁ありがとうございました。 

 しかし、今までもやはり継続して強く、今

後さらに強くという思いでやっぱり答弁して

いただいたと思うんですけど、その商業地と

か集積とかが今後考えられるときには、それ

でもこのまま要望として、また町の要望とし

て県に継続していって進展が得られないと

き、特に宮坂と大学、宮坂西荒屋線ですか、

ここの部分については、やっぱり今言いまし

たとおりさまざまな企業の進出や誘致の声が

上がっている中で、町道の残り区間である800

メートル、この部分について、今道路予算と

いうものがなかなかつきにくいとは思います

けれども、町の企業誘致の重要施策として、

また第一次産業である農業の面的整備を足が

かりとしてでも当該区間の整備に取り組む考

えはないでしょうか。 
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 当該区間は防風林に接触するという問題も

なく、建物が少なく土地も安価であり、整備

するに当たっては、こういう時期を逃すと将

来整備したり、進出企業が決まってから整備

するということでは私は遅いんじゃないかと

こう思いますので、この点についてお考えを

よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどのご質問で

ありますが、先ほども申しましたように、こ

れから北部開発、大規模プロジェクトが動き

出すということになりますと、これまでどお

り要望していればいいというだけでは済まな

くなってくるというのが現状として出てくる

んであろうと思っています。 

 それを指くわえて待っているというのでは

なくて、町自身が、それではこの道路網を整

備するために何をできるかということを考え

た場合に、例えば道路拡幅のための土地を収

得するから県道に昇格してくれと。その上の

整備は県にやってくれとか、いろんな手法が

あると思うんですが、ぜひともいろんな手法

を県と相談しながらやっていけば一つ道が開

けるような気がしてならないわけであります

が、しかしながら、先ほど申しましたように

壁が厚いということも事実なものですから、

心してかかっていきたいと思っています。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人君。 

○１番【生田勇人君】 なかなか壁が厚いと

いうことで、しかしながら町でもやれること

はやっていくと、そういうふうな答弁いただ

きましてありがとうございます。これからも

強く強く、県のほうに対しては声を大にして

臨んでいっていただきたいと思います。 

 続きまして、白帆台インターチェンジの計

画についてお聞きしたいと思います。 

 この質問に関しまして、きのうの南和彦議

員の一般質問の中の答弁でも高木まちづくり

政策部長がフルインターの必要性を申されて

おりましたので重複する点もありますけど、

通告どおり質問させていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 白帆台インターチェンジにつきまして、平

成21年第１回定例会３月議会に、定住促進と

商業地への企業誘致をとの観点から、私、一

般質問させていただいたわけでありますが、

現在ある片側インター、料金所とあわせて、

金沢方向からの出入り口を白帆台付近に設置

し、片側プラス片側でフルインター機能を持

たせるということで検討したいと。そして、

その後議会側にも、昨年町が買い受けました

白帆台商業地を通り、現在、権現森を通って

海へ抜ける現道を利用したルート計画構造案

が示され検討されました。 

 現在まではその計画案のみが示されている

わけでございますが、やはり団地の中心部の

商業地とは別の場所、現在団地として形成さ

れていない白帆台Ｈ街区という場所を中心に

して、昨日、そして先般から言われておりま

すアウトレットモールや専修学校の集積など

があるわけですが、そういったものを想定し

た場合、団地の中心部をたくさんの車両が通

過する場合、朝の時間帯には交通量が多いこ

とはもちろん、近くには保育園やスクールバ

スの停留所があるわけであります。 

 この閑静な住宅街の中心部において交通安

全上の問題を、現道を利用した場合、どうク

リアするのか。また、企業進出を想定し、現

在の検討場所とは別にルートを検討する考え

はないか、お聞きしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えします。 

 白帆台インターチェンジの計画であります

が、現の計画は議員おっしゃったように、白

帆台住宅地の利便性の向上を図るために白帆

台団地の中央より現道を通って権現森を通過
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するというそんなことでありまして、そこか

ら能登有料道路と接続するいわゆるハーフイ

ンター、金沢へ行くほう、金沢からおりるほ

うということで考えているわけであります

が、それは団地だけの定住促進のために必要

という意味でお願いしてきたわけであります

が、今ほどもお話ありましたように、大きな

プロジェクトが予定されますと、とてもじゃ

ないけれどもその交通の混雑が予想されるわ

けでありますから、それを緩和するためには

別の角度でフルインターをということで後か

らも出てくるようでありますが、別なルート

で計画しなけりゃならんということでありま

すので、おっしゃるとおり、そういう別な形

でそうなった場合には考えていきたいと、こ

う思っています。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 今ほどの答弁を受け

まして、別の場所でそうなった場合は検討し

ていきたいということでありましたが、イン

ターチェンジを利用する交通量に関してちょ

っと質問させていただきたいと思います。 

 交通量に関しては、今、町の構想である専

修学校とアウトレットモールでは結構違いが

あると思うんです。その交通量などをかんが

みて、やはりフルインター機能を持たせた昇

降口とする考えはないか。今、町長先に答弁

いただきましたけど、そのことと現行の構造

計画では片側インターで３億円規模の計画案

が議会側に示されておりました、昨年。 

 金額的な問題もあると思いますが、フルイ

ンターでの修正案を決定してから出すという

のではなくて、そういうことを想定して迅速

に修正案を示す考えはないか、お聞きしたい

と思います。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問で

ありますが、まず交通量の問題であります。 

 専修学校ということでの集積について言え

ば、予想されるのは学生・生徒が2,000名、そ

のうちの半分くらいは定住するとして、その

半分、1,000名ぐらいの人が行き来するという

ことであります。 

 一方、アウトレットについて言えば、全国

各地、とりわけ北陸３県、新潟方面から来る

とすれば、とてつもない量ということであり

ますから、先ほど申しましたように、現在の

ハーフインターの位置でというのはなかなか

難しい。そういう意味では、新たな場所でフ

ルインターを早急に考えていかないかんとい

う、そういうことであります。 

 あと、値段の話をされました。工事計画、

もう一遍お願いします。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 済いません、なかな

かちょっと。まとめて聞けばいいんですけど

小分けにしてしまいまして。 

 現道で利用、今町長値段の話言いましたけ

ど、現道を利用するとかしないとかそういっ

たこと、条件が違えば金額も大変に違ってく

ると思います。 

 今言われた新規箇所にフルインターチェン

ジを設置するときには大体どれぐらいの金額

になると思われますか。まあ、今現道を利用

していた案では大体３億円ほどやったと記憶

しておるんですが、この点についてよろしく

お願いします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 インターチェンジ

の、新しいところでフルインターでという話

をさせていただきますが、昨日もうちの高木

部長から大体10億円以上というお話があった

んだろうと思っているんですが、およそ10億

円以上の費用が必要だということでありま

す。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 ３億円から10億円に

ふえたということで、すごい金額の差やなと
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いうのをやっぱり今実感しておるわけであり

ますけれども。 

 この白帆台インターチェンジの設置に関す

る要望が今年度当初、県への新規要望として

記載されたわけでございますけれども、これ

も県側から「広域的なネットワークを形成し

ない特定のインターチェンジの整備は、地元

負担による整備が前提」との回答結果を受け

られたと思うんです。 

 しかし、県の住宅供給公社が団地の開発を

手がけ、販売している宅地が大部分を占める

この白帆台団地で、そこに企業誘致などを図

り定住促進に向け取り組む本町とは、やはり

県と本町は運命共同体であると思うんです。 

 まして、県は売れ残っている宅地を、この

供給公社解散までに販売を促進しなければな

らないという状況下で、地元負担のみを前提

とする県の見解については、インターチェン

ジの位置とか、今10億円という規模が示され

ましたけど、インターチェンジの位置とか構

造にかかわらず、負担補助を強く求めていか

なければならないと思うんです。 

 かほく市の県立看護大インターとはちょっ

と条件が違いますけれども、何も県の施設が

ないからというのであれば、白帆台は大部分

が県の団地でありまして、施設なき県施設と

とらえることができます。そして強く負担を

要望していただきたい。全額町負担というこ

とでは、県がまるでこの白帆台団地にあんま

り力を注いでいないんじゃないかというふう

にも受け取れるんですけれども、今年度新規

に出されましたインターチェンジの要望に関

する県の回答結果に関する今後の対応をお聞

かせください。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出 

泰成君】 ただいまの質問でございますが、

議員おっしゃるとおり、県としまして広域的

なネットワークを形成しないインターについ

ては地元負担ということが根底にあるわけで

ありますが、一方で住宅供給公社が県の中身

でありますから、そこが半分を受け持ってい

るということでありますから、当然我々とし

ましても県の持ち分も大きいよと、こう思っ

て従来から要望していたわけでありますが、

それはやっぱり先ほど申しましたような広域

ネットワークを形成しないインターについて

は地元負担というのが原則でありまして、そ

れぞれ地域から今インター要望というのがあ

るわけでありますが、それが少しでも変わる

となかなか難しいという、説得ができないと

いうこともありまして、その壁が築かれて厳

しいということであります。 

 しかし、県の言い方も、一つの圏域でイン

ターをつくることについてはそうかもしれな

いが、例えば今このインターを使うことによ

って北陸３県あるいは３県以外のところから

も来るよと、そんなことになれば、それは違

うよと。そうなれば県はもちろん県の事業と

してやらざるを得ないだろうという、こんな

ことも言われていますので、要はそういう大

規模プロジェクトが本当の意味で計画が実現

するということになれば当然県としたらそん

な要望をかなえてくれるんだと思っているわ

けでありますので。 

 しかしながら、我々としましたら、今ほど

生田議員が言われましたように、そんな大規

模プロジェクトがあるなしにかかわらず、定

住促進で考えた場合に何としてでも、県の持

ち分半分あるんですから県の責任でやってほ

しいと、こんな要求は続けていきたいと思っ

ていますので、ご協力のほどをお願いしたい

と思います。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 大規模プロジェクト

が成功して県の事業としてやらざるを得ない

という方向に持っていければ、こんな大変す

ばらしいことはありませんが、まあ定住促進

の意味からも、今後も町のほうから県に強く
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要望していっていただきたいと思います。 

 済いません。この道路関連に関する今回の

質問を、きのう南和彦議員の一般質問と連動

性が非常に高いものと考えておりまして、今

後マスタープランでの位置づけや周辺土地利

用など、私、北部地区の発展なくして内灘町

の発展はなしと、そういう私の信念をもとに

今後も力を注いでいきたいと。そして、町執

行部も強い思いを持って取り組んでいってい

ただきたいということで、次の質問に移らさ

せていただきます。 

 ２問目の質問は、町施設耐震診断と改修に

ついてであります。 

 この質問についても、私はついこの間、平

成21年第３回定例会において一般質問をさせ

ていただいたわけであります。 

 内灘町は、今まで義務教育施設の耐震改修

を最優先に取り組んでこられ、すべての義務

教育施設の耐震化が終了し、引き続き義務教

育に準ずる施設と位置づけた町総合体育館の

耐震改修に着手されました。 

 町総合体育館は内灘中学校の体育の授業や

部活動で使用されていることから、生徒の安

全を守るため実施される施策であります。 

 町長からは、その他の施設については緊急

度、優先度を見きわめながら順次耐震調査を

実施していきたいとの答弁をいただきまし

た。 

 そこで、済いません。再質問でもして聞い

ておけばよかったんですけど、何分まだふな

れなもので、ここで改めて今回通告して聞き

たいと思います。 

 今定例会において提出されました来年度当

初予算の中で、保健センターの耐震調査及び

耐震改修があります。これはやはり町長が言

われました緊急度や優先度を見きわめて提出

されたものと感じております。 

 その緊急度、優先度においては、さきに言

いましたとおり、生徒児童の安心・安全をと、

これまでは義務教育施設、それに準ずるもの

を中心として町は取り組んできたわけでござ

います。 

 その中において、現在改修に取り組んでい

る町総合体育館に隣接する内灘町武道館は昭

和50年３月に竣工され、現在に至るまで中学

校体育授業で使用され、同じく部活動でも毎

日のように使用されております。 

 私としては、この武道館が義務教育に準ず

る施設に充当すると思うわけですが、本町の

施設的位置づけとして内灘町武道館は義務教

育に準ずる施設であるかないかをまずお聞き

したいと思います。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 生田議員の内灘町

武道館は義務教育施設に準ずる施設であるか

どうかという問いでございますけれども、今、

ご質問の中にもありましたように、町総合体

育館のように授業の場として恒常的に用いら

れるということになれば義務教育施設に準ず

る施設であると認識をいたしております。 

 したがいまして、平成24年の４月から武道

が正式に体育教科として用いられるというよ

うな事態になれば、内灘町武道館は義務教育

施設に準ずる施設になると、そのように考え

ております。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 この義務教育に準ず

る施設であるという今答弁をいただきまし

て、この内灘町武道館と同時に中学校敷地と

一体となった敷地、中学校には一般的に言い

まして上のほうの一体となった敷地が今言う

ておる敷地になるわけでございますけれど

も、これにはその他の町施設も含まれるわけ

であります。 

 昭和56年６月１日に施工されたいわゆる新

耐震基準と言われる建築基準法に適合しない

建築物で、まだ耐震改修をしておらず、現在

予定のない施設の建築年月日と耐震改修を実

施されたかどうかの有無をお聞かせくださ
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い。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 内灘中学校の隣接

といいますか、一体化した、その土地の中で

の体育施設の耐震状況をお尋ねでございま

す。 

 施設としては、総合体育館、武道館、弓道

場、相撲場、学校給食共同調理場、この５つ

が一体的な施設と考えてよいのではないかと

思います。 

 このうち、順番に申し上げますと、建築年

月日は総合体育館が昭和51年３月、武道館も

昭和51年３月、弓道場が昭和52年３月、相撲

場が昭和54年10月、学校給食共同調理場が昭

和58年３月となっております。 

 したがいまして、56年の６月のいわゆる新

耐震の基準以降のものは学校給食共同調理場

のみでございまして、総合体育館、武道館、

弓道場、相撲場につきましては、それより前

の施設ということになっております。 

 この４つの施設のうち、総合体育館につき

ましては耐震改修の工事を行うことでもう事

業が開始されております。残りの３つ、武道

館、弓道場、相撲場につきましては、今のと

ころそういった耐震改修の工事のための準備

はしておりません。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 今ほど中学校に関し

ての敷地一体となった施設に関しての答弁い

ただきました。 

 説明があったわけでございますけれども、

先ほど教育長言われたとおり、平成24年４月

に新学習指導要領が実施されるということ

で、選択制ではありますが武道必修というも

のが盛り込まれました。内灘中学校では、こ

れまでも体育の授業で日本武道として柔道を

取り入れてきましたが、この新学習指導要領

が実施されることにより、より授業で武道館

が積極的に使用されるものと思います。 

 このような状況下で武道館が使用されれ

ば、先ほど答弁いただきましたとおり、義務

教育施設に準ずる施設という以上に義務教育

施設と言っても過言ではない施設になってく

るんじゃないか、そう思います。 

 また、夜間はたくさんの児童や町民の方々

が武道に取り組んでおられ、義務教育で武道

に取り組む中学校の生徒、そしてそれに取り

組む児童や町民の安心・安全のために早急に

耐震診断を行い、改修に向けて取り組んでい

ただきたい、この点について方向性をお聞か

せください。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 生田議員のご質問

にお答えいたします。 

 平成24年４月から保健体育の教科に武道が

入ってまいります。そうなりますと、内灘町

の武道館で柔道が行われるということになる

わけでございます。 

 先ほども申し上げましたように、正課の授

業としてその施設が用いられる場合には、た

とえそれが社会体育施設であっても義務教育

施設に準ずる施設という認識に立ちますの

で、この武道館につきましては平成24年の４

月までに耐震補強が必要ならきっちりと補強

するという、そういったための耐震診断、そ

ういったものを早急に取りかかりたいと、そ

のように考えております。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 今ほど答弁ありがと

うございました。 

 平成24年４月１日にその新学習指導要領が

実施されるわけでございますけれども、済い

ません、もう一度確認させていただきたいん

ですが、平成24年４月１日から取り組むので

はなくて平成24年４月１日までに耐震改修を

実施し完了しているという、そういう見解で

よろしいでしょうか。 
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 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 今ほどのご質問に

お答えいたします。 

 平成24年４月には耐震改修を終えている、

地震に対しても安全な施設で授業をしていた

だくと、そのような状況をつくりたいと、そ

のように思っております。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 大変明解な答弁あり

がとうございました。 

 平成24年４月１日までに耐震改修を実施し

て完了していくと、そういうふうに受け取っ

たわけでございますけれども。 

 また、その耐震改修とあわせて、現在行わ

れております総合体育館、これと同様に、耐

震改修とあわせたバリアフリーとか、私がち

ょっと目指しております大会の誘致実施など

内灘町への交流人口の増加、そういったもの

とともに利用者のニーズに合わせた改修など

を取り入れるといった考えはないか、お聞き

いたします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 耐震補強の工事に

関連して、その施設にさらに別の価値を付加

してはどうかという、そういうご質問だと認

識いたします。 

 この件につきましては、耐震診断の結果に

よりますけれども、まず基本的には耐震を完

全にやるということ、それから詳細なという

か微細なそういったバリアフリーであるとか

そういったものも、取り入れられるものはそ

のときには取り入れたいなと、そのように思

っております。 

 ただ、大きな大会を誘致できるようなそう

いう施設に大々的に改修するということにな

りますと、その財源という問題も非常に大き

な課題になろうかと思うわけでございます。

現在計画いたしております総合体育館のよう

に、国の経済対策としての臨時交付金という

ような非常に有利な財源の制度があるという

ような状況であれば、そういったことも極め

て可能性の高いことかなと思いますけれど

も、その財源の状況あるいは耐震診断の結果、

そういうものを見据えて対処したいと考えて

おります。 

 ただ、これまでの義務教育施設を耐震改修

してきた中では、多くは改修ということも工

事に手戻りというか、耐震工事をやったその

後でまた何年かして大きな改修をせざるを得

ないという、そういう非効率を避けるために

一体的に対応してきた。今回の保健センター

もそうですけれども、そういった財源の効率

的な使用ということも当然加味してその耐震

診断の結果を見て、そしてまた財源の状況も

見て最善の方策を選択したいと、そのように

考えております。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 今ほど耐震改修を最

優先との答弁をいただきました。 

 先ほども言いましたとおり、やはり耐震改

修と同時に、教育長言われましたとおり、そ

ういった工事をあわせてやることは二度手間

にならないというか、そういったふうで非常

に大切なことやと思うんです。 

 そして今、町の総合体育館、これが非常に

町にとって有利な財源で補助を受け入れてや

られておるという、こういったものが今後出

てくる可能性もあるわけであります。 

 それに関しまして、耐震調査を行ってから

耐震の設計段階に入ると思うんですけど、そ

の時点でやはりそういったことも、バリアフ

リーや省エネ対策、そして利用者等の現場の

声を取り上げたそういう設計をして費用の試

算等も検討していっていただきたいと思って

おりますので、この辺を少しお聞かせいただ

きたいと思います。 
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○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 今ほどのご質問に

お答えいたします。 

 総合体育館は、そのようにして耐震の調査

を早い段階でしていたことから、かなり大き

な事業費を速やかに消化することができたと

いうことがございます。 

 したがいまして、今度の武道館の件につき

ましても耐震調査を速やかに実施できるよう

努力をしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 生田勇人議員。 

○１番【生田勇人君】 最後になりますけど、

こういった施設の耐震改修は今後いろいろと

あると思うんです。そして今後、優先度に応

じて耐震改修が実施されると思いますが、せ

っかく耐震改修をして施設を今後も長く使わ

れるわけでありますから、同時に改修できる

ものは改修して、あのとき、耐震改修のとき

にこういった工事を一緒にやっておけばよか

ったとなることのないよう、そういった改修

を目指していただきたいと思います。 

 このことを申し添えまして、私の一般質問

を終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

○議長【能村憲治君】 ５番、恩道正博議員。 

   〔５番 恩道正博君 登壇〕 

○５番【恩道正博君】 議席５番、恩道正博

です。 

 傍聴も皆様には、大変ご苦労さまです。 

 平成22年３月議会に質問の機会をいただき

ました。通告に従いまして、私は全問一括方

式で質問をさせていただきます。 

 質問の前に、21年度事業の特別保育事業で

金沢医科大学と連携し金沢医科大学病院内に

併設した病児保育室「すまいる」の開設式が

２月24日にあり、３月１日からオープンとな

っております。この病児保育室「すまいる」

のオープンで内灘町の子育て支援の中で最も

望んでいたサービスが実現され、このことが

仕事を持つ人たちが安心して働け、さらには

定住促進につながればと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 質問の大きな項目として、少子・高齢化に

向けた予防医療についてお伺いをいたしま

す。 

 国の医療制度改革に伴い、平成20年度４月

から国民健康保険や健康保険組合などすべて

の医療保険者において、特定健診・特定保健

指導、いわゆるメタボリックシンドローム検

診の実施が義務づけられております。該当者

は40歳から74歳の医療保険加入者及び被扶養

者が対象となっており、特定健診では、糖尿

病などの生活習慣病、特にメタボリックシン

ドローム予備軍該当者の早期発見と進行、発

症の予防を主な目的に検査が追加され、生活

習慣病予備軍に対して指導、治療が求められ

ております。 

 我が国における生活習慣病に関する患者数

は、糖尿病740万人、これは予備軍を含めます

と1,620万人、高脂血症が3,000万人、高血圧

が3,100万人と驚くほどたくさんの人が生活

習慣病にさらされております。 

 平成16年に実施された厚生労働省の調査に

よると、メタボリックシンドロームの場合、

患者数は、成人で予備軍を含めると約2,700

万人、40歳以上では1,960万人にも達すると言

われております。男性では２人に１人、女性

では５人に１人という割合です。生活習慣病

を原因とする死亡は全体の約３分の１にも上

ると推計されております。 

 厚生労働省は、医療制度改革大綱において

政策目標で、平成27年度には平成20年度と比

較して生活習慣病予防を大きな柱とし、メタ

ボリックシンドローム予備軍を合わせて25％

減少を目標としております。その内容は、１

つには40歳以上の健診、２つには保健師、管

理栄養士による栄養指導の強化を掲げており

ます。 
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 日本の医療給付費は毎年伸び続け、15年後

の平成37年には56兆円にもなると言われ、こ

の金額は国民総生産、これは平成12年度比で

行いますと約10％にも相当し、国の財政にと

って大きな負担となります。 

 政府もこの事態を厳しくとらえ、平成37年

度目標を56兆円から45兆円に縮小すべき、診

療報酬の切り下げ、高所得者の負担増、入院

日数の短縮、患者の負担増、生活習慣病対策

などさまざまな角度から削減方針を発表して

おります。中でも生活習慣病の予防に手を打

つことで６兆円もの削減効果を上げられると

しております。 

 そこで質問の１番目としましては、内灘町

における平成20年度から行われました特定健

診と保健指導についての実績はどのような結

果になっているのかをお聞きいたします。 

 質問の２番として、国の特定健診・保健指

導の目標値が平成24年度で、特定健診の受診

率が65％、保健指導の実施率が45％となって

いるわけですが、町としてはこの目標達成に

向けて具体的な施策についてお伺いをいたし

ます。 

 質問の３番は、町はそれ以前に、健康増進

のために平成17年度から19年度にかけてヘル

スアップ事業、これもメタボの減少に取り組

んできたわけですが、その具体的な内容とそ

の結果についてお伺いをいたします。 

 次に、先日、２月ですけれども、政務調査

のほうで、会派内灘会と波と風の会で、夕張

市の夕張市立総合病院を平成19年４月１日か

ら経営を引き継ぎ、医療法人夕張希望の杜の

理事長として夕張医療センターを立ち上げ、

経営者として、なおかつ一人の医者として破

綻した地域医療に取り組んでおられる村上智

彦先生にお会いしてきました。 

 先生は、午前中は外来診療、午後からは訪

問診療の忙しい中を今現在取り組んでおられ

る地域医療についてお話を聞くことができま

した。その中で先生の話では、夕張市の高齢

化率は42％と高く、地域医療の取り組みとし

て病気にならないための予防医療に力を注い

でいること、すなわち住民一人一人が自分の

健康は自分で守るという健康意識の向上、そ

して医療は目的ではなく相互の扶助であり、

高齢化が進む中で生きがいを与えるのが医療

であると力強く話しされておられました。 

 具体的には、老健入所者全員に肺炎球菌ワ

クチンとインフルエンザワクチンの併用接種

と、日常的には衛生士による口腔ケアを実施

したことで肺炎患者が出なくなったこと、そ

れと肺炎球菌ワクチンの接種で心筋梗塞、脳

梗塞を50％抑えられるという話もされており

ました。すなわち、住民の健康意識を高める

には予防接種と健診率の向上が欠かせない相

互関係にあり、夕張の健康づくりを進めた結

果、１年間で２億8,000万円の医療費が減少

し、夕張の財政に大きく貢献しているとのこ

とでした。 

 これまでの夕張破綻はしましたけれども、

近い将来、こうすれば夕張みたいになるよと

言われる日を夢見て職員一同頑張っていきた

いとの熱い思いを語っておられました。 

 質問の４番としましては、内灘町も確実に

高齢化が進んでいるわけですが、国保の健診

や保健指導の結果は今後は町が管理すること

になり、その中で総合的な評価が事業全体を

改善する仕組みをつくることが可能になるわ

けです。町民と医療機関相互の機能分担、行

政と町民、それと医療機関相互の協働による

地域医療の確立が重要なわけで、医療と保健

及び福祉が密接な関係を図り、町民がみずか

らの健康を全うし、健康長寿を推進するため

の条例などについて今後制定する考えがない

のかをお伺いをいたします。 

 質問は以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 恩道議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 
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 私からは、少子・高齢化社会に向けた予防

医療についてお答えしたいと思います。 

 高齢化の進展や疾病構造の変化に伴いまし

て、国は国民の健康増進の総合的な推進に関

する健康増進法を平成14年に施行をしておる

わけでございます。また、少子化の到来によ

りまして、高齢者を支える現役世代の減少は、

年金・医療問題等に象徴されるような国の根

幹を揺るがすような大きな事態となっており

ますし、私も大変重要な課題であると認識を

しているわけでございます。 

 私は、今議会定例会の提案理由の説明の中

で述べましたように、平成22年度の重点施策

に「五つのＫ」を上げ、その一つとして健康

施策を取り上げております。 

 内灘町の高齢者の１人当たり医療費は、県

内市町の中でワーストクラスの高さであると

以前から言われておりまして、その高い要因

は、議員ご指摘のように生活習慣に起因する

病気であると、そんな分析がされているわけ

でございます。医療費が高いイコール重症化

の高齢者が多いという図式も伴いますので、

予防医療にウエートを置いた健康増進のため

の施策を強力に推進する必要があると考えて

いるわけでございます。 

 生涯現役で人生を謳歌するために、心身と

もに健康でなければならないわけでございま

す。健康こそが幸せの源であるとの信念から、

今後とも健康づくりの施策を推進してまいり

たいと思っているわけでございます。 

 なお、個々の質問につきましては担当課長

から答弁させますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長【能村憲治君】 重原正健康推進課長。 

   〔健康推進課長 重原正君 登壇〕 

○健康推進課長【重原正君】 恩道議員の特

定健診・特定保健指導の実績についてお答え

します。 

 特定健診の制度が始まり２年がたちまし

た。健診受診率は、平成20年度は制度改正の

影響があり、目標受診率30％にわずかに届か

ない29．2％でした。今年度は暫定受診率で34．

3％、目標の32％を上回りました。 

 保健指導については、平成20年度の実績で

は実施率は38.2％で保健指導実施率の目標値

20％を大きく上回りました。今年度の保健指

導実施率は、最終結果が確定しておりません

が暫定ながら41.2％となっており、目標値の

20％を上回っております。 

 次に、特定健診等受診率の目標達成のため

の施策についてお答えいたします。 

 受診率向上に向けた取り組みとしまして

は、平成21年度は、健診未受診者に勧奨案内

を送付し、向陽台、宮坂、千鳥台の３地区を

受診率向上のためのモデル地区として町会や

老人クラブといった地区組織に対して啓発活

動を実施したところ、前年度比で６ポイント

から14ポイントの受診率の向上が見られまし

た。 

 平成22年度は、21年度の成果を踏まえ、未

受診者に対する勧奨案内の送付を継続し、全

地区で受診勧奨の啓発教室を行う予定として

おり、さらなる受診率の向上を目指しており

ます。 

 特定保健指導の実施率については、最終目

標値の45％に近づいているものの、初回面接

をしてから６カ月後の評価までの期間で中断

してしまう方も少なくなく、今後の課題とな

っております。 

 今後は、保健指導を効果的に実施するため

に、毎月、保健師、栄養士の保健指導連絡会

を実施し、専門職員の指導力等のスキルアッ

プを図りたいと考えております。 

 次に、ヘルスアップ事業の内容と結果につ

いてでございますが、町国保被保険者の医療

費の使い方で特徴的なのは、１年間に使う１

人当たりの平均医療費が０歳から74歳の若い

世代は低く、県内市町の中でも下位に位置し

ております。一方、75歳以上の高齢者世代の

１人当たり平均医療費は高く、県内市町の中



 －78－

でも常に上位に位置していることでありま

す。 

 そこで、高齢者の高い医療費の使い方を分

析してみました。その結果、65歳以上の被保

険者割合は全体の35.5％で全医療費の64.5％

を使っており、その高齢者の医療費のうち、

脳梗塞、心筋梗塞といった循環器系の病気や

糖尿病等の内分泌系の病気、さらには糖尿病

を起因とする腎症などの尿路性器系の病気な

ど、生活習慣病による医療費が全体の約44％

を占めていることがわかりました。 

 そこで町は、健康増進と国保医療費の抑制

のため、平成17年度から19年度まで国の補助

を受け、国保ヘルスアップ事業として生活習

慣病予防セミナーを行ってきました。この事

業は、まさに20年度から始まった特定健診・

特定保健指導を見据えての事業でありまし

た。 

 内容は、６カ月間の事業で体のメカニズム

や栄養についての講義、グループワークと運

動実践、そして個別に目標設定と実施確認を

行いました。評価は、毎回測定する体重、セ

ミナーの前後に測定した腹囲、健診と同じ項

目の血液検査、さらには内灘町では糖尿病の

方が多いため、糖尿病の重要な検査である糖

負荷試験も行いました。 

 事業の成果ですが、参加者は31人でしたが、

血圧や中性脂肪、血糖、ＬＤＬコレステロー

ルといった値は体重の減少とともに改善さ

れ、体重と糖尿病の指標であるヘモグロビン

Ａ１ｃとの相関関係では、体重が減った方は

明らかに値がよくなっていました。また、糖

負荷試験の結果は、セミナーの開始前に糖尿

病型であった方が８人いましたが、６カ月後

には２人に減っています。 

 このように、薬も飲まず、食事と運動など

で生活習慣を改善できた方は体重が減り、内

臓脂肪も減り、血液検査の結果がよくなって

います。 

 次に、地域医療の確立を前提とした健康長

寿を推進するための条例の制定でございます

が、全国の他自治体では、公立病院等の医師

不足による産婦人科や小児科など診療科の閉

鎖や病院の経営難等の問題が表面化し、地域

医療の提供体制が大きな課題となっておりま

す。 

 幸いにして、内灘町には緊急入院によって

治療を受けられる特殊で専門的な医療を担う

３次医療の金沢医科大学病院を核として、日

常的な疾病を対象とする１次医療の診療所が

町内や近隣する金沢市には多数点在しており

ます。 

 これら医療機関の協力を得、特定健診を実

施いたしておりますし、金沢医科大学病院や

町内の一部診療所においては特定保健指導も

実施いたしております。 

 このように多数の医療機関と連携、協力し、

予防医療に取り組んでいるところでございま

す。 

 特に内灘町と金沢医科大学は連携協定を締

結し、５歳児健康診査、母子の健康情報を登

録して活用するライフ・ケア・オン・デマン

ド事業など健康づくりに関するさまざまな事

業を連携し、展開しているところでございま

す。 

 したがいまして、現状において内灘町の地

域医療の確立を推進するための条例制定の必

要性は低いと考えておりますが、健康長寿を

推進するための条例の制定については、今後

研究を重ね見きわめていきたいと考えており

ますので、ご理解賜りたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 恩道正博議員、答弁

が終わりました。再質問ございますか。 

○５番【恩道正博君】 ええ。今ほど担当課

長からありましたけれども、内灘町の場合、

医科大も含めて、そういう医療機関等に関し

ては恵まれているわけですけれども、改めま

して一人一人のいわゆる自分の健康は自分で

守るという、その施策についてちょっと再度

お伺いをいたします。 
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○議長【能村憲治君】 重原正健康推進課長。 

   〔健康推進課長 重原正君 登壇〕 

○健康推進課長【重原正君】 今ほど恩道議

員の自分の健康は自分で守るという施策につ

いてでございますが、先ほど答弁した内容の

中に関連してきておりますが、まず啓発する

ということが一番大事であるということで、

特定保健指導を実施する上において実施率が

まだ目標の45％に届いていないという中で、

保健師、栄養士などの連絡会と申しますか勉

強会を開催して、その中でそれぞれの専門職

の職員の指導能力のスキルアップを図ってい

き、その中で各地区の組織に出向きまして講

習会、研修会を開いていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 恩道正博議員、答弁

が終わりましたが、よろしいですか。 

○５番【恩道正博君】 はい、ありがとうご

ざいました。 

 これで質問は終わりますけれども、今の長

寿社会を目指して、改めてそういう施策を進

めていっていただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○議長【能村憲治君】 ６番、北川悦子議員。 

   〔６番 北川悦子君 登壇〕 

○６番【北川悦子君】 ６番、日本共産党、

北川悦子です。一問一答方式で質問いたしま

す。 

 けさ、皆さん新聞を、一面記事を見られて、

核密約問題がどの新聞にも一面で見出しが大

きく載っていたかと思います。日米間の密約

問題に対する外務省の有識者委員会報告書が

昨日公表されました。 

 日米密約問題の解明は、鳩山由紀夫政権の

選挙中の公約でもありました。有識者委員会

は岡田外相が政府発足直後設置したもので、

日米密約など４件の検証を行ってきました。 

 日本共産党は、資料提供などで調査に努力

してまいりました。有識者委員会報告書は、

最大の焦点である日米核密約について密約文

書の存在は認めています。しかし、暗黙の合

意などと明確な合意は存在していなかったと

しているのは重大だと思います。 

 報告書は、これまでの政府が核積載艦の寄

港を黙認してきたことを、事実に反する明白

なうそをつき続けたと非難しています。黙認

してきた責任が問われるのは当然ですけれど

も、密約がないのに寄港が黙認されてきたと

いう報告書の説明では、それに対して今後政

府はどういう態度、手段をとるのか、新たな

矛盾を引き起こすことになります。 

 核密約問題は過去の問題ではありません。

鳩山政権は核密約をきっぱり認めて廃棄し、

非核の日本に進む実効ある措置をとることが

求められていると思います。 

 以上申し上げまして質問に入らせていただ

きます。 

 きのうの質問にもありましたけれども、急

激に悪化している雇用、暮らしの問題につい

て、「ハローワークへ何度となく足を運んで

いるけれども仕事が決まらない」「仕事がな

く、もう自営業が続けられない」、また友人

からも「工場を閉じました。３月でアパート

へ移ります」という手紙が届きました。深刻

な不況が続く中、働きたい、仕事を求め、悩

み苦しんでいる方々がふえています。清水議

員の質問にもありました、町独自の雇用対策

が本当に必要だと思います。 

 と同時に、税の滞納が関連してくるかと思

いますが、滞納者の実態と対応をまずお尋ね

したいと思います。 

○議長【能村憲治君】 北雅夫税務課長。 

   〔税務課長 北雅夫君 登壇〕 

○税務課長【北雅夫君】 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 まず、私ども税務課で町税の滞納につきま

して日ごろの業務の中でつかんでいる実態で

ございますけれども、議員ご指摘のとおり、

昨今の経済状況を反映いたしまして収入が減

ったりなくなったりした方というのがふえて
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くる傾向にあるというふうに分析しておりま

す。 

 その一方で、近年は比較的低い税額であっ

ても滞納する、あるいはたび重なる催告を経

なければ納税に応じないといったように、言

いかえれば納税に関する義務意識というのが

比較的希薄というか低いというか、税の重要

性についてご理解いただけない方というのが

増加傾向にあるというふうに考えておりま

す。 

 次に、税の未納が発生した場合の私どもの

基本的な対応でございます。 

 納期限までに納付がなかった場合、まずそ

の20日後をめどに督促状というはがきを発送

いたします。その後、催告の文書をお出しい

たします。さらには、電話や夜間ご自宅を訪

問して納付指導等の折衝を行います。まずは

納税者の自主的な納付を促す努力を繰り返し

実施しているところであります。 

 このように、できる限り早期に滞納者のお

のおのの実情の把握に努めるとともに、納税

方法のご相談などにつきましては夜間にも応

ずるなど、きめ細かく対応しているところで

あります。 

 しかしながら、再三の催告や納付指導に応

じていただけない場合、それから分割納付の

約束をしてもそれを守っていただけない場

合、長年滞納を繰り返すなど納税の意思が見

受けられない場合には、やむなく財産調査を

実施いたしまして差し押さえなどの処分を実

施しております。 

 税の徴収につきましては、公正公平な税負

担の実現がその基本でございます。大多数の

町民の皆さんは納期限を守って納付していた

だいております。その方々のためにも、滞納

事案に関しましては今後とも毅然とした姿勢

で臨んでいく所存でございます。 

 また一方で、本当に経済的にお困りの方に

つきましては、現在の景気動向や雇用状況を

勘案いたしまして、生活の状況などをお聞き

した上で納税者の実情に応じた柔軟な対応を

続けてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 その人に応じて生活

の状態をお聞きしながら柔軟にというような

お話を伺いましたけれども、石川県で、新聞

にも載せられましたのでご存じかと思います

けれどもこんなことがありました。 

 石川県のある自治体で昨年の10月30日、石

川県税事務所は県内で働くＡさんの給与19万

円のうち、住民税滞納額14万円と延滞税３万

円の合計17万円を差し押さえてしまいまし

た。通帳には２万円しか残りませんでした。

食費を購入する額も残らなくなり、相談に来

られたそうです。 

 Ａさん一家は３人の子供と奥さんの５人家

族で、11月の初めには４人目の出産を控えて

いました。給与収入が減ってきたため、払わ

ないのではなく、払うと生活ができないので

やむを得ず滞納をしたものでした。 

 滞納住民税の徴収を県税事務所に移したた

めに県税事務所は訪問して生活実態を把握す

ることもなく、本人に連絡をとることもなく、

一方的に差し押さえ、催告書を送付し、強制

執行したものでした。県税事務所は、給与は

普通預金に振り込まれたら債権になる。給与

の直接差し押さえは一定制限されています

が、預金は給与ではないと回答しています。 

 しかし、差し押さえたＡさんの普通預金は

給与支給額です。憲法25条に基づいても健康

で文化的な最低限度額の生活を営む権利、す

なわち生活保護支給相当額は差し押さえ禁止

対象になっていますので、普通預金といえど

も給与支給額まで差し押さえることはＡさん

家族の生活を脅かすことは目に見えているこ

とではないでしょうか。 

 町としてこの事例の場合、先ほどもお答え

がありましたけれども、どのように対応され



 －81－

ますか。内灘町も県税事務所へ徴収依頼をか

けていると思いますが、その実態をお尋ねし

たいと思います。 

○議長【能村憲治君】 北雅夫税務課長。 

   〔税務課長 北雅夫君 登壇〕 

○税務課長【北雅夫君】 まず、県税事務所

に対する依頼でございますけれども、21年度

に関しましては14件の案件を依頼をしており

ます。そのうち、半分の案件が完納あるいは

分割納付の道筋がついたというふうに報告を

受けております。その中では、議員ご指摘の

ような案件はございませんでした。 

 それから、私どもが差し押さえするときな

どの基本的な姿勢について再度申し上げま

す。 

 私どもが差し押さえ等の滞納処分を実施す

る際には、地方税法などの関係法令を遵守い

たしまして、適法内で、なおかつ慎重にこれ

を執行しているというところでございますの

で、ご理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 さきの実例なんかで

は、県税事務所のほうは福祉の仕事をすると

ころではないというようなことで心を鬼にし

て徴収をしてるんだというような回答があり

ました。 

 今お話を伺いまして、内灘町は町民の生活

再建を第一に考慮していただいて、接触を何

度も図って対応していっていらっしゃるとい

うことですので、今後もこういうことがない

ようにお願いしていきたいと思います。 

 次に、12月議会で国民健康保険の短期被保

険者証を１カ月以上とめ置きしている件につ

いてお尋ねをいたしました。 

 電話連絡、訪問して接触を図り、手渡して

いくということでしたが、その後の対応とと

め置き数をお尋ねしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 重原正健康推進課長。 

   〔健康推進課長 重原正君 登壇〕 

○健康推進課長【重原正君】 ただいまの北

川議員の国民健康保険の短期被保険証のとめ

置きに対する対応と１カ月以上のとめ置き数

についてでございますが、それについてお答

えいたします。 

 国民健康保険被保険者証については、毎年

10月１日に更新を行っており、原則、更新時

に１年以上滞納がある世帯には資格証明書

を、半年以上滞納がある世帯には短期被保険

者証を交付することとしております。 

 しかし、分納中の世帯、納付に前向きな姿

勢を示す世帯、面談・資産調査等によりしば

らくは定期的な納付は困難と判断される世帯

には、１年以上の滞納があっても短期被保険

者証を交付しております。 

 平成21年10月１日から平成22年２月末まで

の間に186世帯の短期被保険者証を交付して

おります。 

 現在、滞納世帯で被保険者証を交付してい

ない世帯に対しては自宅を訪問するなどによ

り短期被保険者証の早期交付と納税指導に努

めておりますが、まだ30世帯が未交付となっ

ております。内訳は、居所不明世帯が６世帯、

連絡がとれない世帯が10世帯、連絡はとれて

いるが被保険者証の受け取りに来ない世帯が

13世帯、被保険者証の受取拒否をしている世

帯が１世帯であります。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 連絡がとれたけれど

も取りに来ない世帯が13世帯ということでし

たね。とめ置きは１カ月以上しないという、

連絡をとりながらしていかないという通達も

出されているかと思いますので、この点は郵

送するなりしてしていっていただきたいと思

います。 

 保険証というものは命綱でもありまして、

町の窓口に置いていては病院へ行かれませ

ん。保険証は命と思って扱ってほしいなとい

う、もう大変なお仕事だということは重々知
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っておりますけれども、やはり保険証が手元

にないということは、保険料を払えない人が

病院へ10割負担ということはとても無理なこ

とだと思いますので、ぜひこの点はお願いし

たいと思います。 

 その次に、国民健康保険加入者の所得構成

はどのようになっていますでしょうか、お尋

ねしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 重原正健康推進課長。 

   〔健康推進課長 重原正君 登壇〕 

○健康推進課長【重原正君】 ただいまの北

川議員の国保世帯の所得構成はどのようにな

っているのかについてでございますが、平成

20年度の課税状況調査をもとに内灘町の国民

健康保険の所得構成を分析しますと、世帯全

員の合計所得がなしの世帯が全世帯の

22.8％、100万円までの世帯が24.5％、100万

から200万までの世帯が26.6％となっており、

200万までの世帯で全世帯数の約74％を示し

ております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 前回の議会で、滞納

額が１億4,000万円を超える現状と収納率が

一定以下であれば国から約1,000万円のペナ

ルティが科せられるという答弁がありまし

た。 

 保険税が前年度の所得で計算されるので、

前回も質問しましたけれども、失業や廃業で

納めたくても高過ぎて納められないという点

も原因ではないでしょうかと思いますが、い

かがでしょうか。 

 先ほども医療のところで、原因分析の中で

75歳以上の医療費が高い原因分析がありまし

たけれども、滞納の原因分析はしていますで

しょうか。していれば、その分析と対策をお

尋ねしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 重原正健康推進課長。 

   〔健康推進課長 重原正君 登壇〕 

○健康推進課長【重原正君】 北川議員の滞

納の原因の分析、対策はどのようにしている

のかについてお答えします。 

 各滞納者に対する納税指導では、滞納に至

った経緯、毎月の収入や債務等の把握等の分

析を行い、個々の世帯の経済状況に応じた分

納金額の設定や納付方法の選択を行うなど、

きめ細かい対応をしております。 

 それから次に、失業やリストラ等で前年所

得はあるけれども今の収入がないという方の

対策というか、そういう方が滞納になるケー

スが多いんじゃないかというお話の中でどう

いうふうな対策がとられるのかという内容で

ございますが、幸いにして法律の改正がこの

４月１日からありまして、これは失業やリス

トラ、倒産等によって、自分の意思でやめた

わけではなく、やめさせられたという方につ

いては、前年の所得の100分の30にして資産割

を課税するという制度が設けられる予定とな

っております。 

 これについてはまだ法律が通っておりませ

ん。この今国会の法律の中で審議されている

というふうな内容になっております。これが

通れば、議会終了後の話になるかもしれませ

んが、委員会等の中で話をし、理解をいただ

いて専決等で対応できればいいなというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 私も前回の議会の中

で、今の法律が改正されるように願っている

んですが、町としても失業や廃業になった場

合に、前年度で見られますと大変負担が多く

なりますので、そういうような点を条例の中

に入れていただきたいというようなことをお

話ししましたけれども、法律がぜひ通る、通

らなくてもしていただきたいなというような

ことを思っています。 

 それと、所得割と資産割、平等割、世帯割

との関係ですね。国民健康保険料に対しての

関係と見直しなどいろいろなパターンを現状
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とあわせて今後研究をしていただいて、どの

パターンがより納めやすく、皆さんにも負担

が少なくて済むかというようなことをまた今

後研究をしていっていただきたいなというよ

うなことを思っております。 

 よろしくお願いします。 

 次に、町立保育所の今後についてお尋ねし

たいと思います。 

 定員90名の鶴が丘乳児保育園がハマナスに

移設し定員140名、大根布保育所が大根布で90

名定員でという説明がありました。単純に考

えれば予定していた定員になりますけれど

も、ハマナスには金沢医科大分、病院内の託

児所分として入ってきます。２月の全員協議

会の資料では30名含むとなっています。 

 平成18年度の民営化方針の定員から見る

と、計算していくと少ないと思いますが、今

後予定されている千鳥台、鶴ケ丘の定員に対

しての変更等はあるのでしょうか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 北川悦子議員のた

だいまの公立保育所の今後ということでのご

質問に答えたいと思います。 

 当初、大根布保育所をハマナス地区へ、緑

台保育所を千鳥台地区へ、鶴ケ丘と鶴ケ丘東

保育所を統合して鶴ケ丘地区で開設となって

おったわけでございます。 

 しかしながら、現時点では、定員80名の緑

台保育所を千鳥台地区に定員120人規模で、ま

た、鶴ケ丘と鶴ケ丘東保育所を統合して鶴ケ

丘地区で150人規模の保育園を計画しておる

わけでございます。 

 また、大根布保育所につきましては当初ハ

マナス地区で計画しておりましたが、鶴が丘

乳児保育園の現園舎の老朽化による改築や、

金沢医科大学病院からの職員のお子様を管外

で受け入れる体制を整えてほしいということ

から適正規模を考慮いたしまして、鶴が丘乳

児保育園を３歳以上も受け入れる140人規模

の保育園といたしましてハマナス地区に移転

改築をし、大根布地区には新たに90人規模の

保育園整備を現在計画しているわけでござい

ます。 

 したがいまして、町全体の保育所数は、現

在の９園から８園になることは変わっていな

いと思っているわけでございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 鶴ケ丘保育所、鶴ケ

丘東保育所について、候補地に上がっていま

した県営住宅裏の林帯遊歩道付近等挙げられ

ておりましたけれども、現在はどのような進

捗状態でしょうか。 

○議長【能村憲治君】 答弁ですか。 

○６番【北川悦子君】 お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長【能村憲治君】 田中徹町民生活課長。 

   〔町民生活課長 田中徹君 登壇〕 

○町民生活課長【田中徹君】 今の鶴ケ丘地

区の候補地の現況でございますが、町の林帯

を当初考えておりましたが、当該地が市街化

調整区域であることから法的な縛りが多く、

現在、鶴ケ丘地区内で調整中ということでご

ざいます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 鶴ケ丘保育所のほう

も早急に候補地等を示していただきたいなと

思っております。 

 民営化方針に沿って進められていくと、町

立保育所は現在の６カ所から２カ所に激減し

てしまいます。 

 町立保育所は、町の保育全体のリーダー的

役割を負うわけですが、町長の提案理由に安

心こども基金を活用して保育士の資質向上を

図るとあります。具体的には力をどのように

今後入れていく方針でしょうか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 
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○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えをしたいと思います。 

 残る公立保育所の今後でございますが、向

粟崎保育所につきましては、町の基幹保育所

として保育内容の向上、子育て支援の研究・

研修、人材の養成、緊急時の対応など、行政

に課せられた役割と課題を解決する施設とし

て維持していきたいと考えております。 

 一方で、予定しております北部保育所のこ

とでありますが、将来の統廃合を視野に入れ

まして、当分の間は現状を維持していきたい

と、このように考えているわけでございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 私も若いころ、働き

続けたいという、無認可の保育園を皆さんで

つくってきました。延長保育やゼロ歳児保育、

休日保育、障害児保育、お母さんたちの要求

で町の制度として発展してきました。 

 公立保育所のよさは、何といっても公立と

いう安心感と、それから通常保育以外のサー

ビスの点から考えると安価であるというこ

と、また経験年数のある方が公立に多く、安

心して相談しやすいというようなことが上げ

られるかと思います。 

 平成16年度から運営費が一般財源化されて

運営費削減が上げられていますけれども、産

休明けからの保育等を考えても、町立保育所

をもう一つ残しておいてほしいなという、必

要があるというふうに私は思うのですが、そ

の辺は町長、いかがでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 公立保育所をもう１カ所残してはというお

話でございます。 

 私どもは民営化に移行するという話の中

で、先ほど北川悦子議員さんがおっしゃいま

したように、休日保育、深夜保育、障害児保

育、病後児保育等々さまざまな保育サービス

をしているというのが現在の民営保育所なん

ですね。 

 そういう意味では、北川議員おっしゃるよ

うに、公立が安心で民間が安心でないという

ことについては私からはそう思っていないわ

けでありますし、それゆえに民間保育園の設

立に向けた努力をしてまいっているわけでご

ざいますので、その辺につきましてはご理解

をいただきたいと思っているわけでございま

す。 

 そして、ただいまもお話がありましたよう

に、平成16年の三位一体改革後に保育所の整

備費補助金や運営費が一般財源化をされまし

て、公立保育所の運営というのは非常に厳し

い現況にあるということでありまして、町は、

今ほどお話ありましたように、平成25年を目

標年次に民設民営を進めていこうということ

でありますので、ぜひご理解をいただければ

なと、こんなふうに思っています。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 今お答えをいただき

ましたけれども、もちろん私も民間の保育園

が安心ではないというようなことは思っては

おりません。 

 私も産後からすぐ保育園、鶴が丘乳児園に

預けて本当によく見ていただきましたし、感

謝しています。病気中であっても見るのがプ

ロだというようなことで、子供本人が元気で

あれば連れてきてもいいよというようなこと

で見てもらいました。という点ではもちろん

そうですけれども、やはりこれから、今の状

態を見ていますと民営化してどんどん企業

に、行政から離れていくような気配を感じる

わけですね。 

 もちろん、今も支援しているように人件費

等については民営のところに対して支援など

もしていらっしゃるかと思いますけれども、

どうしても経営をしていく上で人件費という

点で、やはり民間の保育園はそこら辺のとこ

ろを人件費を削っていかないとなかなか経営
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が成り立たないというような問題を抱えてい

るところが多くあると思うんです。そういう

点からいってももう一つ、もちろんリードし

ていくという点において公立の保育園をとい

う、私は願っております。 

 現在の保育所の正規職員と嘱託職員、パー

ト職員数をお尋ねしたいと思います。どんな

割合になっているでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思いますが、北川議員最初に

おっしゃいました民営化されますと、公立の、

行政の手が届かなくなっていくんではないか

というご心配も今されているようでありまし

て、そんなお話もありましたが、ご案内のと

おり、私どもは民設民営の方針を、出すとい

う方針を話している中から民営化でやりたい

という、事業者にもいろんなことをお話をし

て、ともに保育所運営をしていく、そんなつ

もりでやっていますから、決して行政から手

が離れるということではないんだということ

でぜひお願いをしたいなと、こう思っている

わけでございます。 

 それから、保育士の雇用問題でありますが、

現在、町立の保育所の職員は、正規職員が27

人いますし、嘱託職員が23名、そしてパート

職員が78人いるわけでございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 パート職員は半日勤

務ということですね。 

 民営化を見込んで嘱託職員が多いと前回お

話がありましたけれども、民営化後について

の保育士の配置計画、嘱託職員と正規職員と

の割合等は今後どういうふうにしていくかと

いうような計画はお持ちなんでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問であ

りますが、民営化を見込んだ嘱託職員という

お話ありましたが、この間、私が就任する以

前もその嘱託員がおいでてパートが多いとい

うことも事実でありました。 

 それは人件費全体を削減していこうという

方向のもとでやられてきたんだと思っている

わけであります。しかし、そのことが決して

いいというわけではないんですけどね。 

 保護者の方がやっぱり安心して預けられる

というのは、本当いうと正規職員がきちんと

配置できれば一番いいわけでありますが、残

念ですけど、今ほど言いましたような経済的

な関係でそうせざるを得なかったということ

についてぜひご理解いただきたいなと、こん

なふうに思っているわけであります。 

 あと、今おいでる嘱託の皆さんやパートの

皆さんについても、例えば民設民営に移行し

た場合に、ぜひとも新しい保育園で採用して

いただけないかと、そんなことも今、これま

でもお願いしていますし、これからもお願い

していこうということであります。 

 正規職員は、今ほど申しましたように、公

立保育所もしっかりやっているという。内灘

町の保育園を代表するような保育園にという

お話もございますので、正規の職員がしっか

りとさまざまな保育サービスをしていく、そ

んなことも考えているわけでございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 今、町長もおっしゃ

っていただきました、本当に安心して子供を

預けてしていくには正規の職員のほうが本当

はいいというようなことをおっしゃられまし

た。 

 本当に子供は町の宝ですので、「三つ子の

魂百まで」と言われます。安心して預けて働

くことができるように今後もお願いしていき

たいと思います。 

 次に、嘱託職員の待遇についてお尋ねした

いと思います。 

 嘱託職員の待遇改善の質問は、今までも先

輩議員から多々あったかと思います。今回は
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通勤費に絞ってお尋ねしたいと思います。 

 嘱託職員の、県下のほとんどの自治体で通

勤費が出ていると認識をしていらっしゃいま

すでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長【能村憲治君】 大徳茂総務課人事秘

書担当課長。 

   〔人事秘書担当課長 大徳茂君登壇〕 

○人事秘書担当課長【大徳茂君】 今、県下

の市町村では、19市町村の中で今現在通勤手

当を出していないところは、うちを含めまし

てもう１カ所です。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 今伺いましたように、

県下で19市町村の中で内灘とあともう１カ

所、２カ所だけということですが、嘱託職員

のうちで通勤手当の対象となる２キロ以上の

方は何名勤務しているのでしょうか。 

 また、通勤費を支給すると概算で幾らにな

るか計算されているようでしたら、お尋ねし

たいと思います。 

○議長【能村憲治君】 大徳茂総務課人事秘

書担当課長。 

   〔人事秘書担当課長 大徳茂君登壇〕 

○人事秘書担当課長【大徳茂君】 嘱託職員

の対象者なんですけれども、今、事務補助員、

保育士、児童館等を含めまして、今現在105

名の方がおいでます。それで対象となるのは

42名の方。 

 今ほども議員おっしゃいました２キロ以上

に通勤手当が出るということで、このお金を

計算しますと月額42人の方で14万8,000円ほ

どの金額になります。それで年間にいたしま

すと178万ぐらいになろうかと思います。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 今、105名のうち42

名、14万8,000円で年間178万円というような

ことでお伺いをいたしました。嘱託職員は職

員と同等の仕事をしてもらっているわけでご

ざいますので、通勤費を支給するのは当たり

前のことだと私は思いますが、いかがでしょ

うか。 

 ぜひ通勤費を実施していただきたいと思い

ますが、その辺のところをお伺いしたいと思

います。 

○議長【能村憲治君】 大徳茂総務課人事秘

書担当課長。 

   〔人事秘書担当課長 大徳茂君登壇〕 

○人事秘書担当課長【大徳茂君】 本町では、

その業務の内容に応じて嘱託職員を採用して

おります。 

 それで、採用する際には町の広報やホーム

ページ等で公募して、その公募の掲載には応

募資格、勤務条件等を明記して募集をいたし

ております。また、職員を採用する場合は、

町の臨時及び嘱託職員に関する規程というも

のがありまして、その勤務に係る条件等を本

人に説明をいたしまして、採用前に承諾書を

提出していただいております。 

 これまで嘱託職員の待遇改善については、

本町の子育て支援の推進の観点から、育児休

暇等の規定を設けるなどして改善を図ってお

ります。また、嘱託職員には、研修時に正規

の職員と変わらないように参加させるととも

に、個々の能力を身につける意味でも技能検

定等の資格を、本人の申し出がありましたら

受けさせるようにしております。 

 今の通勤手当につきましては、職員の通勤

に係る、議員おっしゃいます費用弁償的な性

格を有するものでありますが、現在支給して

います各嘱託職員の月額賃金は通勤手当も考

慮しまして算定をしてあります。近隣市町よ

り高い月額賃金を設定してありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 こうしたことから、嘱託職員の待遇改善に

つきましては、その職責と月額賃金、雇用条

件、さまざまな観点から総合的な検討が必要

かと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○休   憩 

○議長【能村憲治君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後１時とします。 

           午前11時58分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分再開 

    ○再   開 

○議長【能村憲治君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 北川悦子議員。 

   〔６番 北川悦子君 登壇〕 

○６番【北川悦子君】 じゃ、午前中に引き

続きまして、嘱託職員の通勤費についてお尋

ねしたいと思います。 

 先ほどお話がありました嘱託職員が近隣の

市町村の給与と比べて内灘町は高いというよ

うなお話がありまして、通勤費も中に入って

いるような、そういうようなお話がありまし

たけれども、内灘町は給与の点からいきます

と、前はボーナスがありましたけれども、そ

れをならしたことがありますね。その分が上

がってきたという点等があります。 

 そういうようなことを考えましても、県下

で２カ所のみ、また民間等も考えてみますと

働く条件として、やはり通勤費というものは、

働かせ方というようなところを見ますと、や

はり考慮していくべきだと思いますので、今

後前向きに検討をしていっていただきたいと

思いますが、その点だけよろしくお願いいた

します。 

○議長【能村憲治君】 大徳茂総務課人事秘

書担当課長。 

   〔人事秘書担当課長 大徳茂君登壇〕 

○人事秘書担当課長【大徳茂君】 北川悦子

議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほどもお答えをいたしましたが、嘱託職

員の待遇改善につきましては、その責務と月

額賃金、雇用条件など、また職務内容、近隣

市町の状況、また正規職員とのバランス等を

考えて総合的な検討が必要であると考えてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 ぜひ内灘町でも嘱託

職員であっても通勤費が出るように、実施を

されることを望んでおりますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、最後の質問になりますけれども、ほ

のぼの湯についてお尋ねしたいと思います。 

 議案第20号でサイクリングターミナル条例

及び内灘町福祉センター条例の一部を改正す

る条例が出されています。 

 中学生以上370円から400円に、小学生児童

150円から100円に値下げをするものです。４

歳以上は今までどおり、また65歳以上の方た

ち、障害のある方たちも現状どおりというこ

とになっておりますけれども。なぜ値上げを

するかというところで、県の公衆浴場料金が

平成21年度より420円値上げ改定されたこと

と、また福祉センターの公共下水道接続等に

伴う費用負担として接続工事費等が776万

8,000円、それからランニングコストとして

563万4,000円、これは20年度の水道使用料と

いうことで算定されていますので、福祉セン

ターが運営しなくなっていますのでその点が

もう少しだけ減るかと思いますけれども、そ

ういうところでこの案が出てきているわけで

ありますけれども。 

 親子でワンコイン入浴という点では、最近

子供連れの方がふえているのでうれしい話で

すが、この大人の値上げ案について、入浴者

が現在よりも値上げという点で減れば現在よ

りも200万円ぐらい赤字になってしまうとい

うわけでありますけれども、入浴者をふやす

点で春オープンの海賊船の大型遊具のみにか

けるのではなくて、他に楽しいイベントなど

検討してみてはいかがでしょうか。そういう

ようなお考えをお持ちなのでしょうか。まず
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はお尋ねしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 田中徹町民生活課長。 

   〔町民生活課長 田中徹君 登壇〕 

○町民生活課長【田中徹君】 北川悦子議員

のご質問にお答えしたいと思います。 

 ことしの春、新たな海賊船が総合公園内に

完成する予定でございまして多くの皆様が総

合公園を訪れることが見込まれますので、今、

議員さんおっしゃいましたとおり、親子連れ

も含め多くの方々にご利用いただけるよう、

指定管理者である内灘町公共施設等管理公社

と協議をしてまいりまして、利用増につなが

る工夫をしてまいりたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子さん。 

○６番【北川悦子君】 ほのぼの湯は、皆さ

んもそうであろうかと思いますけれども、足

の痛い方なんかもあそこのおふろへ入ってい

ると治ったとか、また疲れたときにもほのぼ

の湯に浸かってとても疲労が回復するとか、

とても評判がいいので、そういうようなとこ

ろをもっともっと宣伝をしていただいて、親

子のとてもお得な券とかいうようなことで、

やはり働きかけないとたくさんの方々が来て

もそのまま帰ってしまうというようなことも

あるかと思いますので、積極的に働きかけて

ほしいなと思います。 

 また、現在の回数券の販売状況と、もしわ

かりましたら入浴回数との関係はどのように

なっていますでしょうか。 

 そしてもう一つ、他の町では10回の回数券

のおまけが３回分また入浴できるというよう

なところもありますし、また５回の回数券に

１回分のおまけをつけて入浴できるというよ

うなところもあります。 

 立派な回数券を別につくらなくてもいいか

と思うんです。津幡町なんかは、私も行きま

したところ、簡単な名刺ぐらいの大きさに升

目を書いてありまして、そこに判こを押して

いただくと。５回分のお金を払って６回押せ

れるようにというようなところもあります。 

 ５回の回数券を発行していただければ

2,000円、4,000円はちょっとという方も、金

沢ぐらいの近隣から来られた方が2,000円ぐ

らいであれば、じゃ、とってもいいお湯だっ

たんでまた来ようかなということで夫婦でい

らっしゃれば３回分というようなことで、お

金を払ってそのまま忘れてしまうということ

もあるかもしれないけれども。 

 というようなことで、求めやすい回数券な

んかを発行していただいて、遠方から来た家

族連れの方などにももう一回内灘町を訪れて

いただくようなチャンスをほのぼの湯からも

発信していただければなと思うんですが、そ

のような点はいかがでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 田中徹町民生活課長。 

   〔町民生活課長 田中徹君 登壇〕 

○町民生活課長【田中徹君】 ただいまの北

川悦子議員の質問にお答えいたします。 

 まず最初の回数券の販売状況とその使用に

つきましてですが、回数券、平成20年度、昨

年度全体で約7,100冊売れております。その７

割以上が100円券の11枚つづりということで、

70歳以上の方を対象にした回数券でございま

す。 

 ただ、その回数券を使用して入場されたと

いうカウントは今とってございませんので、

そのうちどれだけが使われたというのはデー

タとしては持ち合わせてございません。 

 それから、２点目の他の町では10枚に３枚

のおまけとか５枚に１枚のおまけとか、そう

いう回数券が出ていますと。内灘町は現在10

枚に１枚のプラスになっておりますが、その

件についてお答えしたいと思います。 

 町のほうでその回数券の部分について条例

で定めるという考えはございません。ただ、

ほのぼの湯の料金制度というのが利用料金

制、地方自治法で定める利用料金制を採用し

ています。この中身については、指定管理者、

内灘町でいいますと管理公社が条例の定める

料金の範囲内で町長の承認を得て定めるとい
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うことでなっておりますので、回数券の枚数

とその料金設定につきましても管理公社と協

議をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 北川悦子議員。 

○６番【北川悦子君】 最後ですけれども、

やはり回数券のうちの３割程度が通常の370

円の回数券ということになるかと思いますけ

れども、370円ですと3,700円ということで、

やはりもう少し低額ですと買ってみようかな

というようなことで利用促進にもつながるん

じゃないかなという思いがありますので、私

の経験からもそういうところがありますの

で、管理公社のほうに柔軟に考えていただく

ようにお願いをしていただくようにいたしま

して、私の質問は終わらさせていただきます。 

○議長【能村憲治君】 ７番、夷藤満議員。 

   〔７番 夷藤満君 登壇〕 

○７番【夷藤満君】 議席番号７番、自由民

主党、夷藤満でございます。 

 平成22年第１回内灘町定例会において町政

一般質問の機会を得ましたので、通告に従い

質問をさせていただきます。答弁に当たりま

す町長並びに部課長には前向きかつ今後に期

待の持てる答弁をお願いいたしまして、質問

に入らさせていただきます。 

 傍聴者の皆様におかれましては、足元の悪

い中、本会議場にお越しいただき、まことに

ありがとうございます。 

 さて、国会では、政治とカネについて毎日

与野党の攻防が続いております。 

 民主党が政権をとって以来、子ども手当を

初めとした普天間基地移設問題、高速道路無

料化などさまざまなマニフェストが国民の信

頼を裏切る形でぶれ動いております。その結

果、内閣支持率も40％を割り込むといった状

況でございます。 

 総理の脱税ともとれる母親からの献金問題

では、約２億円もの追徴金を現金で支払うな

ど、国民に対する説明では「他の人より少し

裕福だった」と答え、国民をばかにしたよう

な発言で説明責任が済まされたとは思えない

のであります。 

 こうした中、母親から１カ月約1,500万円を

もらっている総理大臣が、国民の苦しみ、痛

みなどわかるはずがないと国民が怒っている

ことさえわかっていないのではないでしょう

か。 

 小沢一郎氏問題にしても、秘書、若い議員

だけが起訴されるなど、まるでトカゲのしっ

ぽ切りといったような、何もなかったような

顔をしてこの日本の政治を動かす、そういっ

た政治家が日本を悪くしているのではないで

しょうか。 

 また、今議論されているゴールデンウイー

ク分散化の担当委員会で委員会委員の議員か

ら述べられた言葉は「国民の皆さん、もっと

お金を使ってください」、この言葉をどうい

うふうに皆さんはとらえるでしょうか。今、

本当に国民の状況を理解しているのか疑問で

なりません。国民が今一番望んでいるのは、

景気回復、雇用の安定ではないでしょうか。 

 「いのちの政治」と総理はさらりと言いま

すが、世界不況の中、雇用問題を最重要課題

の一つとして真剣に議論することが本当の

「いのちの政治」と言えるのではないでしょ

うか。 

 また、北教組の問題も、ねじ曲げられたま

まの真相は、労働時間中、仕事の時間にお金

を使い組合活動をし、応援してきた候補者に

1,600万円もの資金提供をするなど組織ぐる

みでの違反行為を行うなど、教師としてある

まじき行為だと思います。一生懸命頑張って

おられる先生方もたくさんおいでるのにもか

かわらず、一部の人たちによる献金問題ばか

りが取り上げられて非常に残念でなりませ

ん。 

 本当にこのままの体制でよいと思われます

か。このような先生方が教えておられる生徒

は大変かわいそうに思います。私がこれから
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述べようとする道徳について、曲がった                              

考えの先生が道徳を語れるでしょうか。非常

に心配でなりません。 

 また、私は政治に対して、政府に対して、

これ以上地方に負担をふやすことのないよう

要望いたしまして、質問に入ります。 

 その前に先日、町長から提案理由の説明が

ありました。その中で「五つのＫ」は、これ

からお聞きする私の質問に直結するすばらし

い提案だと思います。「誰もが、いつでも、

安心して安全・快適に暮らせるまち」を目指

し、全力を挙げて取り組んでまいります」と

力強く宣言されましたことは大変うれしく思

います。私も町長に負けないくらいこの内灘

町を愛しております。 

 大変前置きが長くなりましたが、質問に入

らさせていただきます。 

 学校教育の中の道徳の時間について、その

中でもアニメを道徳の授業に取り入れる考え

はないかについてお聞きしてまいります。 

 この中では少しずつ質問内容が前後するか

と思いますが、端的にお答えをいただければ

なと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 文部科学省の学習指導要領では、小学生は

１年間で35時間、中学校でも35時間の道徳の

授業を行うことになっておりますが、これで

十分な道徳の教育ができるとお思いでしょう

か。町の考えをお聞かせください。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 夷藤議員のご質問

にお答えをいたします。 

 学校教育における道徳教育の時間が道徳の

35時間だけで十分かというご質問でございま

すけれども、この35時間だけの道徳の時間で

あるならば、議員おっしゃるとおり、道徳の

授業時間としては不足だと、そのように思っ

ております。 

 ただ、学習指導要領の中でも定められてい

ることでありますけれども、道徳の授業の35

時間だけではなく、他の教科や学校生活のあ

らゆる場面をとらえて道徳教育が計画的に行

われているというのが学習指導要領に定めて

おる道徳の現状でございます。 

 それらは、道徳の時間35時間を核として、

その内容と関連づけられながら進められてお

るわけでございまして、特にその道徳的な価

値を学ぶだけにとどまらず、その道徳的な実

践力が求められておることから、長い時間を

かけて子供の毎日の生活の中で醸成していく

という、そういう体制をとっておるわけでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 教育長、大変すばらし

いお答えありがとうございました。 

 その道徳の授業、これからまた少しずつお

聞きしていくわけでございますが、この道徳

の時間を他の時間と振りかえたり、突発的な

事故、いわゆるインフルエンザなどで学校に

来れなかったようなときの、振り返えなどに

この授業を使っていることはありませんか。

お聞きします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 台風であるとかインフルエンザ、そういっ

た事情から学校の授業時間が欠けたり変更に

なったりするということは、道徳に限らず、

あらゆる教科であることでございます。この

場合、毎月の授業実施の時数集計をもとにい

たしまして、確実な回復、予定時間の確保と

いうことを行っております。 

 年間学習計画に照らし合わせて履修漏れが

ないかどうか、管理職が常に管理を行ってお

りますし、教育委員会におきましても年度末

には履修漏れ等がないか、その実施状況につ

いて詳細な調査を行っているところでござい
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ます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 本当にすばらしいお答

えで、ありがとうございます。 

 次に、先ほどの答弁にもありましたが、核

家族化が進む中、これまでのように生活の中

で自然に道徳を教わり、また地域のさまざま

な取り組みの中でこれまで道徳を教わってき

たわけでございますが、地域の交流や人口が

少なくなるにつれ、近所のおじいちゃん、お

ばあちゃんとのつき合いが薄れてきた中、こ

ういった世間で、いわゆる身の回りで得れる

道徳が非常に少なくなってきているというふ

うに思うのですが、この点について、教育長、

どう思われますか。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 お答えをいたしま

す。 

 確かに夷藤議員おっしゃるとおり、最近の

子供たちは昔のよき学びの機会というか、そ

ういう環境が減っているのが現状でございま

す。 

 昔はといいますか、昔は親、兄弟はもちろ

ん、祖父母であるとか、あるいは地域社会の

人々、そういった多くの人々からその礼儀と

か思いやりとか友情、感謝、勤勉、家族愛、

郷土愛、生命の尊厳、自然に対する畏敬の念

や愛情、そういったものを自然のうちに全体

的に受けてはぐくまれるという、そういうし

つけや教育というようなものがあったわけで

ございますけれども、そういったものが最近

は社会的な人間関係の希薄さが原因してか非

常に弱くなっている。人のあるべき姿、毎日

の生活の中で自然から学んでいくとかそうい

ったものに非常に弱くなっている状況だと考

えます。 

 そういったことから、社会教育といいます

か地域社会における地域の人間的なきずなづ

くりとか、あるいは学校におけるさまざまな

体験、交わり、そういったことで道徳力をつ

けていかねばならない、そういう状況にある

と、そのように考えております。 

○議長【能村憲治君】 夷藤議員、よろしい

ですか。 

 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 適切なお答えもいただ

きまして、ありがとうございます。 

 少しちょっと視点を変えて、お聞きいたし

ます。 

 名門学習院でもいじめ問題が盛んに取り上

げられておりますが、この我が町でもいじめ

の問題が報告されているでしょうか。その点

をちょっとお聞きいたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 学校からのいじめ

の報告はございます。 

 ただ、各学校ではその未然防止、早期発見、

早期対応に努めておりまして、いじめのない

楽しい学校づくりを目指していることは間違

いございません。 

 しかし、集団の中で人と人とがかかわる場

合、必ずしも好ましい人間関係ばかりではご

ざいませんで、そこでは、時によってはいじ

めに往々にして発展するというようなことも

ままあるわけでございます。 

 学校から教育委員会へは、その深刻で解決

性に時間を要するものについて学校現場から

報告がまずございます。それらのすべてにお

いて丁寧に一人一人を大切にした解決がなさ

れていると教育委員会では認識をいたしてお

ります。 

 ただ、家庭やら学校といった、そういった

ところでも発見することが非常に困難なもの

もございます。例えば携帯メールを用いたよ

うな水面下でのいじめの発生というようなも

のになりますと、発見がかなり難しいという
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のが現状でございます。 

 そういったものも含めて、今後もその未然

防止をいかにするかということでございまし

て、万一そういうことが発生していてもその

早期発見、早期解決ができるよう、学校現場

はもちろんのこと、私たち教育行政の者もア

ンテナを高くしてその早期発見、早期解決に

努めているところでございます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 本当にどこの町へ行っ

てもいじめは多分ないということはないと思

います。 

 ３月に入ってからでも、鹿児島で中学生が

いじめによる、みずから命を絶つといったこ

とが報告されております。今年度も自殺者が

我が国では３万人を超えております。 

 この点について、町長、どのようにお考え

でしょうか。一言ありましたらお願いします。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 命のとうとさが叫ばれている今日に、なお

３万人を超える人たちがみずからの命を絶つ

ということに対して、本当に残念でならない

わけであります。我々は、行政のあらゆる手

段を通じてこうした悲惨な状況がなくなるよ

うな取り組みを、こんな問題をきっかけに取

り組んでいかないかんということを改めて感

じているわけであります。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 本当に悲しい事件とか

事故ばっかりというわけじゃなく、本当にこ

れからもすばらしい施策の中でこういった被

災される方がないように心から私も望んでお

ります。 

 次に、経済が急速に進む中、テレビゲーム

やＩＴ社会の中、子供たちが物のありがたさ

や友達とのつき合い方がわからなくなってき

ている。そういった中で、この道徳教育が非

常に有意義なものになるんでないかと思いま

すが、こういった点でどういうお考えをお持

ちでしょうか。お聞きいたします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 お答えをいたしま

す。 

 夷藤議員ご指摘のとおり、物が豊かになり

何不自由なく毎日の生活を送ることができる

という、そういう子供たちが多くなっている

ことは間違いないところでございまして、そ

れゆえにといいますか、それだからこそ物に

対する価値観も変容して、ありがたいものが

当たり前にというようになっているのではな

いかと思います。 

 衣食住、それはもう足りて当たり前、子供

たちの欲するものは高価なゲームであると

か、あるいは携帯電話といった、そういう非

常に価値の高い物、価格の高い物に移ってき

ているのが現状でございます。 

 しかし、それであるがゆえに、そういった

ＩＴ機器が子供たちに及ぼす影響というのは

非常に大きなものがございまして、影響とい

うよりも悪影響と言ったほうがいいですか、

非常に大きなものがあると考えております。 

 人間関係そのものが、そういったものに依

存すればするほど人間関係が希薄になってい

く。直接家族とか友達とか、そういう人たち

とかかわる時間といいますか、そういう皮膚

感覚の人間のつき合いというものがなくなっ

ていくというような現状にあるのではないか

と非常に危惧しているところでございます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 ありがとうございます。 

 今の子供たちは、次に泣くことが非常に少

なく感情が乏しいと言われておりますが、そ

れはなぜだかわかりますか。それは感動する

ものにめぐり会えていない。 
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 そういった感動するものというものはどう

いったものだとお考えでしょうか。考えがあ

りましたら、よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 夷藤議員のご質問

にお答えいたします。 

 感動、感激といったものは、言葉で教える、

本で教えるというようなことがなかなかでき

るものではないと私は考えております。 

 感動する人間が子供の近くにいて、美しい

ものに対する感動、悲惨なものに対する悲し

み、そういった感情の言葉、感嘆の声、そう

いう周囲の人間関係から、子供たちにはその

感動とか感激といった感情の豊かな人間が育

つと、そんなふうに考えております。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 本当に教育長のお言葉

には感銘いたします。 

 ゲームの世界が先ほどから言われておりま

すが、ＩＴ社会が進む中、子供たちはゲーム

の社会のように嫌になればリセットすればよ

いといった考えで、すぐに次の世界へ行って

しまおうとしてしまいます。すべてがリセッ

トボタン一つで済んでしまう、こういった世

の中で本当によいのでしょうか。 

 先ほどからお聞きしておりましたことを総

合的判断すると、大変教育に皆さんが力を入

れ、子供たちのためにこれから頑張っていこ

うという姿が執行部からうかがえておりま

す。 

 また、幼児教育からブックスタートを初め

とするさまざまな取り組み、加えて他市町に

先駆けて電子黒板を導入するなど、石川県じ

ゅうの注目を浴びているのも事実だと私は思

っております。 

 その中で、読み聞かせの次に目で見て感じ

ること、それがとても大切なこと、やはり目

で見て感じる、そういったことについてどう

お考えでしょうか。ご答弁お願いします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 先ほどの答弁とつ

ながる部分がありますけれども、基本的には

その人間が人間に対してじかに教えるという

のが教育の根本の姿、とりわけそういう情感

であるとか、そういった感性の部分はそれが

大切だと思うわけですけれども、しかし、そ

ればかりで決してできるわけでございません

で、今ほど夷藤議員がおっしゃったようにブ

ックスタートであるような、そういった読書

というものも時間とか空間を超えた感動とか

感激を教えてくれる非常に大きなものだと思

います。 

 それに加えて、今おっしゃったそういった

映像といいますか、ビジュアルに訴えるもの

というのも感性を豊かにする上で非常に大き

な力を持ったものだと、私はそのように考え

ております。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 本当にブックスタート

を初め、カンガルーム内灘にはすばらしいも

のがある。他市町から多くの方が見学に来て

いただける。子育て、親育てといった観点か

らも非常に注目を浴びております。これから

も本当に頑張っていただきたいと思います。 

 内灘町の未来の宝、日本の宝とも言える子

供たちみんなが人を思いやる心、優しい心、

強い心を持った人になってほしい、友達を大

切にできる子供たちになってほしいという思

いで、これから本質のアニメについてお聞き

をいたしたいと思います。 

 しかし、アニメといってもいろいろなもの

がございます。宮崎アニメを初めディズニー、

またいろいろな世界的に有名なものがありま

すが、ここで紹介するのは「フランダースの

犬」「母をたずねて三千里」「赤毛のアン」

といったアニメでございます。大人から子供

まで感動し、心を打たれ涙するといった物語
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です。 

 ぜひこの道徳の授業に紹介したアニメを取

り入れて、子供たちの感性を養っていただく

考えはないでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 夷藤議員の道徳教

育にアニメの名作を用いる考えはないかとい

うご質問にお答えいたします。 

 ただいまご紹介いただいたアニメの作品は

どれも非常に感動的な話で、子供の心を育て

る教材としては非常に適切なものだと考えて

おります。 

 例えば「フランダースの犬」というような

ものを例に挙げますと、人命とか社会的な差

別、暴力、情愛、そういったものを考えさせ

る非常にすぐれた作品であると思いますし、

小さいころからこうした作品に出会うことは

人間の成長にとって極めて大切なことだと、

そのように考えております。 

 ただ、現実の学校現場で道徳の授業に取り

入れるということになりますと、いささか問

題も生ずるわけでございます。 

 と申しますのは、先ほどからお話をいたし

ておりますように、道徳の授業時間は小学校

の場合は通常１時間が45分の授業でございま

して、それが年間35時間ということになって

おります。そういった構成の中で、教材と子

供たちが出会い、子供たちにそれぞれの感想

を述べ合っていただいて互いの価値観の交換

をすると。それから最後にそのまとめをして、

そこに何を読み取るのか、何を感ずるのかと

いうような、そういう授業の構成ということ

になりますと、その45分間の授業で35時間と

いうものになりますと、今ほど挙げました例

えば「フランダースの犬」であるとか「母を

たずねて三千里」とかいいますと大変な長編

でございますので、それをどのように使うか

という非常に難しい問題があるわけです。 

 議員の紹介していただいた作品というの

は、非常に感動の世界に浸ってこそその価値

が、真価が発揮されるような、そういったも

のでございますので、学校の道徳の授業時間

の中でどんなふうにその感動に出会わすこと

がその作品を通して可能なのか、それはかな

り難しいという部分があることは確かでござ

いますのでご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 大変教育長にはすばら

しいお答えをいただいたなと私は思います。 

 しかしながら、時間の制約やさまざまなま

とめといった学校教育の中でどこまで持って

いけるかという疑問視がございましたが、こ

の中で授業の中にはまだ特別活動という授業

がございます。 

 そういった時間も利用しながら子供の心を

養っていく。そして大切な心をはぐくんでい

く。人と人とのつき合いをみんなにわかって

いただける、そういった子供がふえることに

より、先ほど申し述べてまいりました３万人

の自殺者が少しは減るんではないかというふ

うに考えるわけでございます。 

 最後になりましたが、今ほどご答弁いただ

きましたが、もう一度教育現場にこのアニメ

といった形で感動、そして人の心をわかるよ

うな子供になってほしいという思いから、も

う一度お聞きいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 例に挙げました「フ

ランダースの犬」とか「母をたずねて三千里」

とか非常な長編だということがございますの

で、それをどの部分をどんなふうに使うか、

そういったことの研究もさせていただきたい

と思います。 

 ただ、一つ可能性として可能かなと思うこ

とに学校の図書室にこういった名作ビデオ

を、ＤＶＤであるとかそういったものを設置
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するということがございます。 

 現実に「イソップ物語」であるとか「家な

き子」であるとか世界の童話とか「アンデル

セン童話」とか、学校によっては「赤毛のア

ン」とか「母をたずねて」も置いてあるとこ

ろがございますけれども、子供たちが直接的

に授業で用いることはできなくても学校の図

書室でそういうものに触れる環境をつくると

いうことは可能なことかなと思いますので、

でき得るところから取り組んで、内灘町の子

供たちが本当に心豊かな人間として人格がは

ぐくまれる、そういう環境をつくっていきた

いと、そのように考えております。ご理解を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 夷藤満議員。 

○７番【夷藤満君】 ありがとうございまし

た。 

 最後に、今ほどの教育長のご答弁のとおり、

町の教育施設、至るところにございます。そ

ういったところに配置をしていただき、また

ここで皆様にお聞きいたしますのは、まだ見

たことのない人がおいでるようでしたら家庭

で一度見ていただき、そしてみんなでこの物

語についてしゃべる機会を持っていただき、

そしてみんなで家庭の輪、家族の輪を広げて

いただきたいと思います。 

 そういった中、この質問を終了させていた

だきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 13番、中川達議員。 

   〔13番 中川達君 登壇〕 

○13番【中川達君】 平成22年当初議会にお

きまして質問の機会を与えられたので、通告

書に基づき数点質問をさせていただきますけ

れども、通告書の記載の文言、そして今から

質問をさせていただくことに対しまして、若

干のニュアンスの違いあるいは順序がちょっ

と違うということがあろうかと思いますけれ

ども、ひとつご理解を賜り、適切なるご答弁

をよろしくお願いをいたします。 

 質問の前に、今、非常に経済という、この

日本の置かれている経済状況、非常に皆様も

ご承知のとおり悪い状況が続いておるんでは

なかろうかと思っております。ややもします

と、この９月にでも第二弾が来ますとこの国

がおかしくなるんじゃないかなと、そういっ

た経済状況になっております。国もやはり政

治をつかさどる親方があっちこっちというふ

らつくような状況が今国民の前で、報道関係

で見受けられるわけでございます。 

 そういった中で、経済の信用の低下も叫ば

れておりますし、国際社会の中での日本の位

置づけも格段に下がっております。やはりそ

ういったことを考えると国の政治のあり方、

そして国の主導者がしっかりとしたこの日本

という国を守っていき、そして私たちの子供

や孫にしっかりと引き継ぐべき立派なものの

ふがいないんじゃないかなと、このように今

思っております。 

 そういった中で私たちが与えられた立場、

地方からやはりしっかりとした声を届けてい

きたいな、何とか国が私たちを守っていただ

きたいなという、今一念でいっぱいでござい

ます。 

 そういった中で人知れず、異国の地でいま

だに帰国の念に燃えながら必死に耐えておる

拉致されている被害者もございます。一刻も

日本の国として拉致被害者を助けるべく努力

をしていただかねばならないんじゃないかな

と、このように思っておりますけれども、地

方からやはり大きな声を立ててこういう塗炭

の苦しみを味わっている日本人を早急に救い

出す形の上でのご努力をみんなで続けていこ

うではございませんか。 

 よろしくお願いを申し上げて、ただいまか

ら一般質問を一問一答という形で行わせてい

ただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、当初予算に基づきまして、平成
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22年度当初予算、一般会計６款１項３目につ

いて数点の質問をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 本年度の予算、昨年度と余り当初予算にお

きまして変わらず予算を組まれました。やは

り町も一生懸命、財政、そして行政の改革の

中で昨年度並みの予算を組まれたんだなと、

こう思って敬意を表したいと思っておりま

す。 

 しかし、町の借金、いまだに全体的に200

億、そしてまた実質の借入高45億、あるいは

また基金、俗に言う貯金は今取り崩して２億

を割っているような状況でございます。そう

いった中、なお一層のご奮闘を願いたいと思

っておりますけれども。 

 この６款１項３目の農業振興費の今現在、

予算が組まれております。そういった中で砂

丘地、要は海側の砂丘農地における畑の利活

用の推進という形で今年度は260万の10分の

１という形で26万組んでございますけれど

も、この畑地の利用という形の中で３年ほど

前ですか、やはり耕作放棄地が目立った状況

の中、金沢市と内灘町が連携をとり、そして

何とかこの良好な、有効な畑地に対する利用

促進という形で現在協議会等々もでき、そし

て今現在、３カ年にわたって事業をしている

わけでございます。 

 そういった中で、２年前まではかんがい施

設に約400万という投資を金沢市が９割、そし

て内灘町が１割という形の中でかんがい設備

を整備をし、そして金沢市の方に農業参入を

していただいている現況でございます。そう

いった中で、やはり金沢市のほうから若干の

クレームも出ているという形も聞いておりま

す。 

 と申しますのは、内灘町にはその畑地かん

がいに対する条例があるわけでございます。

この条例の１項目を見ますと、管理料、畑地

かんがい施設条例というものがございまし

て、その中の第５条に施設の管理料のことを

うたってあるわけでございますけれども、こ

の施設の基本的な管理料は、町内で使われる

と10アール当たり4,800円の管理料というこ

とをうたってあるんですけれども、町外に対

してはこれと別途に10アール当たり7,000円

という管理料の条例に規制されているわけで

ございます。せっかく金沢の方に来ていただ

いて、この良好な畑地を利用していただく、

そして何とかこの内灘も含めた加賀野菜ある

いは特産物という意識の中で、この10アール

当たり7,000円という負担金が非常に大きな

ネックになっていると聞いております。 

 やはりこの厳しい昨今、農業経営の中で町

長のほう、ひとつそういったものを少し緩和

をするというか、そういったとらえ方の検討

ができるかどうか、そういったことをまずお

尋ねを申し上げます。 

 ちなみに10アール、畑１枚ということで昔

は250あるいは今は300という坪数ですから、

農業専従者に対しては決して小さな金額では

ないと思いますので、そこら辺もご理解をい

ただき、何とか仲よく、そして地域として、

金沢市として農業基盤、そしてまた農業経営

ができるような手助けをしてあげればいいん

じゃないかなと、このように思って質問をさ

せていただきましたので、よろしくお願いを

いたします。 

 そして、同じく第６款１項３目、循環型農

業推進事業という形の中で、今現在200万打っ

てございます。 

 先般も、昨年度ですか、この循環型農業、

生ごみの堆肥化、あるいはまた事業の推進委

員会、あるいはその推進委員会に伴う会議の

資料作成、運営、取りまとめの業務、あるい

はまたセミナー等々という形で説明がござい

ますけれども、この200万の事業に対して事業

委託をしていると私は認識をいたしておりま

す。 

 その事業委託の今日の成果、どういった形

での循環型の成果を上げるのか、あるいはま
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たその成果に基づいて内灘町にこういったも

のができるんじゃないかという特産物の成

果、そういったものを加味した上でのそうい

った委託事業なのかどうかをお尋ねを申し上

げたいと思います。 

 昨日もある集会がございまして、河北郡市

の集会でございましたけれども、やはりそれ

ぞれの、かほく市ですと「かほっくり」とい

う芋を一生懸命宣伝しておりました。津幡は

もちろんマコモとかいろんなものも宣伝して

おりました。内灘はというと今現在、何か見

当たらんような気がいたしております。 

 町長、そこら辺もしっかりとこういう特色

があるという形の成果が見えるような事業委

託ということを訴えていただきたいなと、こ

のように私は念じております。そういった中

でこの事業がどれだけの一体成果があるの

か、そういったことをお話しさせていただけ

れば幸いかと思っております。 

 そしてまた、同じく農業振興費の中で、地

元産の米飯の給食事業拡大及び米粉パンに対

する給食への拡大事業ということで昨年度よ

りも増額された予算が組んでございますけれ

ども、昨年度はパン食にかわり、地元産の米

飯という形に思いを少し強く入れようという

形の中で予算組みをされたと思うんですけれ

ども、ことしはこれを見ておりますと米粉の

パン食という私は認識をしているんですけれ

ども、やはり米粉というのは米の一つの加工

品だと思うんです。 

 以前、この米の加工品に対して偽装事件、

いろんな形の中であったわけでございます。

当然、加工品ですからどこからの流通ルート

というものをはっきりと明示をしなくちゃい

けないと思うんですけれども、そういった中

でこういう予算を組んだ以上、地元産の米を

どういう形で加工してここへ米パン粉として

給食に届けるのか、そういった認識がどこま

であるのか、それに対する増額なのかどうか

ということをまずお尋ねを申し上げます。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 中川議員の農

業振興についての３点についてお答えいたし

ます。 

 まず１点目の砂丘畑利活用推進協議会の件

でございますが、同協議会ではこれまで、20、

21年度で3.6ヘクタールの遊休地の利活用を

図っております。今度、22、23年度で追加の

6.6ヘクタールの利活用、合計10.2ヘクタール

の利活用を図る予定をいたしております。 

 ご質問の中にありました畑地かんがい施設

管理料については、確かに町内、町外との差

額がございます。これについては、以前から

も金沢市の農業者から農業環境が厳しい現状

の中で遊休農地の利活用を広域連携で図って

いるのだからぜひ下げてほしいと、値下げを

検討していただきたいという申し入れ、協議

会の中でも意見が出てきております。 

 しかし、今現在、畑地かんがい施設につい

ては歳出が歳入を上回っている、つまり赤字

の状態でございます。町といたしましても、

財政の厳しい中で町内、町外者の管理料差額

を縮めることは、町内耕作者の管理料値上げ

という結果も考えられ難しい問題であります

が、今後とも調査して検討していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、循環型農業推進事業の成果でござい

ますが、これにつきましては、当町では平成

20年度に地域の特性を活用し「農的社会」を

中心としたまちづくりを進めるという、いわ

ゆる「医・農・知（イ・ノ・チ）を基にした

自然循環型まちづくり構想」をまとめており

ます。これによりまして、平成21年度にはこ

の構想を具体化するため、内灘町循環型農業

推進委員会を立ち上げております。 

 先ほど言いました循環型委託の事業と今言

いました当循環型農業推進委員会設立までの
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準備や委員会設立後の会議資料作成、取りま

とめ、また今後の事業計画策定のサポートを

していただいております。委員会につきまし

ては、７月からこれまで４回開催いたしてお

ります。 

 さらに、町民のみなさんへの啓発の一環と

して、循環型の野菜づくりを体験する「生ゴ

ミ堆肥による土づくりから野菜を栽培してい

ただく講習会」をこれまで２回開催して生ご

みの堆肥づくりを進めております。また、今

月末にはそれを利用した野菜づくり、花の植

えつけ等の講習会も開く予定をいたしており

ます。 

 このような生ごみ堆肥化の取り組みには、

ほかに内灘町女性団体連絡協議会の皆さんも

非常に関心を持たれており、講習会等を開催

しております。今後、この女性団体連絡協議

会の皆さんはこの生ごみを利用して町内で、

かつて町でたくさん生産されていたラッキョ

ウの栽培に取り組もうという計画を持ってお

ります。これにつきまして、また協議会とい

たしましても応援をしていきたいと考えてお

ります。 

 このように、今は小さな動きが芽生え始め

たところでございますが、今後それぞれの活

動が拡大し、農業者を含めて農業全体の振興

が図られる活動に発展することを期待するも

のでございます。 

 次に、うまい米応援負担金の増額について

でございますが、昨年度につきましては、給

食米の２等米と地元産１等米の差額分の予算

を計上いたしておりました。 

 今年度追加いたしましたのは、今現在、給

食のパンは麦100％のパンを使用いたしてお

ります。それを麦50％、米50％のパンにかえ

る。米粉のほうが高いということで、その差

額分を町と農協で半額ずつ負担するものの増

額でございます。これにつきましては、月１

回、年12回の給食で出す予定をいたしており

ます。 

 米粉に使う米につきましては地元産米を考

えております。それで、地元産米を使ってＪ

Ａを通じて石川米飯で米粉にしてパンにする

予定をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 よろしいですか。 

 中川達議員。 

○13番【中川達君】 いずれにいたしまして

も子供の口に入るものでございますので、偽

装という形の観念から非常に厳しく世の中問

われておりますので、そこら辺はしっかりと

行政として認識をした上での使用ということ

を確認して認識をしていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、循環型の農業ということで、その地

域住民の皆様が認識というのは、これ当たり

前の話なので、そこに置かれている農業専従

者の皆様がこういう薬品を使って、こういう

無農薬を使ってどれだけの生産力が上がるか

という非常に大きな希望を持っていると思う

んです。そういう河北潟の農業生産地の皆様

に応援できるような、そういったシステムも

あわせてこれからは取り組んでいただきたい

と、このように思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

 そしてまた農業の、先ほどの金沢市のそう

いう農業参入者に対して、いや、金沢市のほ

れもらわなんだら、うちの会計が、地元の会

計が赤字になるがでそれをどうしてももらわ

なだっちゃかんという、そういう話では私は

ないと思いますよ。やはり今現在、宮坂、西

荒屋、室という、そういうのはほとんど金沢

の方が一生懸命取り組んでいる。現実的には

大根布の後ろも金沢の方が取り組んでいらっ

しゃるわけです。 

 そういったことを考えると、やはり少し軽

減をして、お互いがしっかりとした農業経営

ができるような方向性を考えてあげなくては

私はいけないと思いますので、もう一度改め

てしっかりとした認識をお願いいたします。
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今度でいいですから。 

 それでは、引き続きまして２点目の質問に

入らさせていただきます。 

 会計７款１項３目企業立地推進事業につい

てお尋ねをいたします。 

 本年度は214万という形で予算を打ってご

ざいます。この予算の中身におきましては、

企業誘致及び定住促進等推進委員会において

企業誘致等に関する協議、検討を行うと。そ

してこの予算についてはコンサルあるいはコ

ンサルの仲介手数料、不動産鑑定評価、企業

診断、アドバイザーなどの費用という形で100

万円予算組みしてございますけれども、過去

にもいろいろな形でこの企業進出に備えて予

算を組んできた経緯があろうかと思っており

ます。 

 その一例といたしまして、やはり一昨年、

おととしになりますかね。インドの企業が内

灘へ進出するという、ＩＴ企業が進出すると

いう、当時新聞にも出、そしてまた金沢でそ

れなりの大きなパーティも開き、この町が大

きな思いをかけたのは事実だと思って、私た

ちもよかったなという認識をしていたわけで

ございます。 

 そしてまた、文化会館におきましてやはり

それなりの受け入れ態勢の予算も組んだと私

は認識をいたしておりますけれども、そして

当然インドの事務所といいますか、その出先

機関も内灘につくったということを聞き及ん

でおるわけでございます。 

 その話が今現在どうなっているのか、そう

いったことは私どもの議会のほうにも、まだ

最終的なそういう報告というものは聞いてい

ないような私は気がいたしておるわけでござ

います。 

 そしてまた、先般も副町長のほうからこう

いった進出がある、こういった進出があると

いう話も聞き及んでおるわけでございますけ

れども、やはりこの進出、それは大いに結構

だと思いますけれども、この100万円という予

算そのものが果たしてその説明に対する予算

で合うのか合わないのか。 

 ただ単に企業の地面の評価をかけた、ある

いはアドバイザーをしていただいたという形

で大きな企業が私は内灘へしっかりと入って

くるという状況ではないんじゃないかなとこ

のように思っておりますけれども、まず最初

にそのインドの過去の経緯、そして今までの

経緯の中でどういう形になったのか、お尋ね

をしたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 中川議員のイ

ンドのＩＴ企業の進出の状況でございますけ

れども、これまでの主な活動につきましては、

平成18年度には当町におけるＩＴ技術者を育

成するため、インドのＩＴ企業の誘致に取り

組みました。平成20年夏ごろまでは同企業の

誘致に向け継続的に協議を交わしてまいりま

したが、アメリカ経済の悪化を受けＩＴ業界

はかなり打撃を受けました。そして、日本で

のビジネス展開も困難となり、平成21年２月

末には当町に構えていた日本支店も引き払わ

れております。結果として誘致には至りませ

んでした。 

 また、先ほどの中でありました議会の報告

等がないのではないかという件につきまして

は、事業の動きのあるときは議会の皆様への

報告、協議する事項もありますが、停滞する

と変化が少なくなり議会の皆様へ報告する機

会も少なくなってきました。そして時間の間

隔もあいてしまい、そのうち議会の皆様への

報告の機会を失してしまいました。今日まで

報告しなかったことを深くおわび申し上げま

す。 

 それと今年度の予算100万円につきまして

は、はっきりとこの土地の不動産鑑定とかそ

ういうコンサルへの委託とかというものでは

なく、これから発生するかもしれないという

ときに迅速に対応するため100万円の委託を
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計上させていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 一応撤退ということで

認識をすればいいわけですよね。はい。 

 いずれにいたしましても、発表はそういう

すばらしい形なんですけれども、どうなった

かなといったら、ふらふらっと知らん間にわ

からんがになったというのは非常に困るわけ

でございまして、そういったことをきちっと

伝えるべきかなと、このように思っておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 そして、この企業立地推進について、白帆

台の商業用地も先般、どこそこのテナントさ

んが来る、ここも来るという形での報告を受

けました。あるいはまた、副町長さんのほう

から、福祉センターの跡地利用という形の中

で今現在ホテルが数カ所来ているという話も

ございました。 

 それは今現在、どのように推移をしている

のか、どのような形でとらえていけばいいの

か、お尋ね申し上げます。 

○議長【能村憲治君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 今のご質問の中の

福祉センターの跡の話をさせていただきたい

と思います。 

 福祉センターのほうには、前回も議会のほ

うに報告したとおり、ホテルの業者２社から

こういうような構想でというのが来ておりま

す。そのほかにも、口頭ですが数社話は来て

います。 

 ただ、昨日の川口議員のあそこの周辺の整

備のことについてお答えをしましたとおり、

今年度から来年度にかけまして北部地区全体

の開発をどうするかというふうなことを含め

た都市計画マスタープランを策定をしようと

いうふうに進めております。その中で関連し

て、どの地区にどういうような開発をするか

という個別の地区計画というものを立てまし

て、その上で正式な誘致活動に進めていきた

いというふうに考えております。 

 ですから、来年度から再来年度にかけてそ

ういう具体的な動きに入っていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 いずれにいたしまして

も、やはりそういうしっかりとした行動計画

の中でぜひとも頑張っていただきたいと、こ

のように思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 それと今現在、福祉センターなんですけれ

ども、今般の条例に出ておりますけれども、

子供の料金値下げ、そして大人に対しての料

金の上げという条例改正が出ておりますけれ

ども、あの福祉センターの浴場も聞きますと

ころによりますと、やはり耐震不足というこ

とを聞いておるわけでございます。そういっ

た中で、今現在のあの福祉センターの浴場を

これから耐震をしなくては維持管理できない

わけですね、当然耐震不良ということですか

ら。 

 そういったことを考えますと、やはりいず

れにいたしましても建てかえという形が出る

と思います。その時点で料金の設定というの

も私はおかしくないかなと、このように思っ

ておるわけでございますけれども。 

 今、大型遊具とかそういったものをとらえ

ての値上げの設定だと思うんですけれども、

そこら辺はやはり建てるときに対して町民の

皆様にこれだけの負担をしていただきたいと

いう形の条例はわかるんですけど、今急に値

上げという、あるいは値下げという、その条

例に対する考え方というのをちょっとお尋ね

したいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長【能村憲治君】 田中徹町民生活課長。 

   〔町民生活課長 田中徹君 登壇〕 

○町民生活課長【田中徹君】 中川議員のご



 －101－

質問にお答えします。 

 今ほど副町長がお答えしましたとおり、福

祉センターを、ほのぼの湯含めて周辺一体の

見直しを今後進めていくことになります。そ

の作業にまだ時間がかかるということで、当

分の間は現在の福祉センターの浴場を利用し

て運営するということで今回の料金改定のお

願いをしているものでございます。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 今ほど当分の間運営す

るということでございますけれども、当分の

間運営することに対して料金を上げるとい

う、あるいは下げるというのはちょっとおか

しな話だなと、このように思っております。 

 やはりそういう施設整備をすることによっ

て人が来るからこういう形になるという明解

な答弁をいただきたいと思います。ただ運営

するのに上げたり下げたりというややこしい

ことをしなくて、はっきりとしたご答弁を求

めたいと思いますけれども、よろしくお願い

します。その件につきましてはいいですけれ

ども。 

 それでは、第３点目に入らさせていただき

ます。 

 ２款１項５目財産管理費についてお尋ねを

いたします。 

 この中におきまして、今、太陽光の発電設

備工事が今期2,100万円という予算をつけて

ございますけれども、やはり当然町としてこ

の環境に対する対応という形で内灘町が率先

して環境に対する認識という形でのそういう

とらえ方の中での事業だと私は認識をいたし

ております。 

 当然、学校にもそれぞれ太陽光発電がつい

ているわけでございますけれども、この内灘

町としての将来の二酸化炭素あるいは電力量

の使用削減というのがこれから議論になって

くるんじゃないかなと、こう思っておるわけ

でございます。 

 そういった中で、率先して取り組む姿勢、

非常に評価させていただきますけれども、実

際、現在学校につけている太陽光の二酸化炭

素の排出加算といいますか排出量、概算でど

れぐらいになるのか、あるいは電気料に直す

とどれぐらいになるのか。 

 そしてまた今、内灘町が取りつける太陽光

発電設備に限ってＣＯ２がどれだけ削減でき

るのか、あるいは電気料金に換算しますとど

れだけの省エネになるのか、お尋ねをさせて

いただきたいと思っております。 

 なお、この会計、４款１項５目新エネルギ

ー開発事業という中で太陽光発電システム１

キロ当たり７万円というその設置価格に対し

ての補助金があるわけでございますけれど

も、補助金の制度に当たり、各個別の住宅に

おきましては世界じゅうの企業が太陽光のソ

ーラーパネルの開発にしのぎを削っておりま

す。そういった中で値段だけが非常に安く出

回っている商品もこれから出てくるんではな

かろうかと思っておりますけれども。 

 この最先端の技術、国内のメーカーさんが

知恵と、そして技術力を競って今開発してお

りますけれども、購買者にとっては安くてい

いのという認識の中でどうしても安い品物を

買い求める状況だと私は思っておりますが、

国内企業の育成、そういったものもとらえる

と、行政として、やはり国内企業の育成を指

導するべきでは私はなかろうかと認識をいた

しております。 

 そういった中で、各家庭に対してソーラー

パネルの補助金については何らかの形で国内

産の商品、安心・安全な商品をという、ひと

つ指導をしていただけないか。そういったこ

とができるのかできないのか、そういったも

のもあわせてお伺いをさせていただきますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長【能村憲治君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 私からは、２款

１項の部分について答弁をさせていただきま
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す。 

 地球温暖化防止対策が推進される中、本町

におきましても環境問題に対しさまざまな施

策を展開しています。 

 環境のまちづくりに積極的に取り組んでい

るところでございますが、今般の庁舎エコ改

修事業はその一環として行うもので、太陽光

発電システムの設置や窓に植物によるグリー

ンカーテンを設置するものです。これら事業

に要する経費のすべてを国の地域グリーンニ

ューディール基金を活用して行うものでござ

います。 

 仮に、本年度設置した町内小学校の太陽光

発電５キロワットアワーのシステムでは、電

気料金で年間約７万円の節約ができます。ま

た、二酸化炭素の排出量では年間0.9トンの削

減ができ、森林に換算いたしますとおよそ１

ヘクタールの森林と同等の役割を果たすと考

えております。 

 こうした太陽光発電システムにより、環境

に優しい建物として広く町民の皆様に環境に

対する意識高揚を図るものであり、さらに役

場庁舎の電気使用量も補い維持管理費の節減

に努めたいと存じます。 

 議員ご指摘の太陽光発電システムの設置に

当たりましては、さきに設置しました町内小

中学校や道の駅のシステムを参考にしなが

ら、効率的で信頼性の高い、そしてメンテナ

ンスも容易なシステムを取り入れていきたい

と、庁舎のエコ改修事業についてはそのよう

に考えています。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 北川真由美環境政策

課長。 

   〔環境政策課長 北川真由美君 登壇〕 

○環境政策課長【北川真由美君】 中川議員

の２点目のご質問、太陽光発電への助成につ

いて、国内製品へ助言ができないかというご

質問にお答えいたします。 

 太陽光発電設備の申請を個人の方が行う場

合、大多数が住宅メーカーや電気設備会社が

代行して行うのがほとんどになっておりま

す。そのため、窓口において個人の方にこう

いった国内製品が有利ですよというふうな助

言をすることは現実的に難しいものがござい

ます。 

 ただ、太陽光発電が今後広く普及するにつ

れまして、悪質商品が出回ったり設置につい

てトラブルが出たりすることも十分考えられ

ますので、今後はそういったことについて情

報収集に努めまして、広報やホームページな

どで広く周知を図ってまいりたいと思いま

す。 

 また、そろそろつけようかなというふうに

考えているご家庭も今後ふえてくるかと思わ

れますので、そういったときには優秀で製品

もすぐれているメーカーについてアドバイス

をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 ありがとうございまし

た。 

 いずれにいたしましても、国内企業の育成

のために何とか行政も指導力を発揮していた

だいて、少しでも国内需要が、そして国内の

産業が生かされるような方向性をよろしくお

願いをいたします。 

 引き続きまして、４点目の質問に入らさせ

ていただきます。 

 当初予算５款１項１目シルバー人材センタ

ー事業についてお尋ねをさせていただきま

す。 

 この事業につきましては、本年度950万とい

う予算づけをされております。そして、国の

ほうの事業仕分けということで若干減らされ

たという中で、町もこういう大事なときだか

らということで補てんをされていると私は認

識をいたしておるわけでございますけれど

も。 

 そういった中で、今現在198名ですか、会員
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の皆様がいらっしゃるわけでございますけれ

ども、手取り平均すると少しの金額というこ

とを私は聞いておるわけでございます。そう

いった中で、やはり事業そのものはある程度

何とかやりくりをしているということも聞い

ております。 

 しかし、現実的には町のほうからの仕事を

出すという形、その出した分だけ、今度町内

においでる業者さんの仕事がまた減ってきて

いるという認識もあるんじゃなかろうかと私

は思っております。 

 当然、人材センターの皆様もご努力はされ

ていると思うんですけれども、一つお聞きし

たいのは、人材センターそのものの売り上げ

といいますか、そういう生産高と申しますか、

そういったものの金額、そして町が950万とい

う提示をしている、その950万の内訳、例えば

中の人件費がどんだけという形をお知らせい

ただければありがたいんですけれども。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 中川議員のシ

ルバー人材センターの補助金、運営について

お答えいたします。 

 先ほど言いました中川議員の中で、今現在、

21年度の１月末現在で会員１人当たりの配分

金といいますか、仕事のお金でございますが、

平均月額１人当たり２万7,000円となってお

ります。それとあと、全体の受託事業費につ

きましては、これも１月末の金額でございま

すが6,420万円余りとなっております。 

 次に、950万円の町の補助金の内訳でござい

ますが、これにつきましては具体的に何が幾

ら、何が幾らという算定ではなく、運営費の

一部として総額で950万円という形になって

おります。国費につきましては880万円という

形で減額されております。 

 それで、先ほどちょっと私言い漏らしてい

たと思うんですけど、さっき２万7,000円とい

うのは月額１人当たりの金額でございます。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 １人当たりに割り返し

ますと月に２万7,000円という数字でござい

ますけれども、現実的には、やはり全然仕事

のない方もこの中にはいらっしゃるわけで

す。そして、例えばそういった草むしりとか

というのは結構仕事があると思うんです。 

 そういった中で、やはりその人材センター

そのものに対して町のほうからもどれだけか

の、あの建物の施設使用料といいますか、そ

ういった形で町は受け取っていると思ってお

ります。 

 やはりこういう厳しいとき、そういったも

のを少し考えてあげて、何とか１人当たりの

所得がふえるような方策を考えてあげればい

いんかなと、このように私は思っておるわけ

でございますけれども、いずれにいたしまし

ても、その相当量の事業を出さないとなかな

か皆様に行き届かぬ所得だと私は認識をいた

しておりますけれども。 

 町長、ひとつお尋ねしますけど、やはりこ

の人材センター、どうしてもこういう社会に

おいて必要不可欠なものでございます。そう

いった皆様が何とか最低賃金の生活レベルま

で持っていけるようなご努力を町が後押しす

る考えがあるかないか、町長、ひとつお尋ね

を申し上げます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の質問に

お答えしたいと思いますが、会員の皆さんに

通常言う月収みたいなものがお与えできるよ

うな仕事ということになると結構厳しいと思

うんですよね。 

 加えて、シルバー人材センターの目的その

ものが、生活のための賃金を取得するという

ことはもちろんでありますが、その中で自分

が持っている技術等々のものが発揮できる、

生きがいを持てるということが大きな目的で
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ありますので、私は月収そのものを上げてい

くということはそう重きに置くものではない

というふうに思っていますが、そうは言いつ

つも多ければ多いほどやっぱりいいわけです

から、できる限りの仕事を見つけ出してして

もらうようにしていきたいというふうに思っ

ています。 

 それから家賃の問題ですが、シルバー人材

センターだけもらわないということにはなか

ならんものですから、公平にいただくという

ことになっていますので、ぜひご理解いただ

きたいと思います。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 ５番目の質問をさせて

いただきます。 

 ２款１項10目姉妹都市親善事業という事業

の中で、今年度132万9,000円という予算組み

をしてございます。 

 昨年度の暮れに中国の旅順口区からいらっ

しゃり、そういった中で答礼の意味も込めて

内灘町が行く、そして表敬するいろんな形で

の合意事項というもとでの予算組みだと私は

認識をいたしておるわけでございますけれど

も、この国際交流あるいは姉妹都市という中

で、内灘町は現在、やはり呉江市というまち

と友好都市締結を結んでいると思っておりま

す。そういった中で、近年少しお留守になっ

ているような感がするんではなかろうかと私

は認識をいたしております。 

 昨年度、この旅順口区からお見えになられ

た説は、そういう医学あるいはまた教学とい

う形での思いを話をされておりましたけれど

も、呉江市のほうはその文化という形の中で

非常にこの内灘町と文化交流をさせていただ

いておる関係上、やはり今、中国の経済も非

常に上向きになり日本以上の経済力を誇って

おります。当然、その経済に伴って文化の交

流も図られており、文化の質も高くなってお

ると私は認識いたしております。 

 そういった中で、この呉江市との交流とい

う形をどのようにとらえているのか、ひとつ

お尋ねをさせていただきます。 

○議長【能村憲治君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今ほど中国大連市旅順口区の話と呉江市と

の友好交流協定ですか、それに関連するお話

がございました。皆さんのお力添えもいただ

きまして、去る２月３日に中国大連市旅順口

区の熊書記を初めとして９名の代表団が来町

されまして友好交流の協議に関する基本合意

書に調印をさせていただきました。そしてそ

の後、和やかな交歓懇親会を行ったわけであ

りますが、大変皆さんも喜んでおられまして、

ぜひ皆さんによろしくおっしゃってください

というお手紙もいただいているわけでござい

ます。 

 そこで、今おっしゃいました訪問事業とし

て132万9,000円ということでありました。旅

順口区への招聘にこたえて５名の代表団の予

算を組んだわけでありまして、きのうもお話

ししましたが、ぜひ５月25日から31日のアカ

シア祭に合わせて来ていただければありがた

いというお話もありまして、今後それぞれ尽

瘁をしていきたいと思っているわけでござい

ます。 

 議員ご指摘の呉江市の交流の話であります

が、ご案内のとおり平成５年に本町が初めて

外国の都市と友好提携を結んだということで

ありまして、現在に至るまで、町議会はもち

ろんでありますが、各種団体、民間企業、そ

れぞれ交流を行ってきたわけでありまして、

私も平成17年就任した翌年に呉江市を訪問し

て国際友好都市交流の関係を確認してまいっ

たところでございます。 

 その後、平成18年には鶴ケ丘４丁目町会の

皆さんが訪問、翌年には呉江市の代表団が来

町され交流を深めたわけでありまして、本来

なら呉江市との友好連携協定の15年というこ
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とで記念の年でありましたときに呉江市から

代表団がおいでになってお互いに友好を誓い

合うという、そんなことを予定していたわけ

でありますが、ご承知のとおり、中国四川省

の大地震に見舞われましたことに関係して、

中国としたら外に出せない、こんな話があり

まして、その話は一応なくなりまして、機会

があったら行きたいという、こんなお話があ

ったわけでございました。 

 また、昨年11月には、河北郡市の日中友好

協会の内灘支部のメンバーの方が呉江市を訪

れました。そのときに、最初に呉江市との交

流した後にそれぞれの会社に研修生としてお

いでた人たちがぜひ会いたいというお話がご

ざいまして、当時訪問されたときに和やかな

懇親、交流が行われたということでありまし

た。中には富裕層になってベンツに乗って頑

張っていらっしゃる方もいたというお話も聞

いているわけであります。それくらい呉江市

との関係でいえば、その団体はもちろんであ

りますが、個人的なつながりも深く深く行わ

れているのが現実だというふうに思っていま

すし、私たちもそのきずなが一層揺るぎのな

いものになるようにこれからも努めていかな

いかんというふうに思っています。 

 ちなみに、前年、沈
チン

さんがおいでまして、

少し状況をお話ししておりましたが、今中国

の生産高が非常に上がってＧＰＤが26％ぐら

いになっているという話がありました。それ

くらい工業レベルが上がっているということ

で、人口も提携をした当時は70万ぐらいでし

たが、今は150万人ぐらいいるそうでありまし

て、飛躍的に大きくなっているということで

ありますから、毎年何か飛躍しているような

状況でありますので、そんな呉江市を我々も

訪問しながら確かめ合って、学べるところは

しっかり学んでいこうということでありま

す。 

 私がちょうど訪問したときには、お話しし

てきたのは、これからの交流は産業交流とい

うのはなかなか難しいんだけど、環境であっ

たり、福祉、介護ということでぜひとも交流

していきましょうというお話をしてきたとこ

ろでありまして、きのうの話にもありました

ように人間ドックを介して交流もいいだろう

という、そんな話もありましたように呉江市

の皆さんにもその辺も私どもからまた提供し

て交流も深めていきたいと思っているわけで

あります。 

 なお、先ほど言いました11月にこちらの訪

中団が訪れたというお話ししましたが、その

ときに新しく呉江市の市長になられました温

市長さんに本町へのご訪問をお願いするメッ

セージを届けたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 ありがとうございまし

た。呉江市としっかり連携をとっているとい

うことでございましたので、非常に喜んでう

れしいことだなと今思っております。今後と

も、ひとつよろしくおつき合いのほどをよろ

しくお願いいたします。 

 最後の質問をさせていただきますけれど

も、県における町の特産物の指定という形で

質問をいたしてございましたけれども、今、

当初予算５款１項１目緊急雇用対策事業とい

う形の中で、もちろん、国の補助金だと認識

をいたしておりますけれども、1,500万という

予算を組んでございます。 

 内容といたしましては、求職者を雇い入れ、

地元で生産した安心・安全な野菜や乳製品を

活用した加工品の開発、販路開拓を行うとい

う形で予算組みをされております。今現在、

鶴ケ丘でなさっている地元の食材を使った加

工品だと私はこのように認識し、それに対す

る人件費等々だと私は思っております。 

 そういった中で、やはり国からこれだけの

お金も当然入っているわけでございますの

で、ただ単に人件費の補助とかあるいはそう

いう事業に対する補助という形じゃなくし
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て、何とかこの内灘に、これが内灘なんやと

いう形のものを、ひとつそういったわざを磨

いていただき、単品、１個でも内灘にしかと

いう、あれが内灘なんかという形のものを行

政当局皆さんとして取り組んでいただきたい

な。そして私たちが地方へ行ったときに、内

灘のこれだという認識がされるようなものが

あればなと、このように今最も考えておる一

人でございます。 

 そういった中で、やはり県が認めるような、

そして内灘が胸を張れるような商品という取

り組みについて最後にお聞かせをいただけれ

ば幸いかと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長【能村憲治君】 長田学産業振興課長。 

   〔産業振興課長 長田学君 登壇〕 

○産業振興課長【長田学君】 中川議員の内

灘町の特産物についてお答えいたします。 

 中川議員がおっしゃいましたとおり、今現

在、内灘町では地元の野菜を使った、特に干

拓地のコマツナとかそういうものを使った野

菜と乳製品等の製品を今開発をしています。

現在、先ほど言いましたように鶴ケ丘１丁目

のモーガニックという会社が店舗を展開して

おります。その中でシフォンケーキをつくっ

てございます。 

 そのほか、これは３年間の事業であります

ので、その中でまた新たな町の特色ある特産

物になるようにこれからもモーガニックとと

もに少し検討してまいりたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長【能村憲治君】 中川達議員。 

○13番【中川達君】 いろいろ款項にわたっ

て質問をさせていただきました。 

 いずれにいたしましても、非常に期待の持

てること、あるいは若干これから頑張らなく

ちゃいけないなということの答弁もいただき

ましたが、いずれにいたしましても、今後と

もいろんな形でそれぞれの苦労がおありだと

認識をいたしておりますけれども、ひとつ頑

張っていただきたいなと、このように念じて

やまないわけでございます。 

 そういった中で、やはり企業誘致という、

きのうからきょうにかけて若い議員さん方が

一生懸命にこの町をよくしたいという気概で

企業誘致の質問をされておりました。当然そ

のとおり、何とかこの町に税収の安定を図る

べく企業誘致が今緊急な課題だと私も認識を

いたしております。 

 そういった中で、この企業誘致に対する予

算案、果たしてこれで大きな企業が来る予算

なのかなという認識も私はいたしておるわけ

でございます。やはり大きな安定した企業が

来る、そういう誘致をするというとそれなり

の責任とお金が伴うと私は認識をいたしてお

りますから、どうぞこれからもしっかりとし

た認識の中で一刻も早く企業誘致をなし遂げ

る、そして町民の皆様が安定収益になれるよ

うな豊かな安心・安全なまちづくりのために

一層のご奮闘を心からお願いをし、私の質問

を閉じさせていただきます。 

 長い間のご清聴、ありがとうございました。 

○議長【能村憲治君】 以上で通告による質

問は終わりました。 

 これより通告に関連する質問を行います。 

 質問は通告の趣旨に沿うもの、補足するも

のに限り、１人１問のみで５分以内といたし

ます。再質問は認めませんので、ご注意願い

ます。 

 発言は挙手の上、議長の許可を得てから通

告による質問をした議員の名前、質問の内容

を述べた後、質問台において関連質問を行っ

てください。 

 また、１分前に合図をいたしますのでご容

赦願います。 

 それでは、関連質問ございませんか。 

○３番【川口正己君】 議長。 

○議長【能村憲治君】 ３番、川口正己議員。 

   〔３番 川口正己君 登壇〕 

○３番【川口正己君】 先ほどの北川悦子議
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員の鶴ケ丘保育所の以前の説明を受けたとき

に、後ろの県営住宅の林地のところの説明を

受けたということに対しての田中徹課長の答

弁のことについて、これに対しての関連質問

をしたいと思いますが。 

 私ども文教福祉委員会のほうでも緑台保育

所の移転問題で千鳥台住民から反対を受けま

して、そして千鳥台公民館の後ろの山林のほ

うにやはり候補地があったんですけれども、

そのときの説明でも、農業振興地域や市街化

調整区域での開発行為は昨年度法律が変わっ

て認められなくなったという説明を受けて、

先ほどの答弁でもそのようなことがあったと

思うんですけれども。 

 ここからちょっと南議員の白帆台のことに

関しての関連なんですけれども、白帆台の横

の西荒屋地内の調整区域では可能であって、

保育所を建てる場合では調整区域では無理や

という、これに対しての整合性はどのように

考えておいでるんでしょうか。 

○議長【能村憲治君】 橋本稔都市整備部長。 

   〔都市整備部長 橋本稔君 登壇〕 

○都市整備部長【橋本稔君】 川口議員の保

育所の建設についての調整区域での整合性に

ついてお答えいたします。 

 現在では、調整区域で保育所、福祉施設等

を建てることはほとんど不可能な状況であり

ます。 

 ただ、先ほど白帆台の北部での開発が可能

かという、それとの整合性はということでご

ざいますが、その北部での開発の場合は地区

計画という、そういう全体の開発計画を立て

まして、それに基づいて開発するという形で

可能なわけでございます。 

 今現在、そのまま建てようと思えば工場は

建ちません、商店もできませんという状況が

今現在の調整区域の状況であります。 

○３番【川口正己君】 これに対しての再質

問はよろしかったですか。 

○議長【能村憲治君】 再質問は認めません。 

○３番【川口正己君】 ありがとうございま

した。 

○議長【能村憲治君】 ございませんか。 

 これにて一般質問を終了させていただきま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【能村憲治君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日11日から18日まで

の８日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【能村憲治君】 異議なしと認めます。

よって、明日11日から18日までの８日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る19日は午後２時から本会議を開

き、各常任委員長の報告を求め、質疑、討論

並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 長時間、皆さん大変ご苦労さまでございま

した。 

           午後２時50分散会 
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